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承第１号

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和３

年１月６日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

令和３年２月２４日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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承第２号

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和３

年２月５日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

令和３年２月２４日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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承第３号 

専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和３

年２月１０日次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

  令和３年２月２４日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

   美濃加茂市介護保険条例及び美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改 

正する条例について 

 美濃加茂市介護保険条例及び美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例

を下記のとおり制定する。 

記 

美濃加茂市介護保険条例及び美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する

条例 

 （美濃加茂市介護保険条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市介護保険条例（平成１２年美濃加茂市条例第１０号）の一部を

次のように改正する。 

改正後 改正前 

（新型コロナウイルス感染症の影響により

収入の減少が見込まれる場合等における保

険料の減免）

（新型コロナウイルス感染症の影響により

収入の減少が見込まれる場合等における保

険料の減免） 

第８条 令和２年２月１日から令和３年３月

３１日までの間に納期限（特別徴収の場合に

あっては、特別徴収対象年金給付の支払日。

以下この項において同じ。）が定められてい

る保険料（第１号被保険者の資格を取得した

日から１４日以内に法第１２条第１項の規

定による届出が行われなかったため令和２

年２月１日以降に納期限が定められている

保険料であって、当該届出が第１号被保険者

第８条 令和２年２月１日から令和３年３月

３１日までの間に納期限（特別徴収の場合に

あっては、特別徴収対象年金給付の支払日。

以下この項において同じ。）が定められてい

る保険料（第１号被保険者の資格を取得した

日から１４日以内に法第１２条第１項の規

定による届出が行われなかったため令和２

年２月１日以降に納期限が定められている

保険料であって、当該届出が第１号被保険者
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の資格を取得した日から１４日以内に行わ

れていたならば同年２月１日前に納期限が

定められるべきものを除く。）の減免につい

ては、次の各号のいずれかに該当する者は、

第１１条第１項第３号に規定する保険料の

減免の要件を満たすものとして、同項の規定

を適用する。 

の資格を取得した日から１４日以内に行わ

れていたならば同年２月１日前に納期限が

定められるべきものを除く。）の減免につい

ては、次の各号のいずれかに該当する者は、

第１１条第１項第３号に規定する保険料の

減免の要件を満たすものとして、同項の規定

を適用する。 

(1) 新型コロナウイルス感染症（病原体がベ

ータコロナウイルス属のコロナウイルス

（令和２年１月に、中華人民共和国から世

界保健機関に対して、人に伝染する能力を

有することが新たに報告されたものに限

る。）である感染症をいう。以下同じ。）

により、第１号被保険者の属する世帯の生

計を主として維持する者（以下「主たる生

計維持者」という。）が死亡し、又は重篤

な傷病を負ったこと。 

(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法

（平成２４年法律第３１号）附則第１条の

２第１項に規定する新型コロナウイルス

感染症（以下「新型コロナウイルス感染症」

という。）により、第１号被保険者の属す

る世帯の生計を主として維持する者（以下

「主たる生計維持者」という。）が死亡し、

又は重篤な傷病を負ったこと。 

 (2) （略）  (2) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（美濃加茂市国民健康保険条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市国民健康保険条例（平成１２年美濃加茂市条例第９号）の一部

を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被

保険者等に係る傷病手当金）

（新型コロナウイルス感染症に感染した被

保険者等に係る傷病手当金） 

第６条の２ 給与等（所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２８条第１項に規定する給与

等をいい、賞与（健康保険法（大正１１年法

律第７０号）第３条第６項に規定する賞与を

いう。）を除く。以下同じ）の支払いを受け

ている被保険者が療養のため労務に服する

ことができないとき（新型コロナウイルス感

染症（病原体がベータコロナウイルス属のコ

ロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共

和国から世界保健機関に対して、人に伝染す

る能力を有することが新たに報告されたも

のに限る。）である感染症をいう。以下同じ。）

第６条の２ 給与等（所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２８条第１項に規定する給与

等をいい、賞与（健康保険法（大正１１年法

律第７０号）第３条第６項に規定する賞与を

いう。）を除く。以下同じ）の支払いを受け

ている被保険者が療養のため労務に服する

ことができないとき（新型インフルエンザ等

対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）

附則第１条の２に規定する新型コロナウイ

ルス感染症に感染したとき、又は発熱等の症

状があり当該感染症の感染が疑われるとき

に限る。）は、その労務に服することができ
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に感染したとき、又は発熱等の症状があり当

該感染症の感染が疑われるときに限る。）は、

その労務に服することができなくなった日

から起算して３日を経過した日から労務に

服することができない期間のうち労務に就

くことを予定していた日について、傷病手当

金を支給する。 

なくなった日から起算して３日を経過した

日から労務に服することができない期間の

うち労務に就くことを予定していた日につ

いて、傷病手当金を支給する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

附 則 附 則 

１～７ （略） １～７ （略） 

８ 令和２年２月１日から令和３年３月３１

日までの間に納期限（特別徴収の場合にあっ

ては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下

この項において同じ。）が定められている保

険料の減免については、次の各号のいずれか

に該当する者は、第３７条第１項第１号に規

定する保険料（被保険者の資格を取得した日

から１４日以内に法第９条第１項の規定に

よる届出が行われなかったため令和２年２

月１日以降に納期限が定められている保険

料であって、当該届出が被保険者の資格を取

得した日から１４日以内に行われていたな

らば同年２月１日前に納期限が定められる

べきものを除く。）の減免の要件を満たすも

のとして、同項の規定を適用する。 

８ 令和２年２月１日から令和３年３月３１

日までの間に納期限（特別徴収の場合にあっ

ては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下

この項において同じ。）が定められている保

険料の減免については、次の各号のいずれか

に該当する者は、第３７条第１項第１号に規

定する保険料（被保険者の資格を取得した日

から１４日以内に法第９条第１項の規定に

よる届出が行われなかったため令和２年２

月１日以降に納期限が定められている保険

料であって、当該届出が被保険者の資格を取

得した日から１４日以内に行われていたな

らば同年２月１日前に納期限が定められる

べきものを除く。）の減免の要件を満たすも

のとして、同項の規定を適用する。 

(1) 新型コロナウイルス感染症により、被

保険者の属する世帯の生計を主として維

持する者（以下「主たる生計維持者」とい

う。）が死亡し、又は重篤な傷病を負った

こと。 

(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法

（平成２４年法律第３１号）附則第１条の

２第１項に規定する新型コロナウイルス

感染症（以下「新型コロナウイルス感染症」

という。）により、被保険者の属する世帯

の生計を主として維持する者（以下「主た

る生計維持者」という。）が死亡し、又は

重篤な傷病を負ったこと。 

(2) （略） (2) （略） 

９ （略） ９ （略） 

附 則 
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この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律（令

和３年法律第５号）の施行の日から施行する。 
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議第１号 

美濃加茂市役所連絡所設置条例及び美濃加茂市生涯学習施設の設置及 

び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市役所連絡所設置条例及び美濃加茂市生涯学習施設の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

令和３年２月２４日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市役所連絡所設置条例及び美濃加茂市生涯学習施設の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例 

 （美濃加茂市役所連絡所設置条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市役所連絡所設置条例（昭和６３年美濃加茂市条例第２号）の一

部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 連絡所の名称及び位置は、次のとお

りとする。 

第２条 連絡所の名称及び位置は、次のとお

りとする。 

名称 位置 

（略） 

美濃加茂市役所伊深

連絡所 

美濃加茂市伊深町９２

７番地１ 

（略） 

名称 位置 

（略） 

美濃加茂市役所伊深

連絡所 

美濃加茂市伊深町９０

９番地 

（略） 

（美濃加茂市生涯学習施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市生涯学習施設の設置及び管理に関する条例（平成２２年美濃加

茂市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 
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第２条 生涯学習施設の名称及び位置は、次

のとおりとする。 

第２条 生涯学習施設の名称及び位置は、次

のとおりとする。 

名称 位置 

（略） 

伊深交流センター 美濃加茂市伊深町９２

７番地１ 

（略） 

名称 位置 

（略） 

伊深交流センター 美濃加茂市伊深町９０

９番地 

（略） 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

１～６（略） １～６（略） 

７ 伊深交流センター ７ 伊深交流センター 

区分 金額 

８：３

０～１

２：３

０ 

１３：

００～

１７：

００ 

１７：

３０～

２２：

００ 

８：３

０～２

２：０

０ 

会議室１ ６００

円

６００

円

６００

円

１，８

００円

会議室２ ８００

円

８００

円

８００

円

２，４

００円

会議室３ ８００

円

８００

円

８００

円

２，４

００円

会議室４ ６００

円

６００

円

６００

円

１，８

００円

調理室 ８００

円

８００

円

８００

円

２，４

００円

多目的室 ４００

円

４００

円

４００

円

１，２

００円

区分 金額 

８：３

０～１

２：３

０ 

１３：

００～

１７：

００ 

１７：

３０～

２２：

００ 

８：３

０～２

２：０

０ 

１階会議

室 

８００

円

８００

円

８００

円

２，４

００円

２階和室

Ａ 

８００

円

８００

円

８００

円

２，４

００円

２階和室

Ｂ 

８００

円

８００

円

８００

円

２，４

００円

８～１０（略） ８～１０（略） 

附 則 

 この条例は、令和３年５月１日から施行する。 
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議第２号 

   美濃加茂市情報公開条例等の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市情報公開条例等の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和３年２月２４日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市情報公開条例等の一部を改正する条例 

 （美濃加茂市情報公開条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市情報公開条例（平成１１年美濃加茂市条例第２０号）の一部を

次のように改正する。 

改正後 改正前 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与

等）

（第三者に対する意見書提出の機会の付与

等） 

第９条の３ （略） 第９条の３ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の

提出の機会を与えられた第三者が当該公文

書の公開に反対の意思を表示した意見書を

提出した場合において、公開決定をするとき

は、公開決定の日と公開を実施する日との間

に少なくとも１４日間を置かなければなら

ない。この場合において、実施機関は、公開

決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者

に対し、公開決定をした旨及びその理由並び

に公開を実施する日を書面により通知しな

ければならない。 

３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の

提出の機会を与えられた第三者が当該公文

書の公開に反対の意思を表示した意見書を

提出した場合において、公開決定をするとき

は、公開決定の日と公開を実施する日との間

に少なくとも１４日間を置かなければなら

ない。この場合において、実施機関は、公開

決定後直ちに、当該意見書（第１２条第１項

第２号において「反対意見書」という。）を

提出した第三者に対し、公開決定をした旨及

びその理由並びに公開を実施する日を書面

により通知しなければならない。 

（費用負担） （費用負担） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

 （審理員による審理手続に関する規定の適

用除外） 

  第１１条の２ 公開決定等又は公開請求に係

- 45  -



る不作為に係る審査請求については、行政不

服審査法（平成２６年法律第６８号。以下

「法」という。）第９条第１項本文の規定は、

適用しない。 

 （審査請求があった場合の手続） 

 第１２条 実施機関は、公文書の公開の請求に

ついて実施機関が行った決定公開決定等又

は公文書の公開の請求公開請求に係る不作

為に関し、審査請求があった場合は、次に掲

げる場合を除き、遅滞なく美濃加茂市情報公

開審査会に諮問し、その答申を経て当該審査

請求に対する裁決をしなければならない。 

 (1) 審査請求が不適法であり、却下する場

合 

 (2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該

審査請求に係る公文書の全部を公開する

こととする場合（第三者から当該公文書の

公開について反対の意思を表示した書面

反対意見書が提出されている場合を除

く。） 

 ２ 前項の規定による諮問は、法第９条第３項

において読み替えて適用する法第２９条第

２項の弁明書の写しを添えてしなければな

らない。 

 （第三者からの審査請求を棄却する場合等

における手続） 

 第１２条の２ 第９条の３第３項の規定は、次

の各号のいずれかに該当する裁決をする場

合について準用する。 

 (1) 公開決定に対する第三者からの審査請

求を却下し、又は棄却する裁決 

 (2) 公開請求者からの審査請求に係る公開

決定等（公開請求に係る公文書の全部を公

開する旨の決定を除く。）を変更し、当該

審査請求に係る公文書を公開する旨の裁

決（第三者である参加人（法第１３条第４
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項に規定する参加人をいう。第１４条第４

項において同じ。）が当該公文書の公開に

反対の意思を表示している場合に限る。）

 （情報公開審査会） 

 第１３条 前条第１２条に規定する諮問に応

じて調査審議し、かつ、法第８１条の規定に

より、その権限に属させられた事項を処理す

るための機関として美濃加茂市情報公開審

査会（以下「審査会」という。）を置く。 

 ２ 審査会は、前項に規定する審査のほか、情

報公開に関する重要事項について、実施機関

に意見を述べることができる。 

 ３ 審査会は、委員７人以内をもってこれを組

織する。 

 ４ 委員は、審査会の権限に属する事項に関

し、識見を有する者その他市長が適当と認め

る者のうちから市長が委嘱する。 

 ５ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。

ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

 ６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしては

ならない。その職を退いた後も同様とする。

 （審査会の調査権限） 

 第１４条 審査会は、必要があると認めるとき

は、第１２条第１項に規定する諮問をした実

施機関（以下「諮問実施機関」という。）に

対し、公開請求に係る公文書の提出を求める

ことができる。この場合において、何人も審

査会に対し、その提出された公文書の開示を

求めることはできない。 

 ２ 諮問実施機関は、審査会から前項の規定に

よる求めがあったときは、これを拒むことは

できない。 

 ３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮

問実施機関に対し、請求拒否の決定があった
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公文書又はその部分及び請求拒否の理由を

分類又は整理した資料を作成し、審査会に提

出するよう求めることができる。 

 ４ 審査会は、第１項及び前項に定めるものの

ほか、諮問された事案（以下「事件」という。）

に関し、審査請求人、参加人（法第１３条第

４項に規定する参加人をいう。）及び諮問実

施機関（以下「審査請求人等」という。）に

意見書又は資料の提出を求め、参考人に陳述

を求め、又は鑑定をさせ、その他必要な調査

をすることができる。 

 （審査会における事件の取扱い） 

 第１５条 審査請求人等は、審査会に対し、口

頭による意見の陳述を求めることができる。

ただし、審査会がその必要がないと認めると

きは、この限りでない。 

 ２ 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又

は資料を提出することができる。 

 ３ 審査会は、前条第３項若しくは第４項又は

前項の規定による意見書又は資料の提出が

あったときは、当該意見書又は資料の写し

（電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に

記録された事項を記載した書面）を当該意見

書又は資料を提出した審査請求人等以外の

審査請求人等に送付するものとする。ただ

し、第三者の利益を害するおそれがあると認

められるときその他正当な理由があるとき

は、この限りでない。 

 ４ 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に

提出された意見書又は資料（前条第１項に規

定する公文書を除く。）の閲覧（電磁的記録

にあっては、記録された事項を審査会が定め

る方法により表示したものの閲覧）を求める

ことができる。この場合において、審査会は、

第三者の利益を害するおそれがあるときそ

の他正当な理由があるときでなければ、その
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閲覧を拒むことができない。 

 ５ 審査会は、第３項の規定による送付をし、

又は前項の規定による閲覧をさせようとす

るときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又

は資料を提出した審査請求人等の意見を聴

かなければならない。ただし、審査会が、そ

の必要がないと認めるときは、この限りでな

い。 

 ６ 前各項の規定により行われた処分につい

ては、審査請求をすることができない。 

 ７ 審査会の審理は公開しない。ただし、答申

の内容は公表するものとする。 

 ８ 前２条及び前各項に定めるもののほか、審

査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規

則で定める。 

（他の法令との調整等） （他の法令との調整等） 

第１２条 （略） 第１６条 （略） 

（情報公開の総合的な推進） 

第１３条 （略） 

（情報公開の総合的な推進） 

第１６条の２ （略） 

（情報の公表） （情報の公表） 

第１４条 （略） 第１６条の３ （略） 

（情報の提供） （情報の提供） 

第１５条 （略） 第１６条の４ （略） 

（公文書検索資料の作成等） （公文書検索資料の作成等） 

第１６条 （略） 第１７条 （略） 

（指定管理者の情報公開） （指定管理者の情報公開） 

第１７条 （略） 第１８条 （略） 

（実施状況の公表） （実施状況の公表） 

第１８条 （略） 第１９条 （略） 

（委任） （委任） 

第１９条 （略） 第２０条 （略） 

（美濃加茂市個人情報保護条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市個人情報保護条例（平成１１年美濃加茂市条例第２１号）の一

部を次のように改正する。 
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改正後 改正前 

（収集方法の制限） （収集方法の制限） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次

の各号のいずれかに該当するときは、本人以

外のものから個人情報を収集することができ

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次

の各号のいずれかに該当するときは、本人以

外のものから個人情報を収集することがで

きる。 

(1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が

美濃加茂市情報公開・個人情報保護審査会

（美濃加茂市附属機関の設置に関する条

例（平成２３年美濃加茂市条例第２号）に

規定する美濃加茂市情報公開・個人情報保

護審査会をいう。以下「審査会」という。）

の意見を聴いて公益上特に必要があると

認めるとき。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が

美濃加茂市個人情報保護審査会（第２４条

第１項を除き、以下「審査会」という。）

の意見を聴いて公益上特に必要があると

認めるとき。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（費用負担） （費用負担） 

第２２条 （略） 第２２条 （略） 

 （審理員による審理手続に関する規定の適

用除外） 

  第２２条の２ 保有個人情報の開示等の請求

について実施機関が行った決定又は保有個

人情報の開示等の請求に係る不作為に係る

審査請求については、行政不服審査法（平成

２６年法律第６８号）第９条第１項本文の規

定は、適用しない。 

 （審査請求があった場合の手続） 

 第２３条 実施機関は、自己情報保有個人情報

の開示等の請求について実施機関が行った

決定又は自己情報保有個人情報の開示等の

請求に係る不作為に関し、審査請求があった

ときは、次の各号のいずれかに該当する場合

を除き、審査会に諮問し、その答申を経て当

該審査請求に対する裁決をしなければなら

ない。 

 (1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
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 (2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該

審査請求に係る自己情報保有個人情報の

全部を開示することとする場合（個人情報

保有個人情報の開示について第三者から

反対の意思を表示した書面が提出されて

いる場合を除く。） 

 (3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該

審査請求に係る自己情報保有個人情報の

訂正をすることとする場合 

 (4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該

審査請求に係る自己情報保有個人情報の

消去をすることとする場合 

 (5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該

審査請求に係る自己情報保有個人情報の

目的外利用及び外部提供の停止をするこ

ととする場合 

 (6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該

審査請求に係る特定個人情報保有特定個

人情報の利用停止をすることとする場合 

 ２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法

第９条第３項において読み替えて適用する

同法第２９条第２項の弁明書の写しを添え

てしなければならない。 

 （個人情報保護審査会） 

 第２４条 第１１条の２の規定により意見を

述べ、又は前条に規定する諮問に応じて審

査をするため、美濃加茂市個人情報保護審

査会を置く。 

 ２ 審査会は、前項に規定する審査のほか、個

人情報保護に関する重要事項について、実施

機関に意見を述べることができる。 

 ３ 審査会は、委員７人以内をもってこれを組

織する。 

 ４ 委員は、個人情報の保護に関し識見を有す

る者その他市長が適当と認める者のうちか
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ら市長が委嘱する。 

 ５ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。

ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

 ６ 審査会は、審査のため必要があると認めた

場合には、不服申立人審査請求人、実施機関

の職員その他関係者の出席を求めて意見若

しくは説明を聴き、資料の提出を求め、又は

必要な調査をすることができる。 

 ７ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしては

ならない。その職を退いた後も同様とする。

 ８ 前各項に定めるもののほか、審査会の組織

及び運営に関して必要な事項は、規則で定め

る。 

 （受託者の義務）  （受託者の義務） 

第２３条 （略） 第２５条 （略） 

 （指定管理者の義務） （指定管理者の義務） 

第２４条 （略） 第２５条の２ （略） 

（他の法令との調整等） （他の法令との調整等） 

第２５条 （略） 第２６条 （略） 

（市長の調整） （市長の調整） 

第２６条 （略） 第２７条 （略） 

（実施状況の公表） （実施状況の公表） 

第２７条 （略） 第２８条 （略） 

（委任） （委任） 

第２８条 （略） 第２９条 （略） 

（罰則） 

第２９条 （略） 

（罰則） 

第３０条 （略） 

第３０条 （略） 第３１条 （略） 

第３１条 （略） 第３２条 （略） 

第３２条 法人の代表者又は法人若しくは人

の代理人、使用人その他従業者が、その法人

又は人の業務に関して第２９条又は第３０

第３３条 法人の代表者又は法人若しくは人

の代理人、使用人その他従業者が、その法人

又は人の業務に関して第３０条又は第３１
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条の罪を犯したときは、その行為者を罰する

ほか、その法人又は人に対しても、各本条の

罰金刑を科する。 

条の罪を犯したときは、その行為者を罰する

ほか、その法人又は人に対しても、各本条の

罰金刑を科する。 

第３３条 第２９条から前条までの規定は、本

市の区域外にある者に対しても適用する。 

第３４条 第３０条から前条までの規定は、本

市の区域外にある者に対しても適用する。 

第３４条 （略） 第３５条 （略） 

 （美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部改正） 

第３条 美濃加茂市附属機関の設置に関する条例（平成２３年美濃加茂市条例第２

号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第１条―第４条関係） 別表（第１条―第４条関係） 

１ 市長の附属機関 １ 市長の附属機関 

附属機

関名 

所掌事項 委員の構成委員の

定数 

委員の

任期 

（略） 

美 濃 加

茂 市 権

利 擁 護

支 援 審

議会（成

年 後 見

制 度 の

利 用 の

促 進 に

関 す る

法律（平

成 ２ ８

年 法 律

第 ２ ９

号）第１

４ 条 第

２ 項 に

基 づ

く。） 

（略） （略） （略）（略）

美 濃 加(1) 情報公(1) 学識経７人以２年 

附属機

関名 

所掌事項 委員の構成委員の

定数 

委員の

任期 

（略） 

美 濃 加

茂 市 権

利 擁 護

支 援 審

議会（成

年 後 見

制 度 の

利 用 の

促 進 に

関 す る

法律（平

成 ２ ８

年 法 律

第 ２ ９

号）第１

４ 条 第

２ 項 に

基 づ

く。） 

（略） （略） （略）（略）
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茂 市 情

報公開・

個 人 情

報 保 護

審査会 

開に関す

ること。

(2) 美濃加

茂市個人

情報保護

条例（平

成１１年

美濃加茂

市条例第

２１号）

の規定に

よりその

権限に属

させられ

た事項の

処理に関

す る こ

と。 

験を有す

る者 

(2) 市長が

適当と認

める者 

内 

美 濃 加

茂 市 行

政 不 服

審 査 会

（ 行 政

不 服 審

査法（平

成 ２ ６

年 法 律

第 ６ ８

号）第８

１ 条 第

１ 項 に

基 づ

く。） 

行政不服審

査法第８１

条第１項の

規定に基づ

き、同法の

規定により

その権限に

属させられ

た事項の処

理に関する

こと。 

(1) 学識経

験を有す

る者 

(2) 市長が

適当と認

める者 

７人以

内 

２年 

２ 教育委員会の附属機関 ２ 教育委員会の附属機関 

（略） （略） 

（美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 
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第４条 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４

２年美濃加茂市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係） 

区分 根拠となる法律、

条例等 

報酬の

額 

費用弁

償 

（略） 

児童館運営

委員会委員

（略） （略） （略） 

みのかも文

化の森運営

協議会委員

（略） 

（略） 

美濃加茂市

権利擁護支

援審議会委

員 

（略） （略） （略） 

美濃加茂市

情報公開・

個人情報保

護審査会委

員 

美濃加茂市

行政不服審

査会委員 

美濃加茂市

地籍調査推

（略） 

区分 根拠となる法律、

条例等 

報酬の

額 

費用弁

償 

（略） 

児童館運営

委員会委員

（略） （略） （略） 

美濃加茂市

情報公開審

査会委員 

美濃加茂市情報公

開条例（平成１１

年美濃加茂市条例

第２０号） 

美濃加茂市

個人情報保

護審査会委

員 

美濃加茂市個人情

報保護条例（平成

１１年美濃加茂市

条例第２１号） 

みのかも文

化の森運営

協議会委員

（略） 

（略） 

美濃加茂市

権利擁護支

援審議会委

員 

（略） （略） （略） 

美濃加茂市

地籍調査推

（略） 
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進員 

（略） 

進員 

（略） 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行し、同日以降に請求のあった審査請求

から適用する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に裁決がなされていない審査請求については、なお従前

の例による。 
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議第３号 

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一 

部を改正する条例について 

 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例を下記のとおり制定する。 

  令和３年２月２４日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

記 

   美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例 

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４２年美

濃加茂市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係） 

区分 根拠となる法

律、条例等 

報酬の額 費用弁

償 

（略） 

子ども会

育成指導

委員 

（略） （略） （略） 

区分 根拠となる法

律、条例等 

報酬の額 費用弁

償 

（略） 

子ども会

育成指導

委員 

（略） （略） （略） 

保健衛生

事業に伴

う医師等 

学校保健安全

法（昭和３３

年法律第５６

号） 就 学 時

健診 

医師・

歯 科

医師 

時間額 １

３，０００円

（１人当た

り１６８円
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を 加 算 す

る。） 

看 護

師・歯

科 衛

生士 

時間額 ２，

７００円 

校 医 手

当 （ 医

師・歯科

医師） 

３ ０

０ 人

以 下

の 小

中 学

校 

年額 １５

８，０００円

３ ０

１ 人

以 上

５ ０

０ 人

以 下

の 小

中 学

校 

年額 ２２

５，０００円

５ ０

１ 人

以 上

の 小

中 学

校 

年額 ２２

５，０００円

（５０１人

以上を超え

る１人当た

り８６円を

加算する。）

校 医 手

当（薬剤

師） 

年額 １１

１，０００円
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環境美化

推進員 

（略） （略） 

（略） 

校 医 手

当（眼科

医） 

時間額 １

３，０００円

（健診時に

おいては、１

人当たり１

６８円を加

算する。） 

環境美化

推進員 

（略） （略） 

（略） 

備考 備考 

１ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第３条第３項第３号に規定する職

にある者については、規則で定める。 

１ 別表に掲げる者のほか、地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第３条第

３項第３号に規定する職にある者につ

いては、規則で定める。 

２ （略）  ２ （略） 

附 則 

 この条例は令和３年４月１日から施行する。 
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議第４号 

美濃加茂市収入印紙等購買基金条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市収入印紙等購買基金条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定す

る。 

  令和３年２月２４日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市収入印紙等購買基金条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市収入印紙等購買基金条例（平成２７年美濃加茂市条例第２０号）の一

部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 収入印紙及び岐阜県収入証紙（以下

「収入印紙等」という。）の販売に関する事務

を行うため、美濃加茂市収入印紙等購買基金

（以下「基金」という。）を設置する。 

第１条 収入印紙、岐阜県収入証紙及び郵便切

手類（以下「収入印紙等」という。）の販売に

関する事務を行うため、美濃加茂市収入印紙

等購買基金（以下「基金」という。）を設置す

る。 

附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議第５号 

   美濃加茂市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制

定する。 

  令和３年２月２４日 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市福祉医療費助成に関する条例（昭和５９年美濃加茂市条例第２５号）

の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「乳幼児等」、「重

度心身障害者」、「母子家庭等の母及び児童」

及び「父子家庭の父及び児童」（以下「福祉

医療費助成対象者」という。）とは、次の各

号に定めるところによる。 

第２条 この条例において「乳幼児等」、「重

度心身障害者」、「母子家庭等の母及び児童」

及び「父子家庭の父及び児童」（以下「福祉

医療費助成対象者」という。）とは、次の各

号に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 重度心身障害者 次に掲げる者をいう。 (2) 重度心身障害者 次に掲げる者をいう。

イ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第

２８３号）第１５条第４項の規定による

身体障害者手帳（以下「身体障害者手帳」

という。）の交付を受け、かつ、その障

害の級別が１級から３級までの者又は

４級かつ国民年金法施行令（昭和３４年

政令第１８４号）別表の２級第５号、第

１１号、第１２号又は第１３号に定める

障害の状態にある者 

イ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第

２８３号）第１５条第４項の規定による

身体障害者手帳（以下「身体障害者手帳」

という。）の交付を受け、かつ、その障

害が国民年金法施行令（昭和３４年政令

第１８４号）別表に定める障害の状態に

ある者 

ロ～ニ （略） ロ～ニ （略） 
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(3) 母子家庭等の母及び児童 前号に該当

する者以外の者で、母子及び父子並びに寡

婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第

６条第１項に規定する配偶者のない女子

のうち、１８歳未満の児童（満１８歳に達

する日以後における最初の３月３１日以

前の者をいう。以下同じ。）を現に扶養し

ている者及び当該１８歳未満の児童並び

に同法附則第３条第１項に規定する父母

のない児童のうち１８歳未満の児童で、次

に掲げる要件のいずれかに該当するもの

をいう。 

(3) 母子家庭等の母及び児童 前号に該当

する者以外の者で、母子及び父子並びに寡

婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第

６条第１項に規定する配偶者のない女子

のうち、１８歳未満の児童（満１８歳に達

する日以後における最初の３月３１日以

前の者をいう。以下同じ。）を現に扶養し

ている者及び当該１８歳未満の児童並び

に同法附則第３条第１項に規定する父母

のない児童のうち１８歳未満の児童で、次

に掲げる要件のいずれかに該当するもの

をいう。 

イ １８歳未満の児童を扶養している母

又は養育者（母がない場合又は母が扶養

しない場合において、１８歳未満の児童

と同居してこれを監護し、かつ、その生

計を維持する者をいう。以下この号にお

いて同じ。）の前年の所得（１月から１

０月までの間に受ける福祉医療費につ

いては、前々年の所得とする。以下同

じ。）が児童扶養手当法施行令（昭和３

６年政令第４０５号。以下「施行令」と

いう。）第２条の４第２項に定める額（児

童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８

号）第９条第１項に規定する児童の養育

者にあつては、施行令第２条の４第７項

に定める額）未満であり、かつ、１８歳

未満の児童を扶養している母又は養育

者の配偶者及び扶養義務者（当該母と生

計を同じくする者又は当該養育者の生

計を維持する者に限る。）の前年の所得

が、施行令第２条の４第８項に定める額

未満であるとき。 

イ １８歳未満の児童を扶養している母

又は養育者（父母がない場合又は父母が

扶養しない場合において、１８歳未満の

児童と同居してこれを監督保護し、か

つ、その生計を維持する者をいう。以下

この号において同じ。）の前年の所得（１

月から１０月までの間に受ける福祉医

療費については、前々年の所得とする。

以下同じ。）が児童扶養手当法施行令（昭

和３６年政令第４０５号。以下「施行令」

という。）第２条の４第２項に定める額

（児童扶養手当法（昭和３６年法律第２

３８号）第９条第１項に規定する児童の

養育者にあつては、施行令第２条の４第

７項に定める額）未満であり、かつ、１

８歳未満の児童を扶養している母又は

養育者の配偶者及び扶養義務者（当該母

と生計を同じくする者又は当該養育者

の生計を維持する者に限る。）の前年の

所得が、施行令第２条の４第８項に定め

る額未満であるとき。 

ロ （略） ロ （略） 

(4) （略） (4) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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（受給資格者） （受給資格者） 

第４条 この条例により医療費の助成を受け

ることができる者（以下「受給資格者」とい

う。）は、福祉医療費助成対象者のうち、次

の各号に掲げるものとする。ただし、他の市

町村が行う医療費の助成の対象となる者を

除く。 

第４条 この条例により医療費の助成を受け

ることができる者（以下「受給資格者」とい

う。）は、本市の区域内に住所を有する社会

保険各法の規定による被保険者、加入者、組

合員若しくは被扶養者又は高齢者医療確保

法の規定による被保険者であるもののうち、

第２条第１項に規定する福祉医療費助成対

象者とする。ただし、乳幼児等についてはそ

の父母又はその生計を維持している者、母子

家庭等の母及び児童については母又は養育

者、父子家庭の父及び児童については父、重

度心身障害者についてはその父母又はその

生計を維持している者とすることができる。

(1) 本市の区域内に住所を有する社会保険

各法又は高齢者医療確保法の規定による

被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養

者 

(2) 修学又は国民健康保険法第１１６条の

２に規定する病院、診療所若しくは施設に

入院、入所若しくは入居をしたことにより

本市の区域外に住所を変更したと認めら

れる社会保険各法の規定による被扶養者 

(3) 国民健康保険法第１１６条又は第１１

６条の２に規定により本市が行う国民健

康保険の被保険者とされた者 

(4) 高齢者医療確保法第５５条第１項各号

に規定する病院、診療所又は施設に入院、

入所又は入居をしたことにより岐阜県の

区域外に住所を変更したと認められる同

法の規定による被保険者 

（受給者） （受給者） 

第５条 この条例により助成する医療費の支

給を受けることができる者（以下「受給者」

という。）は、第２条第２項第１号から第４

第５条 この条例により助成する医療費の支

給を受けることができる者（以下「受給者」

という。）は、第２条第２項第１号から第４
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号まで及び第６号に掲げる法律の規定によ

る被保険者、加入者及び組合員並びに国民健

康保険法の規定による世帯主及び組合員並

びに高齢者医療確保法の規定による被保険

者とする。ただし、乳幼児等についてはその

父母又はその生計を維持している者、母子家

庭等の母及び児童については母又は養育者、

父子家庭の父及び児童については父、重度心

身障害者についてはその父母又はその生計

を維持している者とすることができる。 

号まで及び第６号に掲げる法律の規定によ

る被保険者、加入者及び組合員並びに国民健

康保険法の規定による世帯主及び組合員並

びに高齢者医療確保法の規定による被保険

者とする。ただし、乳幼児等については、そ

の父母又はその生計を維持している者、母子

家庭等の母及び児童については母又は養育

者、父子家庭の父及び児童については父、重

度心身障害者については、その父母又はその

生計を維持している者とすることができる。

（受給者証の提示） （受給者証の提示） 

第１０条 前条第１項の規定により受給者証

の交付を受けた受給資格者は、保険医療機関

等で医療に関する給付を受けるときは、社会

保険各法の規定による被保険者、加入者、組

合員若しくは被扶養者又は高齢者医療確保

法の規定による被保険者であることの確認

を受けた上、受給者証を提示するものとす

る。 

第１０条 前条第１項の規定により受給者証

の交付を受けた受給資格者は、保険医療機関

等で医療に関する給付を受けるときは、社会

保険各法による被保険者証、加入者証若しく

は組合員証又は高齢者医療確保法による被

保険者証に添えて受給者証を提示するもの

とする。 

（損害賠償との調整） （損害賠償との調整） 

第１５条 市長は、受給者が受給資格者の病気

又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は、そ

の金額の限度において医療費の全部若しく

は一部を支給せず、又は既に助成した医療費

の額に相当する金額を返還させることがで

きる。 

第１５条 市長は、受給者が受給資格者の病気

又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は、そ

の金額の限度において医療費の全部若しく

は一部を支給せず、又は既に支給した医療費

の額に相当する金額を返還させることがで

きる。 

   附 則 

 この条例は、令和３年３月１日から施行する。
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議第６号 

美濃加茂市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の 

一部を改正する条例について 

美濃加茂市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例を下記のとおり制定する。 

  令和３年２月２４日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例 

 美濃加茂市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例（平成１２年

美濃加茂市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとお

りとする。 

名称 位置 

すこやかタウン美

濃加茂デイサービ

スセンター 

美濃加茂市新池町

三丁目１７３６番

地１ 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとお

りとする。 

名称 位置 

すこやかタウン美

濃加茂デイサービ

スセンター 

美濃加茂市新池町

三丁目１７３６番

地１ 

みのかも西デイサ

ービスセンターあ

じさい 

美濃加茂市加茂野

町鷹之巣２１５７

番地 

附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議第７号 

   美濃加茂市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市介護保険条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和３年２月２４日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市介護保険条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市介護保険条例（平成１２年美濃加茂市条例第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

（保険料率） （保険料率） 

第２条 令和３年度から令和５年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げる

第１号被保険者（介護保険法（平成９年法律

第１２３号。以下「法」という。）第９条第

１号に規定する第１号被保険者をいう。以下

同じ。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定

める額とする。 

第２条 平成３０年度から令和２年度までの

各年度における保険料率は、次の各号に掲げ

る第１号被保険者（介護保険法（平成９年法

律第１２３号。以下「法」という。）第９条

第１号に規定する第１号被保険者をいう。以

下同じ。）の区分に応じそれぞれ当該各号に

定める額とする。 

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４

１２号。以下「令」という。）第３９条第

１項第１号に掲げる者 ３３，６００円 

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４

１２号。以下「令」という。）第３９条第

１項第１号に掲げる者 ３２，４００円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 

４２，６７０円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 

４１，１４０円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 

４９，３９０円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 

４７，６２０円 

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 

５７，１２０円 

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 

５５，０８０円 

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 (5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 
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６７，２００円 ６４，８００円 

(6) 次のいずれかに該当する者 ７３，９２

０円 

(6) 次のいずれかに該当する者 ７１，２８

０円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

(7) 次のいずれかに該当する者 ８４，００

０円 

(7) 次のいずれかに該当する者 ８１，００

０円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

(8) 次のいずれかに該当する者 １００，８

００円 

(8) 次のいずれかに該当する者 ９７，２０

０円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

(9) 次のいずれかに該当する者 １０７，５

２０円 

(9) 次のいずれかに該当する者 １０３，６

８０円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

(10) 次のいずれかに該当する者 １１７，

６００円 

(10) 次のいずれかに該当する者 １１３，

４００円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

(11) 次のいずれかに該当する者 １２７，

６８０円 

(11) 次のいずれかに該当する者 １２３，

１２０円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

(12) 次のいずれかに該当する者 １３４，

４００円 

(12) 次のいずれかに該当する者 １２９，

６００円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

(13) 次のいずれかに該当する者 １４１，

１２０円 

(13) 次のいずれかに該当する者 １３６，

０８０円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

(14) 次のいずれかに該当する者 １５４，

５６０円 

(14) 次のいずれかに該当する者 １４９，

０４０円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

(15) 次のいずれかに該当する者 １６８，

０００円 

(15) 次のいずれかに該当する者 １６２，

０００円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

(16) 前各号のいずれにも該当しない者 １ (16) 前各号のいずれにも該当しない者 １
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８１，４４０円 ７４，９６０円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る令和３年度

から令和５年度までにおける保険料率は、同

号の規定にかかわらず、２０，１６０円とす

る。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る令和２年度

における保険料率は、同号の規定にかかわら

ず、１９，４４０円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１

号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和３年度から令和５年度までにおけ

る保険料率について準用する。この場合にお

いて、前項中「２０，１６０円」とあるのは、

「３３，６００円」と読み替えるものとする。

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１

号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和２年度における保険料率について

準用する。この場合において、前項中「１９，

４４０円」とあるのは、「３２，４００円」

と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第

１号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る令和３年度から令和５年度までにお

ける保険料率について準用する。この場合に

おいて、第２項中「２０，１６０円」とある

のは、「４７，０４０円」と読み替えるもの

とする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第

１号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る令和２年度における保険料率につい

て準用する。この場合において、第２項中「１

９，４４０円」とあるのは、「４５，３６０

円」と読み替えるものとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の美濃加茂市介護保険条例第２条の規定は、令和３年度

以後の保険料から適用し、令和２年度までの保険料については、なお従前の例に

よる。 
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議第８号 

美濃加茂市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関 

する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和３年２月２４日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例  

 （美濃加茂市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例（平成２４年美濃加茂市条例第２９号）の一部を次のように改

正する。 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章～第３章 （略） 

第３章の２ 

第１節～第４節 （略） 

第５節 共生型地域密着型サービスに関

する基準（第５９条の２０の２、

第５９条の２０の３） 

第６節 （略） 

附則 

 第４章～第９章 （略） 

第１章～第３章 （略） 

第３章の２ 

第１節～第４節 （略） 

第５節 （略） 

附則 

第４章～第９章 （略） 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法

律第１２３号。以下「法」という。）第７８条

の２の２第１項並びに第７８条の４第１項

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法

律第１２３号。以下「法」という。）第７８条

の４第１項及び第２項の規定に基づき、指定
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及び第２項の規定に基づき、指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準について定めるものとする。 

地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準について定めるものとす

る。 

（定義） （定義） 

第２条 この条において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

第２条 この条において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 共生型地域密着型サービス 法第７８

条の２の２第１項の申請に係る法第４２

条の２第１項本文の指定を受けた者によ

る指定地域密着型サービスをいう。 

(7) （略） (6) （略） 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

の員数） 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

の員数） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その

他厚生労働大臣が定める者（以下この章にお

いて「看護師、介護福祉士等」という。）をも

って充てなければならない。ただし、利用者

の処遇に支障がない場合であって、提供時間

帯を通じて、看護師、社会福祉士等又は前項

第４号アの看護職員との連携を確保してい

るときは、サービス提供責任者（指定居宅サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下

「指定居宅サービス等基準」という。）第５条

第２項のサービス提供責任者をいう。以下同

じ。）の業務に１年以上（特に業務に従事した

経験が必要な者として厚生労働大臣が定め

るものにあっては、３年以上）従事した経験

を有する者をもって充てることができる。 

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その

他厚生労働大臣が定める者（以下この章にお

いて「看護師、介護福祉士等」という。）をも

って充てなければならない。ただし、利用者

の処遇に支障がない場合であって、提供時間

帯を通じて、看護師、社会福祉士等又は前項

第４号アの看護職員との連携を確保してい

るときは、サービス提供責任者（指定居宅サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下

「指定居宅サービス等基準」という。）第５条

第２項のサービス提供責任者をいう。以下同

じ。）の業務に３年以上従事した経験を有す

る者をもって充てることができる。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事 ５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事
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業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの

施設等がある場合において、当該施設等の入

所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文

の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオ

ペレーターとして充てることができる。 

業所の同一敷地内に次の各号に掲げるいず

れかの施設等がある場合において、当該施設

等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前

項本文の規定にかかわらず、午後６時から午

前８時までの間において、当該施設等の職員

をオペレーターとして充てることができる。

(1)～(11) （略） (1)～(11) （略） 

(12) 介護医療院 

６ （略） ６ （略） 

７ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の利用者に対する随時対応サービ

スの提供に支障がない場合は、第４項本文及

び前項の規定にかかわらず、オペレーター

は、随時訪問サービスに従事することができ

る。 

７ 午後６時から午前８時までの間は、当該指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の利用者に対する随時対応サービスの提供

に支障がない場合は、第４項本文及び前項の

規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪

問サービスに従事することができる。 

８ 前項の規定によりオペレーターが随時訪

問サービスに従事している場合において、当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の利用者に対する随時訪問サービスの

提供に支障がないときは、第１項の規定にか

かわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護

員等を置かないことができる。 

８ 前項の規定によりオペレーターが随時訪

問サービスに従事している場合において、当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の利用者に対する随時訪問サービスの

提供に支障がないときは、第１項の規定にか

かわらず、午後６時から午前８時までの間

は、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を

置かないことができる。 

９～１１ （略） ９～１１ （略） 

１２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者が指定訪問看護事業者（指定居宅サー

ビス等基準第６０条第１項に規定する指定

訪問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を

併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の事業と指定訪問看護（指定

居宅サービス等基準第５９条に規定する指

定訪問看護をいう。以下同じ。）の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されてい

る場合に、指定居宅サービス等基準第６０条

第１項第１号イの規定に相当する法第７４

１２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者が指定訪問看護事業者（指定居宅サー

ビス等基準第６０条第１項に規定する指定

訪問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を

併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の事業と指定訪問看護（指定

居宅サービス等基準第５９条に規定する指

定訪問看護をいう。以下同じ。）の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されてい

る場合に、指定居宅サービス等基準第６０条

第１項第１号イの規定に相当する法第７４
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条第１項及び第２項の規定に基づく岐阜県

の条例（以下「県基準条例」という。）の規定

に規定する人員に関する基準を満たすとき

（同条第５項の規定に相当する県基準条例

の規定により同条第１項第１号イ及び第２

号の規定に相当する県基準条例の規定に規

定する基準を満たしているものとみなされ

ているとき及び第１９１条第１４項の規定

により同条第４項に規定する基準を満たし

ているものとみなされているときを除く。）

は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、第１項第４号アに規定する基

準を満たしているものとみなすことができ

る。 

条第１項及び第２項の規定に基づく岐阜県

の条例（以下「県基準条例」という。）の規定

に規定する人員に関する基準を満たすとき

（同条第５項の規定に相当する県基準条例

の規定により同条第１項第１号イ及び第２

号の規定に相当する県基準条例の規定に規

定する基準を満たしているものとみなされ

ているとき及び第１９１条第１０項の規定

により同条第４項に規定する基準を満たし

ているものとみなされているときを除く。）

は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、第１項第４号アに規定する基

準を満たしているものとみなすことができ

る。 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項本文の規定にかかわらず、随時対応サ

ービスについては、市長が地域の実情を勘案

し適切と認める範囲内において、複数の指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な

連携を図ることにより、一体的に利用者又は

その家族等からの通報を受けることができ

る。 

３ 前項本文の規定にかかわらず、午後６時か

ら午前８時までの間に行われる随時対応サ

ービスについては、市長が地域の実情を勘案

し適切と認める範囲内において、複数の指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な

連携を図ることにより、一体的に利用者又は

その家族等からの通報を受けることができ

る。 

４ （略） ４ （略） 

 （地域との連携等）  （地域との連携等） 

第３９条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供に当たっては、利用者、利

用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療

関係者、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所が所在する市町村の職員又は当

第３９条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供に当たっては、利用者、利

用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療

関係者、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所が所在する市町村の職員又は当
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該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所が所在する区域を管轄する法第１１５

条の４６第１項に規定する地域包括支援セ

ンターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護について知見を有する者等により構

成される協議会（以下この項において「介護・

医療連携推進会議」という。）を設置し、おお

むね６月に１回以上、介護・医療連携推進会

議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連

携推進会議による評価を受けるとともに、介

護・医療連携推進会議から必要な要望、助言

等を聴く機会を設けなければならない。 

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所が所在する区域を管轄する法第１１５

条の４６第１項に規定する地域包括支援セ

ンターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護について知見を有する者等により構

成される協議会（以下この項において「介護・

医療連携推進会議」という。）を設置し、おお

むね３月に１回以上、介護・医療連携推進会

議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連

携推進会議による評価を受けるとともに、介

護・医療連携推進会議から必要な要望、助言

等を聴く機会を設けなければならない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の所在する建物と同一の建物に

居住する利用者に対して指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護を提供する場合には、正

当な理由がある場合を除き、当該建物に居住

する利用者以外の者に対しても、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供を行わな

ければならない。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の所在する建物と同一の建物に

居住する利用者に対して指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護を提供する場合には、当

該建物に居住する利用者以外の者に対して

も、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の提供を行うよう努めなければならない。 

（訪問介護員等の員数） （訪問介護員等の員数） 

第４７条 （略） 第４７条 （略） 

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その

他厚生労働大臣が定める者をもって充てな

ければならない。ただし、利用者の処遇に支

障がない場合であって、指定夜間対応型訪問

介護を提供する時間帯を通じて、これらの者

との連携を確保しているときは、１年以上

（特に業務に従事した経験が必要な者とし

て厚生労働大臣が定めるものにあっては３

年以上）サービス提供責任者の業務に従事し

た経験を有する者をもって充てることがで

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その

他厚生労働大臣が定める者をもって充てな

ければならない。ただし、利用者の処遇に支

障がない場合であって、指定夜間対応型訪問

介護を提供する時間帯を通じて、これらの者

との連携を確保しているときは、３年以上サ

ービス提供責任者の業務に従事した経験を

有する者をもって充てることができる。 

- 73  -



きる。 

第５節 共生型地域密着型サービス

に関する基準 

（共生型地域密着型通所介護の基準） 

第５９条の２０の２ 地域密着型通所介護に

係る共生型地域密着型サービス（以下この条

及び次条において「共生型地域密着型通所介

護」という。）の事業を行う指定生活介護事業

者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく指定障害福

祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に

関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７

１号。以下この条において「指定障害福祉サ

ービス等基準」という。）第７８条第１項に規

定する指定生活介護事業者をいう。）、指定自

立訓練（機能訓練）事業者（指定障害福祉サ

ービス等基準第１５６条第１項に規定する

指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、

指定自立訓練（生活訓練）事業者（指定障害

福祉サービス等基準第１６６条第１項に規

定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をい

う。）、指定児童発達支援事業者（児童福祉法

に基づく指定通所支援事業等の人員、設備及

び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省

令第１５号。以下この条において「指定通所

支援基準」という。）第５条第１項に規定する

指定児童発達支援事業者をいい、主として重

症心身障害児（児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号）第７条第２項に規定する重症心

身障害児をいう。以下この条において同じ。）

を通わせる事業所において指定児童発達支

援（指定通所支援基準第４条に規定する指定

児童発達支援をいう。第１号において同じ。）

を提供する事業者を除く。）及び指定放課後

等デイサービス事業者（指定通所支援基準第

６６条第１項に規定する指定放課後等デイ
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サービス事業者をいい、主として重症心身障

害児を通わせる事業所において指定放課後

等デイサービス（指定通所支援基準第６５条

に規定する指定放課後等デイサービスをい

う。）を提供する事業者を除く。）が当該事業

に関して満たすべき基準は、次のとおりとす

る。 

(1) 指定生活介護事業所（指定障害福祉サー

ビス等基準第７８条第１項に規定する指定

生活介護事業所をいう。）、指定自立訓練（機

能訓練）事業所（指定障害福祉サービス等

基準第１５６条第１項に規定する指定自立

訓練（機能訓練）事業所をいう。）、指定自

立訓練（生活訓練）事業所（指定障害福祉

サービス等基準第１６６条第１項に規定す

る指定自立訓練（生活訓練）事業所をい

う。）、指定児童発達支援事業所（指定通所

支援基準第５条第１項に規定する指定児童

発達支援事業所をいう。）又は指定放課後等

デイサービス事業所（指定通所支援基準第

６６条第１項に規定する指定放課後等デイ

サービス事業所をいう。）（以下この号にお

いて「指定生活介護事業所等」という。）の

従業者の員数が、当該指定生活介護事業所

等が提供する指定生活介護（指定障害福祉

サービス等基準第７７条に規定する指定生

活介護をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）

（指定障害福祉サービス等基準第１５５条

に規定する指定自立訓練（機能訓練）をい

う。）、指定自立訓練（生活訓練）（指定障害

福祉サービス等基準第１６５条に規定する

指定自立訓練（生活訓練）をいう。）、指定

児童発達支援又は指定放課後等デイサービ

ス（以下この号において「指定生活介護等」

という。）の利用者の数を指定生活介護等の

利用者及び共生型地域密着型通所介護の利
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用者の数の合計数であるとした場合におけ

る当該指定生活介護事業所等として必要と

される数以上であること。 

(2) 共生型地域密着型通所介護の利用者に

対して適切なサービスを提供するため、指

定地域密着型通所介護事業所その他の関係

施設から必要な技術的支援を受けているこ

と。 

（準用） 

第５９条の２０の３ 第９条から第１３条ま

で、第１５条から第１８条まで、第２０条、

第２２条、第２８条、第３４条から第３８条

まで、第４１条、第５３条及び第５９条の２、

第５９条の４、第５９条の５第４項並びに前

節（第５９条の２０を除く。）の規定は、共生

型地域密着型通所介護の事業について準用

する。この場合において、第９条第１項中「第

３１条に規定する運営規程」とあるのは「運

営規程（第５９条の１２に規定する運営規程

をいう。第３４条において同じ。）」と、「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「共生型地域密着型通所介護の提供に

当たる従業者（以下「共生型地域密着型通所

介護従業者」という。）」と、第３４条中「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と

あるのは「共生型地域密着型通所介護従業

者」と、第５９条の５第４項中「前項ただし

書きの場合（指定地域密着型通所介護事業者

が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深

夜に指定地域密着型通所介護以外のサービ

スを提供する場合に限る。）」とあるのは「共

生型地域密着型通所介護事業者が共生型地

域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜

間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以

外のサービスを提供する場合」と、第５９条

の９第４号、第５９条の１０第５項及び第５
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９条の１３第３項中「地域密着型通所介護従

業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護従業者」と、第５９条の１９第２項第２号

中「次条において準用する第２０条第２項」

とあるのは「第２０条第２項」と、同項第３

号中「次条において準用する第２８条」とあ

るのは「第２８条」と、同項第４号中「次条

において準用する第３８条第２項」とあるの

は「第３８条第２項」と読み替えるものとす

る。 

第６節 指定療養通所介護の事業の

基本方針並びに人員、設備及

び運営に関する基準 

第５節 指定療養通所介護の事業の

基本方針並びに人員、設備及

び運営に関する基準 

（利用定員） （利用定員） 

第５９条の２５ 指定療養通所介護事業所は、

その利用定員（当該指定療養通所介護事業所

において同時に指定療養通所介護の提供を

受けることができる利用者の数の上限をい

う。以下この節において同じ。）を１８人以下

とする。 

第５９条の２５ 指定療養通所介護事業所は、

その利用定員（当該指定療養通所介護事業所

において同時に指定療養通所介護の提供を

受けることができる利用者の数の上限をい

う。以下この節において同じ。）を９人以下と

する。 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第５９条の２７ 指定療養通所介護事業者は、

指定療養通所介護の提供の開始に際し、あら

かじめ、利用申込者又はその家族に対し、第

５９条の３４に規定する重要事項に関する

規程の概要、療養通所介護従業者勤務の体

制、第５９条の３２第１項に規定する利用者

ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師

及び第５９条の３５第１項に規定する緊急

時対応医療機関との連絡体制並びにその他

の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を記した文書を交付し

て説明を行い、当該提供の開始について利用

申込者の同意を得なければならない。 

第５９条の２７ 指定療養通所介護事業者は、

指定療養通所介護の提供の開始に際し、あら

かじめ、利用申込者又はその家族に対し、第

５９条の３４に規定する運営規程の概要、療

養通所介護従業者勤務の体制、第５９条の３

２第１項に規定する利用者ごとに定めた緊

急時等の対応策、主治の医師及び第５９条の

３５第１項に規定する緊急時対応医療機関

との連絡体制並びにその他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、当

該提供の開始について利用申込者の同意を

得なければならない。 

２ （略） ２ （略） 
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（準用）  （準用） 

第５９条の３８ 第１０条から第１３条まで、

第１６条から第１８条まで、第２０条、第２

２条、第２８条、第３４条から第３８条まで、

第４１条、第５９条の７（第３項第２号を除

く。）、第５９畳の８及び第５９条の１３から

第５９条の１８までの規定は、指定療養通所

介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第３４条中「運営規程」とあるのは「第

５９条の３４に規定する重要事項に関する

規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」

と、第５９条の１３第３項中「地域密着型通

所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従

業者」と、第５９条の１７第１項中「地域密

着型通所介護について知見を有する者」とあ

るのは「療養通所介護について知見を有する

者」と、「６月」とあるのは「１２月」と、同

条第３項中「当たっては」とあるのは「当た

っては、利用者の状態に応じて」と、第５９

条の１８第４項中「第５９条の５第４項」と

あるのは「第５９条の２６第４項」と読み替

えるものとする。 

第５９条の３８ 第１０条から第１３条まで、

第１６条から第１８条まで、第２０条、第２

２条、第２８条、第３４条から第３８条まで、

第４１条、第５９条の７（第３項第２号を除

く。）、第５９畳の８及び第５９条の１３から

第５９条の１８までの規定は、指定療養通所

介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介

護従業者」と、第５９条の１３第３項中「地

域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養

通所介護従業者」と、第５９条の１７第１項

中「地域密着型通所介護について知見を有す

る者」とあるのは「療養通所介護について知

見を有する者」と、「６月」とあるのは「１２

月」と、同条第３項中「当たっては」とある

のは「当たっては、利用者の状態に応じて」

と、第５９条の１８第４項中「第５９条の５

第４項」とあるのは「第５９条の２６第４項」

と読み替えるものとする。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第６１条 単独型指定認知症対応型通所介護

（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホー

ム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）

第２０条の５に規定する特別養護老人ホー

ムをいう。以下同じ。）、同法第２０条の４に

規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介

護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設

又は特定施設をいう。以下この項において同

じ。）に併設されていない事業所において行

われる指定認知症対応型通所介護をいう。）

の事業を行う者及び併設型指定認知症対応

型通所介護（特別養護老人ホーム等に併設さ

第６１条 単独型指定認知症対応型通所介護

（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホー

ム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）

第２０条の５に規定する特別養護老人ホー

ムをいう。以下同じ。）、同法第２０条の４に

規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介

護老人保健施設、社会福祉施設又は特定施設

をいう。以下この項において同じ。）に併設さ

れていない事業所において行われる指定認

知症対応型通所介護をいう。）の事業を行う

者及び併設型指定認知症対応型通所介護（特

別養護老人ホーム等に併設されている事業

- 78  -



れている事業所において行われる指定認知

症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業

を行う者（以下「単独型・併設型指定認知症

対応型通所介護事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護事業所」という。）ごとに

置くべき従業者の員数は、次のとおりとす

る。 

所において行われる指定認知症対応型通所

介護をいう。以下同じ。）の事業を行う者（以

下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業

者の員数は、次のとおりとする。 

(1)～（3） （略）  (1)～（3） （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

（利用定員等）  （利用定員等） 

第６５条 共用型指定認知症対応型通所介護

事業所の利用定員（当該共用型指定認知症対

応型通所介護事業所において同時に共用型

指定認知症対応型通所介護の提供を受ける

ことができる利用者の数の上限をいう。）は、

指定認知症対応型共同生活介護事業所又は

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業所においては共同生活住居（法第８条の８

条第１９項第８条第２０項又は法第８条の

２第１２５項に規定する共同生活を営むべ

き住居をいう。）ごとに、指定地域密着型特定

施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設

（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設（第１７８条に規定するユニット型指定

地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下こ

の項において同じ。）を除く。）においては施

設ごとに１日当たり３人以下とし、ユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設におい

てはユニットごとに当該ユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と

当該共用型指定認知症対応型通所介護の利

用者の数の合計が１日当たり１２人以下と

なる数とする。 

第６５条 共用型指定認知症対応型通所介護

事業所の利用定員（当該共用型指定認知症対

応型通所介護事業所において同時に共用型

指定認知症対応型通所介護の提供を受ける

ことができる利用者の数の上限をいう。）は、

指定認知症対応型共同生活介護事業所又は

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業所においては共同生活住居（法第８条の８

条第１９項第８条第２０項又は法第８条の

２第１２５項に規定する共同生活を営むべ

き住居をいう。）ごとに、指定地域密着型特定

施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設

においては施設ごとに１日当たり３人以下

とする。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者 ２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者
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は、指定居宅サービス（法第４１条第１項に

規定する指定居宅サービスをいう。以下同

じ。）、指定地域密着型サービス、指定居宅介

護支援（法第４６条第１項に規定する指定居

宅介護支援をいう。）、指定介護予防サービス

（法第５３条第１項に規定する指定介護予

防サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密

着型介護予防サービス（法第５４条の２第１

項に規定する指定地域密着型介護予防サー

ビスをいう。以下同じ。）若しくは指定介護予

防支援（法第５８条第１項に規定する指定介

護予防支援をいう。）の事業又は介護保険施

設（法第８条第２５項に規定する介護保険施

設をいう。以下同じ。）若しくは指定介護療養

型医療施設の運営（第８２条第７項及び第１

９１条第８項において「指定居宅サービス事

業等」という。）について３年以上の経験を有

する者でなければならない。 

は、指定居宅サービス（法第４１条第１項に

規定する指定居宅サービスをいう。以下同

じ。）、指定地域密着型サービス、指定居宅介

護支援（法第４６条第１項に規定する指定居

宅介護支援をいう。）、指定介護予防サービス

（法第５３条第１項に規定する指定介護予

防サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密

着型介護予防サービス（法第５４条の２第１

項に規定する指定地域密着型介護予防サー

ビスをいう。以下同じ。）若しくは指定介護予

防支援（法第５８条第１項に規定する指定介

護予防支援をいう。）の事業又は介護保険施

設（法第８条第２５項に規定する介護保険施

設をいう。以下同じ。）若しくは指定介護療養

型医療施設の運営（第８２条第７項において

「指定居宅サービス事業等」という。）につい

て３年以上の経験を有する者でなければな

らない。 

（従業者の員数等）  （従業者の員数等） 

第８２条 指定小規模多機能型居宅介護の事

業を行う者（以下「指定小規模多機能型居宅

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業

所」という。）ごとに置くべき指定小規模多機

能型居宅介護の提供に当たる従業者（以下

「小規模多機能型居宅介護従業者」という。）

の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間

帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に

当たる小規模多機能型居宅介護従業者につ

いては、常勤換算方法で、通いサービス（登

録者（指定小規模多機能型居宅介護を利用す

るために指定小規模多機能型居宅介護事業

所に登録を受けた者をいう。以下この章にお

いて同じ。）を指定小規模多機能型居宅介護

事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅

介護をいう。以下この章において同じ。）の提

第８２条 指定小規模多機能型居宅介護の事

業を行う者（以下「指定小規模多機能型居宅

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業

所」という。）ごとに置くべき指定小規模多機

能型居宅介護の提供に当たる従業者（以下

「小規模多機能型居宅介護従業者」という。）

の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間

帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に

当たる小規模多機能型居宅介護従業者につ

いては、常勤換算方法で、通いサービス（登

録者（指定小規模多機能型居宅介護を利用す

るために指定小規模多機能型居宅介護事業

所に登録を受けた者をいう。以下この章にお

いて同じ。）を指定小規模多機能型居宅介護

事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅

介護をいう。以下この章において同じ。）の提
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供に当たる者をその利用者（当該指定小規模

多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着

型介護予防サービス基準条例第４４条第１

項に規定する指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業者をいう。以下この章において

同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定小規

模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防

小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型介

護予防サービス基準条例第４３条に規定す

る指定介護予防小規模多機能型居宅介護を

いう。以下この章において同じ。）の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合にあっては、当該事業所における指

定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予

防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下こ

の節及び次節において同じ。）の数が３又は

その端数を増すごとに１以上及び訪問サー

ビス（小規模多機能型居宅介護従業者が登録

者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小

規模多機能型居宅介護（第７項に規定する本

体事業所である指定小規模多機能型居宅介

護事業所にあっては当該本体事業所に係る

同項に規定するサテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所の登録者の居宅にお

いて行う指定小規模多機能型居宅介護を、同

項に規定するサテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所にあっては当該サテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

に係る同項に規定する本体事業所並びに当

該本体事業所に係る他の同項に規定するサ

テライト型指定小規模多機能型居宅介護事

業所及び第１９１条第８項に規定するサテ

ライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者の居宅において行う指定小

規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下

供に当たる者をその利用者（当該指定小規模

多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着

型介護予防サービス基準条例第４４条第１

項に規定する指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業者をいう。以下この章において

同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定小規

模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防

小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型介

護予防サービス基準条例第４３条に規定す

る指定介護予防小規模多機能型居宅介護を

いう。以下この章において同じ。）の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合にあっては、当該事業所における指

定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予

防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下こ

の節及び次節において同じ。）の数が３又は

その端数を増すごとに１以上及び訪問サー

ビス（小規模多機能型居宅介護従業者が登録

者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小

規模多機能型居宅介護（第７項に規定する本

体事業所である指定小規模多機能型居宅介

護事業所にあっては当該本体事業所に係る

同項に規定するサテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所の登録者の居宅にお

いて行う指定小規模多機能型居宅介護を、同

項に規定するサテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所にあっては当該サテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

に係る同項に規定する本体事業所及び当該

本体事業所に係る他の同項に規定するサテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所の登録者の居宅において行う指定小規模

多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下この

章において同じ。）の提供に当たる者を１以

上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定
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この章において同じ。）の提供に当たる者を

１以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて

指定小規模多機能型居宅介護の提供に当た

る小規模多機能型居宅介護従業者について

は、夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時

間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）をい

う。第５項において同じ。）に当たる者を１以

上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務

に必要な数以上とする。 

小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小

規模多機能型居宅介護従業者については、夜

間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に

行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。第

５項において同じ。）に当たる者を１以上及

び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必

要な数以上とする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各

項に定める人員に関する基準を満たす小規

模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表

の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準

を満たす従業者を置いているときは、同表の

右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護

従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務

に従事することができる。 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各

項に定める人員に関する基準を満たす小規

模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表

の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準

を満たす従業者を置いているときは、同表の

右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護

従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務

に従事することができる。 

当該指定小

規模多機能

事業所に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかが併

設されてい

る場合 

指定認知症

対応型共同

生活介護事

業所、指定地

域密着型特

定施設、指定

地域密着型

介護老人福

祉施設、指定

介護療養型

医療施設（医

療法（昭和２

３年法律２

０５号）第７

条第２項第

４号に規定

する療養病

床を有する

介護職員 当該指定小

規模多機能

事業所に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかが併

設されてい

る場合 

指定認知症

対応型共同

生活介護事

業所、指定地

域密着型特

定施設、指定

地域密着型

介護老人福

祉施設又は

指定介護療

養型医療施

設（医療法

（昭和２３

年法律２０

５号）第７条

第２項第４

号に規定す

る療養病床

介護職員 
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診療所であ

るものに限

る。）又は介

護医療院 

（略） 

を有する診

療所である

も の に 限

る。） 

（略） 

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定小

規模多機能型居宅介護事業所であって、指定

居宅サービス事業等その他の保健医療又は

福祉に関する事業について３年以上の経験

を有する指定小規模多機能型居宅介護事業

者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事

業者により設置される当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機

能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所であって当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所に対して指定

小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援

を行うもの（以下この章において「本体事業

所」という。）との密接な連携の下に運営され

るものをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サ

ービスの提供に当たる小規模多機能型居宅

介護従業者については、本体事業所の職員に

より当該サテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行

われると認められるときは、１人以上とする

ことができる。 

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定小

規模多機能型居宅介護事業所であって、指定

居宅サービス事業等その他の保健医療又は

福祉に関する事業について３年以上の経験

を有する指定小規模多機能型居宅介護事業

者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事

業者により設置される当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機

能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所であって当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所に対して指定

小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援

を行うもの（以下「本体事業所」という。）と

の密接な連携の下に運営されるものをいう。

以下同じ。）に置くべき訪問サービスの提供

に当たる小規模多機能型居宅介護従業者に

ついては、本体事業所の職員により当該サテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所の登録者の処遇が適切に行われると認め

られるときは、１人以上とすることができ

る。 

（管理者） （管理者） 

第８３条 （略） 第８３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター（老人福祉法第２

０条の２の２に規定する老人デイサービス

センターをいう。以下同じ。）、介護老人保健

施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター（老人福祉法第２

０条の２の２に規定する老人デイサービス

センターをいう。以下同じ。）、介護老人保健

施設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、
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介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護

事業所、指定複合型サービス事業所（第１９

１条第１０項に規定する指定複合型サービ

ス事業所をいう。次条において同じ。）等の従

業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第

８条第２項に規定する政令で定める者をい

う。次条、第１１１条第２項、第１１２条及

び第１９３条において同じ。）として３年以

上認知症である者の介護に従事した経験を

有する者であって、別に市長が定める研修を

修了しているものでなければならない。 

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定

複合型サービス事業所（第１９１条第１０項

に規定する指定複合型サービス事業所をい

う。次条において同じ。）等の従業者又は訪問

介護員等（介護福祉士又は法第８条第２項に

規定する政令で定める者をいう。次条、第１

１１条第２項、第１１２条及び第１９３条に

おいて同じ。）として３年以上認知症である

者の介護に従事した経験を有する者であっ

て、別に市長が定める研修を修了しているも

のでなければならない。 

 （指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表

者） 

 （指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表

者） 

第８４条 指定小規模多機能型居宅介護事業

者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施設、介

護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業

所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、

指定複合型サービス事業所等の従業者若し

くは訪問介護員等として認知症である者の

介護に従事した経験を有する者又は保健医

療サービス若しくは福祉サービスの経営に

携わった経験を有する者であって、別に市長

が定める研修を修了しているものでなけれ

ばならない。 

第８４条 指定小規模多機能型居宅介護事業

者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施設、指

定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知

症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サ

ービス事業所等の従業者若しくは訪問介護

員等として認知症である者の介護に従事し

た経験を有する者又は保健医療サービス若

しくは福祉サービスの経営に携わった経験

を有する者であって、別に市長が定める研修

を修了しているものでなければならない。 

（協力医療機関等）  （協力医療機関等） 

第１０３条 （略） 第１０３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サ

ービスの提供体制の確保、夜間における緊急

時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護

医療院、介護老人保健施設、病院等との間の

連携及び支援の体制を整えなければならな

い。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サ

ービスの提供体制の確保、夜間における緊急

時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護

老人保健施設、病院等との間の連携及び支援

の体制を整えなければならない。 

（管理者）  （管理者） 
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第１１１条 （略） 第１１１条 （略） 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知

症対応型共同生活介護を提供するために必

要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター、介護老人保

健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同

生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員

等として、３年以上認知症である者の介護に

従事した経験を有する者であって、別に厚生

労働大臣が定める研修を修了しているもの

でなければならない。 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知

症対応型共同生活介護を提供するために必

要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター、介護老人保

健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業

所等の従業者又は訪問介護員等として、３年

以上認知症である者の介護に従事した経験

を有する者であって、別に厚生労働大臣が定

める研修を修了しているものでなければな

らない。 

 （指定認知症対応型共同生活介護事業者の代

表者） 

 （指定認知症対応型共同生活介護事業者の代

表者） 

第１１２条 指定認知症対応型共同生活介護

事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター、介護老人保健施

設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活

介護事業所等の従業者又は訪問介護員等と

して、認知症である者の介護に従事した経験

を有する者又は保健医療サービス若しくは

福祉サービスの提供を行う事業の経営に携

わった経験を有する者であって、別に市長が

定める研修を修了しているものでなければ

ならない。 

第１１２条 指定認知症対応型共同生活介護

事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター、介護老人保健施

設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等

の従業者又は訪問介護員等として、認知症で

ある者の介護に従事した経験を有する者又

は保健医療サービス若しくは福祉サービス

の提供を行う事業の経営に携わった経験を

有する者であって、別に市長が定める研修を

修了しているものでなければならない。 

 （指定認知症対応型共同生活介護の取扱方

針） 

 （指定認知症対応型共同生活介護の取扱方

針） 

第１１７条 （略） 第１１７条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護従業

者その他の従業者に周知徹底を図ること。

- 85  -



(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

８ （略） ７ （略） 

（協力医療機関等）  （協力医療機関等） 

第１２５条 （略） 第１２５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

サービスの提供体制の確保、夜間における緊

急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介

護医療院、介護老人保健施設、病院等との間

の連携及び支援の体制を整えなければなら

ない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

サービスの提供体制の確保、夜間における緊

急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、病院等との間の連携及び支

援の体制を整えなければならない。 

（従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１３０条 （略） 第１３０条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は、

主として指定地域密着型特定施設入居者生

活介護の提供に当たるものとし、看護職員及

び介護職員のうちそれぞれ１人以上は、常勤

の者でなければならない。ただし、サテライ

ト型特定施設（当該施設を設置しようとする

者により設置される当該施設以外の介護老

人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診

療所であって当該施設に対する支援機能を

有するもの（以下この章において「本体施設」

という。）との密接な連携を確保しつつ、本体

施設とは別の場所で運営される指定地域密

着型特定施設をいう。以下同じ。）にあって

は、常勤換算方法で１以上とする。 

４ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は、

主として指定地域密着型特定施設入居者生

活介護の提供に当たるものとし、看護職員の

うち１人以上及び介護職員のうち１人以上

は、常勤の者でなければならない。ただし、

サテライト型特定施設（当該施設を設置しよ

うとする者により設置される当該施設以外

の介護老人保健施設又は病院若しくは診療

所であって当該施設に対する支援機能を有

するもの（以下この章において「本体施設」

という。）との密接な連携を確保しつつ、本体

施設とは別の場所で運営される指定地域密

着型特定施設をいう。以下同じ。）にあって

は、常勤換算方法で１以上とする。 

５・６ （略） ５・６ （略） 

７ 第１項第１号、第３号及び第４号並びに前 ７ 第１項第１号、第３号及び第４号並びに前
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項の規定にかかわらず、サテライト型特定施

設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作

成担当者については、次に掲げる本体施設の

場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める職員により当該サテライト

型特定施設の入居者の処遇が適切に行われ

ると認められるときは、これを置かないこと

ができる。 

項の規定にかかわらず、サテライト型特定施

設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作

成担当者については、次に掲げる本体施設の

場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める職員により当該サテライト

型特定施設の入居者の処遇が適切に行われ

ると認められるときは、これを置かないこと

ができる。 

(1) 介護老人保健施設 支援相談員、理学療

法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は

介護支援専門員 

(1) 介護老人保健施設 支援相談員、理学療

法士若しくは作業療法士又は介護支援専門

員 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 介護医療院 介護支援専門員 

８～１０ （略） ８～１０ （略） 

 （指定地域密着型特定施設入居者生活介護の

取扱方針） 

 （指定地域密着型特定施設入居者生活介護の

取扱方針） 

第１３８条 （略） 第１３８条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

７ （略） ６ （略） 

（従業員の員数）  （従業員の員数） 
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第１５１条 （略） 第１５１条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業

者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉

施設の職務に従事する者でなければならな

い。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施

設（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設（第１７８条に規定するユニット型指定

地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下こ

の項において同じ。）を除く。以下この項にお

いて同じ。）にユニット型指定介護老人福祉

施設（指定介護老人福祉施設の人員、設備及

び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第

３９号。以下「指定介護老人福祉施設基準」

という。）第３８条に規定するユニット型指

定介護老人福祉施設をいう。以下この項にお

いて同じ。）を併設する場合の指定地域密着

型介護老人福祉施設及びユニット型指定介

護老人福祉施設の介護職員及び看護職員（指

定介護老人福祉施設基準第４７条第２項の

規定に基づき配置される看護職員に限る。）

又は指定地域密着型介護老人福祉施設にユ

ニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

を併設する場合の指定地域密着型介護老人

福祉施設及びユニット型指定地域密着型介

護老人福祉施設の介護職員及び看護職員（第

１８７条第２項の規定に基づき配置される

看護職員に限る。）を除き、入所者の処遇に支

障がない場合は、この限りでない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業

者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉

施設の職務に従事する者でなければならな

い。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施

設（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設（第１７８条に規定するユニット型指定

地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下こ

の項において同じ。）を除く。以下この条にお

いて同じ。）及びユニット型指定介護老人福

祉施設（指定介護老人福祉施設の人員、設備

及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令

第３９号。以下「指定介護老人福祉施設基準」

という。）第３８条に規定するユニット型指

定介護老人福祉施設をいう。）を併設する場

合又は指定地域密着型介護老人福祉施設及

びユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設を併設する場合の介護職員及び看護職

員（第１８７条第２項の規定に基づき配置さ

れる看護職員に限る。）を除き、入所者の処遇

に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 第１項第１号の規定にかかわらず、サテラ

イト型居住施設（当該施設を設置しようとす

る者により設置される当該施設以外の指定

介護老人福祉施設指定地域密着型介護老人

福祉施設（サテライト型居住施設である指定

地域密着型介護老人福祉施設を除く。以下第

８項第１号及び第１７項、第１３２条第１項

４ 第１項第１号の規定にかかわらず、サテラ

イト型居住施設（当該施設を設置しようとす

る者により設置される当該施設以外の指定

介護老人福祉施設指定地域密着型介護老人

福祉施設（サテライト型居住施設である指定

地域密着型介護老人福祉施設を除く。以下第

８項第１号及び第１７項、第１３２条第１項
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第６号並びに第１６０条第１項第３号にお

いて同じ。）、介護老人保健施設、介護医療院

又は病院若しくは診療所であって当該施設

に対する支援機能を有するもの（以下この章

において「本体施設」という。）との密接な連

携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運

営される指定地域密着型介護老人福祉施設

をいう。以下同じ。）の医師については、本体

施設の医師により当該サテライト型居住施

設の入所者の健康管理が適切に行われると

認められるときは、これを置かないことがで

きる。 

第６号並びに第１６０条第１項第３号にお

いて同じ。）、介護老人保健施設又は病院若し

くは診療所であって当該施設に対する支援

機能を有するもの（以下この章において「本

体施設」という。）との密接な連携を確保しつ

つ、本体施設とは別の場所で運営される指定

地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同

じ。）の医師については、本体施設の医師によ

り当該サテライト型居住施設の入所者の健

康管理が適切に行われると認められるとき

は、これを置かないことができる。 

５～７ （略） ５～７ （略） 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号まで

の規定にかかわらず、サテライト型居住施設

の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は

介護支援専門員については、次に掲げる本体

施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める職員により当該サテラ

イト型居住施設の入所者の処遇が適切に行

われると認められるときは、これを置かない

ことができる。 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号まで

の規定にかかわらず、サテライト型居住施設

の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は

介護支援専門員については、次に掲げる本体

施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める職員により当該サテラ

イト型居住施設の入所者の処遇が適切に行

われると認められるときは、これを置かない

ことができる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養

士、理学療法士、作業療法士若しくは言語

聴覚士又は介護支援専門員 

(2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養

士、理学療法士若しくは作業療法士又は介

護支援専門員 

(3) （略） (3) （略） 

(4) 介護医療院 栄養士又は介護支援専門

員 

９～１７ （略） ９～１７ （略） 

（サービス提供困難時の対応）  （サービス提供困難時の対応） 

第１５３条 指定地域密着型介護老人福祉施

設は、入所申込者が入院治療を必要とする場

合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜

第１５３条 指定地域密着型介護老人福祉施

設は、入所申込者が入院治療を必要とする場

合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜
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を提供することが困難である場合は、適切な

病院若しくは診療所又は介護老人保健施設

若しくは介護医療院を紹介する等の適切な

措置を速やかに講じなければならない。 

を提供することが困難である場合は、適切な

病院若しくは診療所又は介護老人保健施設

を紹介する等の適切な措置を速やかに講じ

なければならない。 

 （指定地域型介護老人福祉施設入所者生活介

護の取扱方針） 

 （指定地域型介護老人福祉施設入所者生活介

護の取扱方針） 

第１５７条 （略） 第１５７条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体

的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

７ （略） ６ （略） 

（入所者の入院期間中の取扱い） （入所者の入院期間中の取扱い） 

第１６５条 （略） 第１６５条 （略） 

（緊急時等の対応） 

第１６５条の２ 指定地域密着型介護老人福

祉施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の提供を行っていると

きに入所者の病状の急変が生じた場合その

他必要な場合のため、あらかじめ、第１５１

条第１項第１号に掲げる医師との連携方法

その他の緊急時等における対応方法を定め

ておかなければならない。 

 （管理者による管理）  （管理者による管理） 
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第１６６条 （略） 第１６６条 （略） 

（運営規程）  （運営規程） 

第１６８条 指定地域密着型介護老人福祉施

設は、次に掲げる施設の運営についての重要

事項に関する規定を定めておかなければな

らない。 

第１６８条 指定地域密着型介護老人福祉施

設は、次に掲げる施設の運営についての重要

事項に関する規定を定めておかなければな

らない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 緊急時等における対応方法 

 (7)・(8) （略）  (6)・(7) （略） 

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の取扱方針） 

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の取扱方針） 

第１８２条 （略） 第１８２条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

９ （略） ８ （略） 

（運営規程）  （運営規程） 

第１８６条 ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営につ

いての重要事項に関する規定を定めておか

なければならない。 

第１８６条 ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営につ

いての重要事項に関する規定を定めておか

なければならない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 緊急時等における対応方法 
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(8)・(9) （略） (7)・(8) （略） 

（従業者の員数等）  （従業者の員数等） 

第１９１条 指定看護小規模多機能型居宅介

護の事業を行う者（以下「指定看護小規模多

機能型居宅介護事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき

指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に

当たる従業者（以下「看護小規模多機能型居

宅介護従業者」という。）の員数は、夜間及び

深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規

模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小

規模多機能型居宅介護従業者については、常

勤換算方法で、通いサービス（登録者（指定

看護小規模多機能型居宅介護を利用するた

めに指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所に登録を受けた者をいう。以下同じ。）を指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通

わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介

護の事業をいう。以下同じ。）の提供に当たる

者をその利用者の数が３又はその端数を増

すごとに１以上及び訪問サービス（看護小規

模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅

を訪問し、当該居宅において行う看護小規模

多機能型居宅介護（第８２条第７項に規定す

る本体事業所である指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては当該本体事業

所に係るサテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所及び指定地域密着型介護予

防サービス基準第４４条第７項に規定する

サテライト型指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所（第６項において「サテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所」という。）の登録者、第８項に規定す

る本体事業所である指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業

第１９１条 指定看護小規模多機能型居宅介

護の事業を行う者（以下「指定看護小規模多

機能型居宅介護事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき

指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に

当たる従業者（以下「看護小規模多機能型居

宅介護従業者」という。）の員数は、夜間及び

深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規

模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小

規模多機能型居宅介護従業者については、常

勤換算方法で、通いサービス（登録者（指定

看護小規模多機能型居宅介護を利用するた

めに指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所に登録を受けた者をいう。以下同じ。）を指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通

わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介

護の事業をいう。以下同じ。）の提供に当たる

者をその利用者の数が３又はその端数を増

すごとに１以上及び訪問サービス（看護小規

模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅

を訪問し、当該居宅において行う看護小規模

多機能型居宅介護（本体事業所である指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は当該本体事業所に係るサテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所又はサテラ

イト型指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所の登録者の居宅において行う指定

看護小規模多機能型居宅介護を含む。）をい

う。以下この章において同じ。）の提供に当た

る者を２以上とし、夜間及び深夜の時間帯を

通じて指定看護小規模多機能型居宅介護の

提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護

従業者については、夜間及び深夜の勤務（夜
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所に係る同項に規定するサテライト型指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録

者並びに同項に規定するサテライト型指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっ

ては、当該サテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所に係る同項に規定する

本体事業所、当該本体事業所に係る他の同項

に規定するサテライト型指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所

に係る第８２条第７項に規定するサテライ

ト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の

登録者の居宅において行う指定看護小規模

多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下この

章において同じ。）の提供に当たる者を２以

上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定

看護小規模多機能型居宅介護の提供に当た

る看護小規模多機能型居宅介護従業者につ

いては、夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜

の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）

をいう。第６項において同じ。）に当たる者を

１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直

勤務に必要な数以上とする。 

間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤

務を除く。）をいう。第６項において同じ。）

に当たる者を１以上及び宿直勤務に当たる

者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 宿泊サービス（登録者を指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指

定看護小規模多機能型居宅介護（第８２条第

７項に規定する本体事業所である指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、

当該本体事業所に係るサテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所又はサテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その

処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該

本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規

模多機能型居宅介護及び第８項に規定する

本体事業所である指定看護小規模多機能型

６ 宿泊サービス（登録者を指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指

定看護小規模多機能型居宅介護（本体事業所

である指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所にあっては、当該本体事業所に係るサテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所又はサテライト型指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状

況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、

当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて

行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含

む。）をいう。以下同じ。）の利用者がいない

場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じ
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居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所

に係る同項に規定するサテライト型指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者

の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がな

い場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿

泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅

介護を含む。）をいう。以下同じ。）の利用者

がいない場合であって、夜間及び深夜の時間

帯を通じて利用者に対して訪問サービスを

提供するために必要な連絡体制を整備して

いるときは、第１項の規定にかかわらず、夜

間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜

の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小規模

多機能型居宅介護従業者を置かないことが

できる。 

て利用者に対して訪問サービスを提供する

ために必要な連絡体制を整備しているとき

は、第１項の規定にかかわらず、夜間及び深

夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並

びに宿直勤務に当たる看護小規模多機能型

居宅介護従業者を置かないことができる。 

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併

設されている場合において、前各項に定める

人員に関する基準を満たす看護小規模多機

能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に

掲げる施設等の人員に関する基準を満たす

従業者を置いているときは、当該看護小規模

多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げ

る施設等の職務に従事することができる。 

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併

設されている場合において、前各項に定める

人員に関する基準を満たす看護小規模多機

能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に

掲げる施設等の人員に関する基準を満たす

従業者を置いているときは、当該看護小規模

多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げ

る施設等の職務に従事することができる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 介護医療院 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（利

用者又はその家族等から電話等により看護

に関する意見を求められた場合に常時対応

し、利用者に対し適切な看護サービスを提供

できる体制にある指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所であって、指定居宅サービス

事業等その他の保健医療又は福祉に関する

事業について３年以上の経験を有する指定

看護小規模多機能型居宅介護事業者により
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設置される当該指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所であって、当該指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所に対して指定

看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る

支援を行うもの（以下この章において「本体

事業所」という。）との密接な連携の下に運営

され、利用者に対し適切な看護サービスを提

供できる体制にあるものをいう。以下同じ。）

に置くべき訪問サービスの提供に当たる看

護小規模多機能型居宅介護従業者について

は、本体事業所の職員により当該サテライト

型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者の処遇が適切に行われると認めら

れるときは、２人以上とすることができる。

９ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

ついては、夜間及び深夜の時間帯を通じて本

体事業所において宿直勤務を行う看護小規

模多機能型居宅介護従業者により当該サテ

ライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者の処遇が適切に行われると

認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を

通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型

居宅介護従業者を置かないことができる。 

１０ 第４項の規定にかかわらず、サテライト

型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

については、看護職員の員数は常勤換算方法

で１以上とする。 

１１・１２ （略） ８・９ （略） 

１３ 第１１項の規定にかかわらず、サテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所については、本体事業所の介護支援専門員

により当該サテライト型指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所の登録者に対して居

宅サービス計画の作成が適切に行われると
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きは、介護支援専門員に代えて、看護小規模

多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事す

る前項の別に厚生労働大臣が定める研修を

修了している者（第１９９条において「研修

修了者」という。）を置くことができる。 

１４ （略） １０ （略） 

（管理者）  （管理者） 

第１９２条 （略） 第１９２条 （略） 

２ 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障

がない場合は、サテライト型指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事

業所の管理者をもって充てることができる。

３ 第１項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター、介護老人保健施

設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介

護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事

業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所等の従業者若しくは訪問介護員等として

３年以上認知症である者の介護に従事した

経験を有する者であって、別に厚生労働大臣

が定める研修を修了しているもの又は保健

師若しくは看護師でなければならない。 

２ 前項の管理者は、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター、介護老人保健施

設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指

定認知症対応型共同生活介護事業所、指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所等の従業

者若しくは訪問介護員等として３年以上認

知症である者の介護に従事した経験を有す

る者であって、別に厚生労働大臣が定める研

修を修了しているもの又は保健師若しくは

看護師でなければならない。 

 （指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の

代表者） 

 （指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の

代表者） 

第１９３条 指定看護小規模多機能型居宅介

護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター、介護老人保健施

設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介

護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事

業所、指定複合型サービス事業所(指定複合

型サービスの事業を行う事業所をいう。)等

の従業者若しくは訪問介護員等として認知

症である者の介護に従事した経験を有する

者若しくは保健医療サービス若しくは福祉

第１９３条 指定看護小規模多機能型居宅介

護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター、介護老人保健施

設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指

定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複

合型サービス事業所(指定複合型サービスの

事業を行う事業所をいう。)等の従業者若し

くは訪問介護員等として認知症である者の

介護に従事した経験を有する者若しくは保

健医療サービス若しくは福祉サービスの経
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サービスの経営に携わった経験を有する者

であって、別に厚生労働大臣が定める研修を

修了しているもの又は保健師若しくは看護

師でなければならない。 

営に携わった経験を有する者であって、別に

厚生労働大臣が定める研修を修了している

もの又は保健師若しくは看護師でなければ

ならない。 

（登録定員及び利用定員）  （登録定員及び利用定員） 

第１９４条 指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所は、その登録定員（登録者の数の上

限をいう。以下この章において同じ。）を２９

人（サテライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所にあっては、１８人）以下とす

る。 

第１９４条 指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所は、その登録定員（登録者の数の上

限をいう。以下この章において同じ。）を２９

人以下とする。 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

は、次に掲げる範囲内において、通いサービ

ス及び宿泊サービスの利用定員（当該指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所における

サービスごとの１日当たりの利用者の数の

上限をいう。以下この章において同じ。）を定

めるものとする。 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

は、次に掲げる範囲内において、通いサービ

ス及び宿泊サービスの利用定員（当該指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所における

サービスごとの１日当たりの利用者の数の

上限をいう。以下この章において同じ。）を定

めるものとする。 

(1) 通いサービス 登録定員の２分の１か

ら１５人（登録定員が２５人を超える指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては登録定員に応じて、次の表に定める

利用定員、サテライト型指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所にはあっては１２

人）まで 

(1) 通いサービス 登録定員の２分の１か

ら１５人（登録定員が２５人を超える指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては、次の表に定める数）まで 

（略） （略） 

(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定

員の３分の１から９人（サテライト型指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては、６人）まで 

(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定

員の３分の１から９人まで 

（設備及び備品等） （設備及び備品等） 

第１９５条 （略） 第１９５条 （略） 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりと

する。 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりと

する。 
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 (1) （略） (1) （略） 

 (2) 宿泊室  (2) 宿泊室 

 ア～エ （略） ア～エ （略） 

  オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所が診療所である場合であって、当該

指定看護小規模多機能型居宅介護の利

用者へのサービスの提供に支障がない

場合には、当該診療所が有する病床につ

いては、宿泊室を兼用することができ

る。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

 （看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護

小規模多機能型居宅介護報告書の作成） 

 （看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護

小規模多機能型居宅介護報告書の作成） 

第１９９条 指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所の管理者は、介護支援専門員（第１

９１条第１３項の規定により介護支援専門

員を配置していないサテライト型指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、

研修修了者。以下この条において同じ。）に看

護小規模多機能型居宅介護計画の作成に関

する業務を、看護師等（准看護師を除く。第

９項において同じ。）に看護小規模多機能型

居宅介護報告書の作成に関する業務を担当

させるものとする。 

第１９９条 指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所の管理者は、介護支援専門員に看護

小規模多機能型居宅介護計画の作成に関す

る業務を、看護師等（准看護師を除く。第９

項において同じ。）に看護小規模多機能型居

宅介護報告書の作成に関する業務を担当さ

せるものとする。 

２～１０ （略） ２～１０ （略） 

 （準用）  （準用） 

第２０２条 第９条から第１３条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３４条から第３

８条まで、第４０条、第４１条、第５９条の

１１、第５９条の１３、第５９条の１６、第

５９条の１７、第８７条から第９０条まで、

第９３条から第９５条まで、第９７条、第９

８条、第１００条から第１０４条まで及び第

１０６条の規定は、指定看護小規模多機能型

第２０２条 第９条から第１３条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３４条から第３

８条まで、第４０条、第４１条、第５９条の

１１、第５９条の１３、第５９条の１６、第

５９条の１７、第８７条から第９０条まで、

第９３条から第９５条まで、第９７条、第９

８条、第１００条から第１０４条まで及び第

１０６条の規定は、指定看護小規模多機能型
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居宅介護の事業について準用する。この場合

において、第９条第１項中「第３１条に規定

する運営規程」とあるのは「第２０２条にお

いて準用する第１００条に規定する重要事

項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規

模多機能型居宅介護従業者」と、第３４条中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介

護従業者」と、第５９条の１１第２項中「こ

の節」とあるのは「第９章第４節」と、第５

９条の１３中「地域密着型通所介護従業者」

とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従

業者」と、第５９条の１７第１項中「地域密

着型通所介護について知見を有する者」とあ

るのは「看護小規模多機能型居宅介護につい

て知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２

月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービ

ス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状

況」と、第８７条中「第８２条第１２項」と

あるのは「第１９１条第１３項」と、第８９

条及び第９７条中「小規模多機能型居宅介護

従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居

宅介護従業者」と、第１０６条中「第８２条

第６項」とあるのは「第１９１条第７項各号」

と読み替えるものとする。 

居宅介護の事業について準用する。この場合

において、第９条第１項中「第３１条に規定

する運営規程」とあるのは「第２０２条にお

いて準用する第１００条に規定する重要事

項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規

模多機能型居宅介護従業者」と、第３４条中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介

護従業者」と、第５９条の１１第２項中「こ

の節」とあるのは「第９章第４節」と、第５

９条の１３中「地域密着型通所介護従事者」

とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従

事者」と、第５９条の１７第１項中地域密着

型通所介護について知見を有する者」とある

のは「看護小規模多機能型居宅介護について

知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２

月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービ

ス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状

況」と、第８９条及び第９７条中「小規模多

機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小

規模多機能型居宅介護従業者」と、第１０６

条中「第８２条第６項」とあるのは「第１９

１条第７項各号」と読み替えるものとする。

第２条 美濃加茂市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章～第９章 （略） 

第１０章 雑則（第２０３条） 

附則 

第１章～第９章 （略） 

附則 

（指定地域密着型サービスの事業の一般原

則） 

（指定地域密着型サービスの事業の一般原

則） 
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第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定地域密着型サービス事業者は、利用者

の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な

体制の整備を行うとともに、その従業者に対

し、研修を実施する等の措置を講じなければ

ならない。 

４ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地

域密着型サービスを提供するに当たっては、

法第１１８条の２第１項に規定する介護保

険等関連情報その他必要な情報を活用し、適

切かつ有効に行うよう努めなければならな

い。 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

の員数） 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

の員数） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の同一敷地内に次の各号に掲げるいず

れかの施設等がある場合において、当該施設

等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前

項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職

員をオペレーターとして充てることができ

る。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の同一敷地内に次の各号に掲げるいず

れかの施設等がある場合において、当該施設

等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前

項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職

員をオペレーターとして充てることができ

る。 

(1) 指定短期入所生活介護事業所（指定居宅

サービス等基準第１２１条第１項に規定

する指定短期入所生活介護事業所をいう。

第４７条第４項第１号及び第１５１条第

１２項において同じ。） 

(1) 指定短期入所生活介護事業所（指定居宅

サービス等基準第１２１条第１項に規定

する指定短期入所生活介護事業所をいう。

第１５１条第１２項において同じ。） 

(2) 指定短期入所療養介護事業所（指定居宅

サービス等基準第１４２条第１項に規定

する指定短期入所療養介護事業所をいう。

第４７条第４項第２号において同じ。） 

(2) 指定短期入所療養介護事業所（指定居宅

サービス等基準第１４２条第１項に規定

する指定短期入所療養介護事業所をい

う。） 

(3) 指定特定施設（指定居宅サービス等基準 (3) 指定特定施設（指定居宅サービス等基準
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第１７４条第１項に規定する指定特定施

設をいう。第４７条第４項第３号において

同じ。） 

第１７４条第１項に規定する指定特定施

設をいう。） 

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所（第

８２条第１項に規定する指定小規模多機

能型居宅介護事業所をいう。第４７条第４

項第４号において同じ。） 

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所（第

８２条第１項に規定する指定小規模多機

能型居宅介護事業所をいう。） 

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

（第１１０条第１項に規定する指定認知

症対応型共同生活介護事業所をいう。第４

７条第４項第５号、第６４条第１項、第６

５条、第８２条第６項、第８３条第３項及

び第８４条において同じ。） 

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

（第１１０条第１項に規定する指定認知

症対応型共同生活介護事業所をいう。第６

４条第１項、第６５条第１項、第８２条第

６項、第８３条第３項及び第８４条におい

て同じ。） 

(6) 指定地域密着型特定施設（第１２９条第

１項に規定する指定地域密着型特定施設

をいう。第４７条第４項第６号、第６４条

第１項、第６５条及び第８２条第６項にお

いて同じ。） 

(6) 指定地域密着型特定施設（第１２９条第

１項に規定する指定地域密着型特定施設

をいう。第６４条第１項、第６５条第１項

及び第８２条第６項第２号において同

じ。） 

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設（第１

５０条第１項に規定する指定地域密着型

介護老人福祉施設をいう。第４７条第４項

第７号、第６４条第１項、第６５条第１項

及び第８２条第６項において同じ。） 

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設（第１

５０条第１項に規定する指定地域密着型

介護老人福祉施設をいう。第６４条第１

項、第６５条第１項及び第８２条第６項に

おいて同じ。） 

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所（第１９１条第１項に規定する指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第

４７条第４項第８号及び第５章から第８

章までにおいて同じ。） 

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所（第１９１条第１項に規定する指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第

５章から第８章までにおいて同じ。） 

(9)～(12) （略） (9)～(12) （略） 

６～１２ （略） ６～１２ （略） 

（運営規程） （運営規程） 

第３１条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所ごとに、次に掲げる事業の

第３１条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所ごとに、次に掲げる事業の
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運営についての重要事項に関する規程(以下

この章において「運営規程」という。)を定め

ておかなければならない。 

運営についての重要事項に関する規程(以下

この章において「運営規程」という。)を定め

ておかなければならない。 

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略） 

(8) 虐待防止のための措置に関する事項 

(9) （略） (8) （略） 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、適切な指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供を確保する観点から、職場

において行われる性的な言動又は優越的な

関係を背景とした言動であって業務上必要

かつ相当な範囲を超えたものにより定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業環

境が害されることを防止するための方針の

明確化等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

（業務継続計画の策定等） 

第３２条の２ 指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者は、感染症や非常災害の発生

時において、利用者に対する指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に

実施するための、及び非常時の体制で早期の

業務再開を図るための計画（以下「業務継続

計画」という。）を策定し、当該業務継続計画

に従い必要な措置を講じなければならない。

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者に対し、業務継続計画について周知す

るとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事
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業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行

い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う

ものとする。 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第３３条 （略） 第３３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所において感染症が発生し、又

はまん延しないように、次の各号に掲げる措

置を講じなければならない。 

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所における感染症の予防及びま

ん延の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置その他の情報通信機器

（以下「テレビ電話装置等」という。）を活

用して行うことができるものとする。）を

おおむね６月に１回以上開催するととも

に、その結果について、定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図

ること。 

(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所における感染症の予防及びま

ん延の防止のための指針を整備すること。

 (3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所において、定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者に対し、感染症の予

防及びまん延の防止のための研修及び訓

練を定期的に実施すること。 

（掲示）  （掲示） 

第３４条 （略） 第３４条 （略） 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、前項に規定する事項を記載した書面

を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看
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護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも

関係者に自由に閲覧させることにより、同項

の規定による掲示に代えることができる。 

（地域との連携等） （地域との連携等） 

第３９条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供に当たっては、利用者、利

用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療

関係者、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所が所在する市町村の職員又は当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所が所在する区域を管轄する法第１１５

条の４６第１項に規定する地域包括支援セ

ンターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護について知見を有する者等により構

成される協議会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。ただし、利

用者又はその家族（以下この項、第５９条の

１７第１項及び第８７条において「利用者

等」という。）が参加する場合にあっては、テ

レビ電話装置等の活用について当該利用者

等の同意を得なければならない。以下この項

において「介護・医療連携推進会議」という。）

を設置し、おおむね６月に１回以上、介護・

医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告

し、介護・医療連携推進会議による評価を受

けるとともに、介護・医療連携推進会議から

必要な要望、助言等を聴く機会を設けなけれ

ばならない。 

第３９条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供に当たっては、利用者、利

用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療

関係者、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所が所在する市町村の職員又は当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所が所在する区域を管轄する法第１１５

条の４６第１項に規定する地域包括支援セ

ンターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護について知見を有する者等により構

成される協議会（以下この項において「介護・

医療連携推進会議」という。）を設置し、おお

むね６月に１回以上、介護・医療連携推進会

議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連

携推進会議による評価を受けるとともに、介

護・医療連携推進会議から必要な要望、助言

等を聴く機会を設けなければならない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（事故発生時の対応） （事故発生時の対応） 

第４０条 （略） 第４０条 （略） 

（虐待の防止） 

第４０条の２ 指定定期巡回・随時対応型訪問
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介護看護事業者は、虐待の発生又はその再発

を防止するため、次の各号に掲げる措置を講

じなければならない。 

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所における虐待の防止のための

対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催するとともに、その結

果について、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所における虐待の防止のための

指針を整備すること。 

 (3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所において、定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止

のための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施する

ための担当者を置くこと。 

（会計の区分）  （会計の区分） 

第４１条 （略） 第４１条 （略） 

（訪問介護員等の員数）  （訪問介護員等の員数） 

第４７条 指定夜間対応型訪問介護の事業を

行う者（以下「指定夜間対応型訪問介護事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「指定夜間対応型訪問介護事業所」という。）

ごとに置くべき従業者（以下「夜間対応型訪

問介護従業者」という。）の職種及び員数は、

次のとおりとする。ただし、前条第２項ただ

し書の規定に基づきオペレーションセンタ

ーを設置しない場合においては、オペレーシ

ョンセンター従業者を置かないことができ

る。 

第４７条 指定夜間対応型訪問介護の事業を

行う者（以下「指定夜間対応型訪問介護事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「指定夜間対応型訪問介護事業所」という。）

ごとに置くべき従業者（以下「夜間対応型訪

問介護従業者」という。）の職種及び員数は、

次のとおりとする。ただし、前条第２項ただ

し書の規定に基づきオペレーションセンタ

ーを設置しない場合においては、オペレーシ

ョンセンター従業者を置かないことができ

る。 

(1) オペレーションセンター従業者 オペ (1) オペレーションセンター従業者 オペ
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レーター（指定夜間対応型訪問介護を提供

する時間帯を通じて利用者からの通報を

受け付ける業務に当たる従業者をいう。以

下この章において同じ。）として１以上及

び利用者の面接その他の業務を行う者と

して１以上確保されるために必要な数以

上 

レーター（指定夜間対応型訪問介護を提供

する時間帯を通じて専ら利用者からの通

報を受け付ける業務に当たる従業者をい

う。以下この章において同じ。）として１以

上及び利用者の面接その他の業務を行う

者として１以上確保されるために必要な

数以上とする。ただし、利用者の処遇に支

障がない場合は、オペレーターは、当該夜

間対応型訪問介護事業所の定期巡回サー

ビス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若

しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の職務又は利用者以外の者か

らの通報を受け付ける業務に従事するこ

とができる。 

(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等

 定期巡回サービスを行う訪問介護員等

の員数は、交通事情、訪問頻度等を勘案し、

利用者に適切に定期巡回サービスを提供

するために必要な数以上

(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等

 定期巡回サービスを行う訪問介護員等

の員数は、交通事情、訪問頻度等を勘案し、

利用者に適切に定期巡回サービスを提供

するために必要な数以上とする。 

(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等

 随時訪問サービスを行う訪問介護員等

の員数は、指定夜間対応型訪問介護を提供

する時間帯を通じて専ら随時訪問サービ

スの提供に当たる訪問介護員等が１以上

確保されるために必要な数以上 

(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等

 随時訪問サービスを行う訪問介護員等

の員数は、指定夜間対応型訪問介護を提供

する時間帯を通じて専ら随時訪問サービ

スの提供に当たる訪問介護員等が１以上

確保されるために必要な数以上とする。た

だし、利用者の処遇に支障がない場合は、

当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡

回サービス又は同一敷地内にある指定訪

問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所の職務に従事

することができる。 

２ （略） ２ （略） 

３ オペレーターは専らその職務に従事する

者でなければならない。ただし、利用者の処

遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問

介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内
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の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又

は利用者以外の者からの通報を受け付ける

業務に従事することができる。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷

地内に次に掲げるいずれかの施設等がある

場合において、当該施設等の入所者等の処遇

に支障がない場合は、前項本文の規定にかか

わらず、当該施設等の職員をオペレーターと

して充てることができる。 

(1) 指定短期入所生活介護事業所 

 (2) 指定短期入所療養介護事業所 

 (3) 指定特定施設 

 (4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所 

 (5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所 

 (6) 指定地域密着型特定施設 

 (7) 指定地域密着型介護老人福祉施設 

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所 

(9) 指定介護老人福祉施設 

(10) 介護老人保健施設 

 (11) 指定介護療養型医療施設 

(12) 介護医療院 

５ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、

専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる

者でなければならない。ただし、利用者の処

遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問

介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷

地内にある指定訪問介護事業所若しくは指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の職務に従事することができる。 

６ 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者

に対するオペレーションセンターサービス
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の提供に支障がない場合は、第３項本文及び

前項本文の規定にかかわらず、オペレーター

は、随時訪問サービスに従事することができ

る。 

７ 前項の規定によりオペレーターが随時訪

問サービスに従事している場合において、当

該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者

に対する随時訪問サービスの提供に支障が

ないときは、第１項の規定にかかわらず、随

時訪問サービスを行う訪問介護員等を置か

ないことができる。 

（運営規程）  （運営規程） 

第５５条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、

指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次に

掲げる事業の運営についての重要事項に関

する規程を定めておかなければならない。 

第５５条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、

指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次に

掲げる事業の運営についての重要事項に関

する規程を定めておかなければならない。 

(1)～(7) （略）  (1)～(7)  （略） 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(9) （略）  (8) （略） 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第５６条 （略） 第５６条 （略） 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜

間対応型訪問介護事業所ごとに、当該指定夜

間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等に

よって定期巡回サービス及び随時訪問サー

ビスを提供しなければならない。ただし、指

定夜間対応型訪問介護事業所が、適切に指定

夜間対応型訪問介護を利用者に提供する体

制を構築しており、他の指定訪問介護事業所

又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所（以下この条において「指定訪問介護

事業所等」という。）との密接な連携を図るこ

とにより当該指定夜間対応型訪問介護事業

所の効果的な運営を期待することができる

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜

間対応型訪問介護事業所ごとに、当該指定夜

間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等に

よって定期巡回サービス及び随時訪問サー

ビスを提供しなければならない。ただし、随

時訪問サービスについては、他の指定訪問介

護事業所との連携を図ることにより当該指

定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運

営を期待することができる場合であって、利

用者の処遇に支障がないときは、当該他の指

定訪問介護事業所の訪問介護員等に行わせ

ることができる。 
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場合であって、利用者の処遇に支障がないと

きは、市長が地域の実情を勘案し適切と認め

る範囲内において、指定夜間対応型訪問介護

の事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業

所等の従業者に行わせることができる。 

３ 前項本文の規定にかかわらず、オペレーシ

ョンセンターサービスについては、市長が地

域の実情を勘案し適切と認める範囲内にお

いて、複数の指定夜間対応型訪問介護事業所

の間の契約に基づき、当該複数の指定夜間対

応型訪問介護事業所が密接な連携を図るこ

とにより、一体的に利用者又はその家族等か

らの通報を受けることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定夜間対応型

訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とが

同一敷地内において一体的に運営されてい

る場合（第３２条第２項ただし書の規定によ

り当該夜間対応型訪問介護事業所の従業者

が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の職務を行うことにつき市長に認

められている場合に限る。）であって、利用者

の処遇に支障がないときは、市長が地域の実

情を勘案し適切と認める範囲内において、定

期巡回サービス又は随時訪問サービスの事

業の一部を他の指定訪問介護事業所又は指

定夜間対応型訪問介護事業所の従業者に行

わせることができる。 

４ （略） ４ （略） 

５ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、適切な

指定夜間対応型訪問介護の提供を確保する

観点から、職場において行われる性的な言動

又は優越的な関係を背景とした言動であっ

て業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

により夜間対応型訪問介護従業者の就業環

境が害されることを防止するための方針の

明確化等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

（地域との連携等） （地域との連携等） 

第５７条 （略） 第５７条 （略） 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜
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間対応型訪問介護事業所の所在する建物と

同一の建物に居住する利用者に対して指定

夜間対応型訪問介護を提供する場合には、当

該建物に居住する利用者以外の者に対して

も指定夜間対応型訪問介護の提供を行うよ

う努めなければならない。 

（準用）  （準用） 

第５９条 第９条から第２２条まで、第２７

条、第２８条、第３２条の２から第３８条ま

で及び第４０条から第４１条までの規定は、

夜間対応型訪問介護の事業について準用す

る。この場合において、第９条第１項、第１

９条、第３２条の２第２項、第３３条第１項

並びに第３項第１号及び第３号、第３４条第

１項並びに第４０条の２第１号及び第３号

中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」

と、第１４条中「計画作成責任者」とあるの

は「オペレーションセンター従業者(オペレ

ーションセンターを設置しない場合にあっ

ては、訪問介護員等)」と、第２７条中「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「訪問介護員等」と、「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除

く。)」とあるのは「夜間対応型訪問介護」と

読み替えるものとする。 

第５９条 第９条から第２２条まで、第２７

条、第２８条、第３３条から第３８条まで、

第４０条及び第４１条の規定は、指定夜間対

応型訪問介護の事業について準用する。この

場合において、第９条第１項、第１９条、第

３３条第１項及び第３４条中「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「夜間対応型訪問介護従業者」と、第１４条

中「計画作成責任者」とあるのは「オペレー

ションセンター従業者(オペレーションセン

ターを設置しない場合にあっては、訪問介護

員等)」と、第２７条中「定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者」とあるのは「訪問介

護員等」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護(随時対応サービスを除く。)」とあるの

は「夜間対応型訪問介護」と読み替えるもの

とする。 

（運営規程）  （運営規程） 

第５９条の１２ 指定地域密着型通所介護事

業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごと

に、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければなら

ない。 

第５９条の１２ 指定地域密着型通所介護事

業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごと

に、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければなら

ない。 

(1)～(9) （略）  (1)～(9) （略） 

 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (11) （略）  (10) （略） 
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（勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第５９条の１３ （略） 第５９条の１３ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密

着型通所介護従業者の資質の向上のために、

その研修の機会を確保しなければならない。

その際、当該指定地域密着型通所介護事業者

は、全ての地域密着型通所介護従業者（看護

師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、

法第８条第２項に規定する政令で定める者

等の資格を有する者その他これに類する者

を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な

研修を受講させるために必要な措置を講じ

なければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密

着型通所介護従業者の資質の向上のために、

その研修の機会を確保しなければならない。

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な

指定地域密着型通所介護の提供を確保する

観点から、職場において行われる性的な言動

又は優越的な関係を背景とした言動であっ

て業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

により地域密着型通所介護従業者の就業環

境が害されることを防止するための方針の

明確化等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

（非常災害対策）  （非常災害対策） 

第５９条の１５ （略） 第５９条の１５ （略） 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に

規定する訓練の実施に当たって、地域住民の

参加が得られるよう連携に努めなければな

らない。 

（衛生管理等）  （衛生管理等） 

第５９条の１６ （略） 第５９条の１６ （略） 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指

定地域密着型通所介護事業所において感染

症が発生し、又はまん延しないように次の各

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指

定地域密着型通所介護事業所において感染

症が発生し、又はまん延しないように必要な
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号に掲げる措置を講じなければならない。 措置を講ずるよう努めなければならない。 

(1) 当該指定地域密着型通所介護事業所に

おける感染症の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるもの

とする。）をおおむね６月に１回以上開催

するとともに、その結果について、地域密

着型通所介護従業者に周知徹底を図るこ

と。 

 (2) 当該指定地域密着型通所介護事業所に

おける感染症の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。 

 (3) 当該指定地域密着型通所介護事業所に

おいて、地域密着型通所介護従業者に対

し、感染症の予防及びまん延の防止のため

の研修及び訓練を定期的に実施すること。

（地域との連携）  （地域との連携） 

第５９条の１７ 指定地域密着型通所介護事

業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当

たっては、利用者、利用者の家族、地域住民

の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が

所在する市町村の職員又は当該指定地域密

着型通所介護事業所が所在する区域を管轄

する法第１１５条の４６第１項に規定する

地域包括支援センターの職員、地域密着型通

所介護について知見を有する者等により構

成される協議会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。ただし、利

用者等が参加する場合にあっては、テレビ電

話装置等の活用について当該利用者等の同

意を得なければならない。以下この項におい

て「運営推進会議」という。）を設置し、おお

むね６月に１回以上、運営推進会議に対し活

動状況を報告し、運営推進会議による評価を

受けるとともに、運営推進会議から必要な要

第５９条の１７ 指定地域密着型通所介護事

業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当

たっては、利用者、利用者の家族、地域住民

の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が

所在する市町村の職員又は当該指定地域密

着型通所介護事業所が所在する区域を管轄

する法第１１５条の４６第１項に規定する

地域包括支援センターの職員、地域密着型通

所介護について知見を有する者等により構

成される協議会（以下この項において「運営

推進会議」という。）を設置し、おおむね６月

に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を

報告し、運営推進会議による評価を受けると

ともに、運営推進会議から必要な要望、助言

等を聴く機会を設けなければならない。 
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望、助言等を聴く機会を設けなければならな

い。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（準用）  （準用） 

第５９条の２０ 第９条から第１３条まで、第

１５条から第１８条まで、第２０条、第２２

条、第２８条、第３２条の２、第３４条から

第３８条まで、第４０条の２、第４１条及び

第５３条の規定は、指定地域密着型通所介護

の事業について準用する。この場合におい

て、第９条第１項中「第３１条に規定する運

営規程」とあるのは「第５９条の１２に規定

する重要事項に関する規程」と、同項、第３

２条の２第２項、第３４条第１項並びに第４

０条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「地域密着型通所介護従業者」と読み替える

ものとする。 

第５９条の２０ 第９条から第１３条まで、第

１５条から第１８条まで、第２０条、第２２

条、第２８条、第３４条から第３８条まで、

第４１条及び第５３条の規定は、指定地域密

着型通所介護の事業について準用する。この

場合において、第９条第１項中「第３１条に

規定する運営規程」とあるのは「第５９条の

１２に規定する重要事項に関する規程」と、

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」

と、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通

所介護従業者」と読み替えるものとする。 

（準用）  （準用） 

第５９条の２０の３ 第９条から第１３条ま

で、第１５条から第１８条まで、第２０条、

第２２条、第２８条、第３２条の２、第３４

条から第３８条まで、第４０条の２、第４１

条、第５３条及び第５９条の２、第５９条の

４、第５９条の５第４項並びに前節（第５９

条の２０を除く。）の規定は、共生型地域密着

型通所介護の事業について準用する。この場

合において、第９条第１項中「第３１条に規

定する運営規程」とあるのは「運営規程（第

５９条の１２に規定する運営規程をいう。第

３４条第１項において同じ。）」と、「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とある

のは「共生型地域密着型通所介護の提供に当

たる従業者（以下「共生型地域密着型通所介

護従業者」という。）」と、第３２条の２第２

第５９条の２０の３ 第９条から第１３条ま

で、第１５条から第１８条まで、第２０条、

第２２条、第２８条、第３４条から第３８条

まで、第４１条、第５３条及び第５９条の２、

第５９条の４、第５９条の５第４項並びに前

節（第５９条の２０を除く。）の規定は、共生

型地域密着型通所介護の事業について準用

する。この場合において、第９条第１項中「第

３１条に規定する運営規程」とあるのは「運

営規程（第５９条の１２に規定する運営規程

をいう。第３４条において同じ。）」と、「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「共生型地域密着型通所介護の提供に

当たる従業者（以下「共生型地域密着型通所

介護従業者」という。）」と、第３４条中「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と
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項、第３４条第１項並びに第４０条の２第１

号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密

着型通所介護従業者」と、第５９条の５第４

項中「前項ただし書きの場合（指定地域密着

型通所介護事業者が第１項に掲げる設備を

利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所

介護以外のサービスを提供する場合に限

る。）」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護事業者が共生型地域密着型通所介護事業

所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地

域密着型通所介護以外のサービスを提供す

る場合」と、第５９条の９第４号、第５９条

の１０第５項、第５９条の１３第３項及び第

４項並びに第５９条の１６第２項第１号及

び第３号中「地域密着型通所介護従業者」と

あるのは「共生型地域密着型通所介護従業

者」と、第５９条の１９第２項第２号中「次

条において準用する第２０条第２項」とある

のは「第２０条第２項」と、同項第３号中「次

条において準用する第２８条」とあるのは

「第２８条」と、同項第４号中「次条におい

て準用する第３８条第２項」とあるのは「第

３８条第２項」と読み替えるものとする。 

あるのは「共生型地域密着型通所介護従業

者」と、第５９条の５第４項中「前項ただし

書きの場合（指定地域密着型通所介護事業者

が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深

夜に指定地域密着型通所介護以外のサービ

スを提供する場合に限る。）」とあるのは「共

生型地域密着型通所介護事業者が共生型地

域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜

間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以

外のサービスを提供する場合」と、第５９条

の９第４号、第５９条の１０第５項及び第５

９条の１３第３項中「地域密着型通所介護従

業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護従業者」と、第５９条の１９第２項第２号

中「次条において準用する第２０条第２項」

とあるのは「第２０条第２項」と、同項第３

号中「次条において準用する第２８条」とあ

るのは「第２８条」と、同項第４号中「次条

において準用する第３８条第２項」とあるの

は「第３８条第２項」と読み替えるものとす

る。 

（運営規程）  （運営規程） 

第５９条の３４ 指定療養通所介護事業者は、

指定療養通所介護事業所ごとに次に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。 

第５９条の３４ 指定療養通所介護事業者は、

指定療養通所介護事業所ごとに次に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。 

(1)～(8) （略）  (1)～(8) （略） 

 (9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (10) （略）  (9) （略） 

（安全・サービス提供管理委員会の設置）  （安全・サービス提供管理委員会の設置） 

第５９条の３６ 指定療養通所介護事業者は、

安全かつ適切なサービスの提供を確保する

第５９条の３６ 指定療養通所介護事業者は、

安全かつ適切なサービスの提供を確保する
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ため、地域の医療関係団体に属する者、地域

の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者

その他指定療養通所介護の安全かつ適切な

サービスの提供を確保するために必要と認

められる者から構成される安全・サービス提

供管理委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。次項において

「委員会」という。）を設置しなければならな

い。 

ため、地域の医療関係団体に属する者、地域

の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者

その他指定療養通所介護の安全かつ適切な

サービスの提供を確保するために必要と認

められる者から構成される安全・サービス提

供管理委員会（次項において「委員会」とい

う。）を設置しなければならない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（準用）  （準用） 

第５９条の３８ 第１０条から第１３条まで、

第１６条から第１８条まで、第２０条、第２

２条、第２８条、第３２条の２、第３４条か

ら第３８条まで、第４０条の２、第４１条、

第５９条の７(第３項第２号を除く。)、第５

９条の８及び第５９条の１３から第５９条

の１８までの規定は、指定療養通所介護の事

業について準用する。この場合において、第

３２条の２第２項、第３４条第１項並びに第

４０条の２第１号及び第３号中「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「療養通所介護従業者」と、第３４条第１項

中「運営規程」とあるのは「第５９条の３４

に規定する重要事項に関する規程」と、第５

９条の１３第３項及び第４項並びに第５９

条の１６第２項第１号及び第３号中「地域密

着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所

介護従業者」と、第５９条の１７第１項中「地

域密着型通所介護について知見を有する者」

とあるのは「療養通所介護について知見を有

する者」と、「６月」とあるのは「１２月」と、

同条第３項中「当たっては」とあるのは「当

たっては、利用者の状態に応じて」と、第５

９条の１８第４項中「第５９条の５第４項」

とあるのは「第５９条の２６第４項」と読み

第５９条の３８ 第１０条から第１３条まで、

第１６条から第１８条まで、第２０条、第２

２条、第２８条、第３４条から第３８条まで、

第４１条、第５９条の７（第３項第２号を除

く。）、第５９条の８及び第５９条の１３から

第５９条の１８までの規定は、指定療養通所

介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第３４条中「運営規程」とあるのは「第

５９条の３４に規定する重要事項に関する

規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」

と、第５９条の１３第３項中「地域密着型通

所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従

業者」と、第５９条の１７第１項中「地域密

着型通所介護について知見を有する者」とあ

るのは「療養通所介護について知見を有する

者」と、「６月」とあるのは「１２月」と、同

条第３項中「当たっては」とあるのは「当た

っては、利用者の状態に応じて」と、第５９

条の１８第４項中「第５９条の５第４項」と

あるのは「第５９条の２６第４項」と読み替

えるものとする。 
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替えるものとする。 

（従業者の員数）  （従業者の員数） 

第６４条 指定認知症対応型共同生活介護事

業所若しくは指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業所（指定地域密着型介護予防

サービス基準条例第７１条第１項に規定す

る指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所をいう。次条において同じ。）の居間若

しくは食堂又は指定地域密着型特定施設若

しくは指定地域密着型介護老人福祉施設の

食堂若しくは共同生活室において、これらの

事業所又は施設（第６６条第１項において

「本体事業所等」という。）の利用者、入居者

又は入所者とともに行う指定認知症対応型

通所介護（以下「共用型指定認知症対応型通

所介護」という。）の事業を行う者（以下「共

用型指定認知症対応型通所介護事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「共用型

指定認知症対応型通所介護事業所」という。）

に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当

該入居者又は当該入所者の数と当該共用型

指定認知症対応型通所介護の利用者（当該共

用型指定認知症対応型通所介護事業者が共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者（指定地域密着型介護予防サービス基準

条例第８条第１項に規定する共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。

以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、共用

型指定認知症対応型通所介護の事業と共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護（同項

に規定する共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されてい

る場合にあっては、当該事業所における共用

型指定認知症対応型通所介護又は共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。

第６４条 指定認知症対応型共同生活介護事

業所若しくは指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業所（指定地域密着型介護予防

サービス基準条例第７１条第１項に規定す

る指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所をいう。次条において同じ。）の居間若

しくは食堂又は指定地域密着型特定施設若

しくは指定地域密着型介護老人福祉施設の

食堂若しくは共同生活室において、これらの

事業所又は施設の利用者、入居者又は入所者

とともに行う指定認知症対応型通所介護（以

下「共用型指定認知症対応型通所介護」とい

う。）の事業を行う者（以下「共用型指定認知

症対応型通所介護事業者」という。）が当該事

業を行う事業所（以下「共用型指定認知症対

応型通所介護事業所」という。）に置くべき従

業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は

当該入所者の数と当該共用型指定認知症対

応型通所介護の利用者（当該共用型指定認知

症対応型通所介護事業者が共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業者（指定地域

密着型介護予防サービス基準条例第８条第

１項に規定する共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）の

指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症

対応型通所介護の事業と共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護（同項に規定する共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護を

いう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合にあっ

ては、当該事業所における共用型指定認知症

対応型通所介護又は共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護の利用者。次条において

同じ。）の数を合計した数について、第１１０
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次条において同じ。）の数を合計した数につ

いて、第１１０条、第１３０条若しくは第１

５１条又は指定地域密着型介護予防サービ

ス基準条例第７１条に規定する従業者の員

数を満たすために必要な数以上とする。 

条、第１３０条若しくは第１５１条又は指定

地域密着型介護予防サービス基準条例第７

１条に規定する従業者の員数を満たすため

に必要な数以上とする。 

２ （略） ２ （略） 

（利用定員等）  （利用定員等） 

第６５条 （略） 第６５条 （略） 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者

は、指定居宅サービス（法第４１条第１項に

規定する指定居宅サービスをいう。以下同

じ。）、指定地域密着型サービス、指定居宅介

護支援（法第４６条第１項に規定する指定居

宅介護支援をいう。）、指定介護予防サービス

（法第５３条第１項に規定する指定介護予

防サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密

着型介護予防サービス（法第５４条の２第１

項に規定する指定地域密着型介護予防サー

ビスをいう。以下同じ。）若しくは指定介護予

防支援（法第５８条第１項に規定する指定介

護予防支援をいう。）の事業又は介護保険施

設（法第８条第２５項に規定する介護保険施

設をいう。以下同じ。）若しくは指定介護療養

型医療施設の運営（第８２条第７項、第１１

０条第９項及び１９１条第８項において「指

定居宅サービス事業等」という。）について３

年以上の経験を有する者でなければならな

い。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者

は、指定居宅サービス（法第４１条第１項に

規定する指定居宅サービスをいう。以下同

じ。）、指定地域密着型サービス、指定居宅介

護支援（法第４６条第１項に規定する指定居

宅介護支援をいう。）、指定介護予防サービス

（法第５３条第１項に規定する指定介護予

防サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密

着型介護予防サービス（法第５４条の２第１

項に規定する指定地域密着型介護予防サー

ビスをいう。以下同じ。）若しくは指定介護予

防支援（法第５８条第１項に規定する指定介

護予防支援をいう。）の事業又は介護保険施

設（法第８条第２５項に規定する介護保険施

設をいう。以下同じ。）若しくは指定介護療養

型医療施設の運営（第８２条第７項及び１９

１条第８項において「指定居宅サービス事業

等」という。）について３年以上の経験を有す

る者でなければならない。 

（管理者）  （管理者） 

第６６条 共用型指定認知症対応型通所介護

事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤

の管理者を置かなければならない。ただし、

当該管理者は、共用型指定認知症対応型通所

介護事業所の管理上支障がない場合は、当該

第６６条 共用型指定認知症対応型通所介護

事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤

の管理者を置かなければならない。ただし、

当該管理者は、共用型指定認知症対応型通所

介護事業所の管理上支障がない場合は、当該
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共用型指定認知症対応型通所介護事業所の

他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他

の事業所、施設等の職務に従事することがで

きるものとする。なお、共用型指定認知症対

応型通所介護事業所の管理上支障がない場

合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護

事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地

内にある他の本体事業所等の職務に従事す

ることとしても差し支えない。 

共用型指定認知症対応型通所介護事業所の

他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他

の事業所、施設等の職務に従事することがで

きるものとする。 

２ （略） ２ （略） 

（運営規程）  （運営規程） 

第７３条 指定認知症対応型通所介護事業者

は、指定認知症対応型通所介護事業所ごと

に、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければなら

ない。 

第７３条 指定認知症対応型通所介護事業者

は、指定認知症対応型通所介護事業所ごと

に、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければなら

ない。 

(1)～(9) （略）  (1)～(9) （略） 

 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) （略） (10) （略） 

 （準用） （準用） 

第８０条 第９条から第１３条まで、第１５条

から第１８条まで、第２０条、第２２条、第

２８条、第３２条の２、第３４条から第３８

条まで、第４０条の２、第４１条、第５３条、

第５９条の６、第５９条の７、第５９条の１

１及び第５９条の１３から第５９条の１８

までの規定は、指定認知症対応型通所介護の

事業について準用する。この場合において、

第９条第 1項中「第３１条に規定する運営規

程」とあるのは「第７３条に規定する重要事

項に関する規程」と、同項、第３２条の２第

２項、第３４条第１項並びに第４０条の２第

１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応

型通所介護従業者」と、第５９条の１３第３

第８０条 第９条から第１３条まで、第１５条

から第１８条まで、第２０条、第２２条、第

２８条、第３４条から第３８条まで、第４１

条、第５３条、第５９条の６、第５９条の７、

第５９条の１１及び第５９条の１３から第

５９条の１８までの規定は、指定認知症対応

型通所介護の事業について準用する。この場

合において、第９条第 1項中「第３１条に規

定する運営規程」とあるのは「第７３条に規

定する重要事項に関する規程」と、同項及び

第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所

介護従業者」と、第５９条の１７第１項中「地

域密着型通所介護について知見を有する者」

とあるのは、「認知症対応型通所介護につい
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項及び第４項並びに第５９条の１６第２項

第１号及び第３号中「地域密着型通所介護従

業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従

業者」と、第５９条の１７第１項中「地域密

着型通所介護について知見を有する者」とあ

るのは「認知症対応型通所介護について知見

を有する者」と、第５９条の１８第４項中「第

５９条の５第４項」とあるのは「第６３条第

４項」と読み替えるものとする。 

て知見を有する者」と、第５９条の１８第４

項中「第５９条の５第４項」とあるのは「第

６３条第４項」と読み替えるものとする。 

（従業者の員数）  （従業者の員数） 

第８２条 （略） 第８２条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各

項に定める人員に関する基準を満たす小規

模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表

の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準

を満たす従業者を置いているときは、同表の

右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護

従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務

に従事することができる。 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各

項に定める人員に関する基準を満たす小規

模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表

の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準

を満たす従業者を置いているときは、同表の

右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護

従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務

に従事することができる。 
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当該指定小

規模多機能

型居宅介護

事業所に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかが併

設されてい

る場合 

指定認知症

対応型共同

生活介護事

業所、指定地

域密着型特

定施設、指定

地域密着型

介護老人福

祉施設、指定

介護老人福

祉施設、介護

老人保健施

設、指定介護

療養型医療

施設（医療法

（昭和２３

年法律２０

５号）第７条

第２項第４

号に規定す

る療養病床

を有する診

療所である

ものに限る）

又は介護医

療院 

介護職員 

当該指定小

規模多機能

型居宅介護

事業所の同

一敷地内に

中欄に掲げ

る施設等の

いずれかが

ある場合 

前項中欄に

掲げる施設

等、指定居宅

サービスの

事業を行う

事業所、指定

定期巡回・随

時対応型訪

問介護看護

事業所又は

看護師又は

准看護師 

当該指定小

規模多機能

型居宅介護

事業所に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかが併

設されてい

る場合 

指定認知症

対応型共同

生活介護事

業所、指定地

域密着型特

定施設、指定

地域密着型

介護老人福

祉施設、指定

介護療養型

医療施設（医

療法（昭和２

３年法律２

０５号）第７

条第２項第

４号に規定

する療養病

床を有する

診療所であ

るものに限

る）又は介護

医療院 

介護職員 

当該指定小

規模多機能

型居宅介護

事業所の同

一敷地内に

中欄に掲げ

る施設等の

いずれかが

ある場合 

前項中欄に

掲げる施設

等、指定居宅

サービスの

事業を行う

事業所、指定

定期巡回・随

時対応型訪

問介護看護

事業所、指定

看護師又は

准看護師 
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指定認知症

対応型通所

介護事業所 

認知症対応

型通所介護

事業所、指定

介護老人福

祉施設又は

介護老人保

護施設 

７～１３ （略） ７～１３ （略） 

（管理者）  （管理者） 

第８３条 （略） 第８３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター（老人福祉法第２

０条の２の２に規定する老人デイサービス

センターをいう。以下同じ。）、介護老人保健

施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅

介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護

事業所、指定複合型サービス事業所（第１９

１条第１０項に規定する指定複合型サービ

ス事業所をいう。次条において同じ。）等の従

業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第

８条第２項に規定する政令で定める者をい

う。次条、第１１１条第３項、第１１２条及

び第１９３条において同じ。）として３年以

上認知症である者の介護に従事した経験を

有する者であって、別に市長が定める研修を

修了しているものでなければならない。 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター（老人福祉法第２

０条の２の２に規定する老人デイサービス

センターをいう。以下同じ。）、介護老人保健

施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅

介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護

事業所、指定複合型サービス事業所（第１９

１条第１０項に規定する指定複合型サービ

ス事業所をいう。次条において同じ。）等の従

業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第

８条第２項に規定する政令で定める者をい

う。次条、第１１１条第２項、第１１２条及

び第１９３条において同じ。）として３年以

上認知症である者の介護に従事した経験を

有する者であって、別に市長が定める研修を

修了しているものでなければならない。 

（心身の状況等の把握）  （心身の状況等の把握） 

第８７条 指定小規模多機能型居宅介護事業

者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に

当たっては、介護支援専門員（第８２条第１

２項の規定により介護支援専門員を配置し

ていないサテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介

第８７条 指定小規模多機能型居宅介護事業

者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に

当たっては、介護支援専門員（第８２条第１

２項の規定により介護支援専門員を配置し

ていないサテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介
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護支援専門員。以下この条及び第９３条にお

いて同じ。）が開催するサービス担当者会議

（介護支援専門員が居宅サービス計画の作

成のために居宅サービス計画の原案に位置

付けた指定居宅サービス等（法第８条第２３

項第８条第２４項に規定する指定居宅サー

ビス等をいう。以下同じ。）の担当者を招集し

て行う会議（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。ただし、利用者

等が参加する場合にあっては、テレビ電話装

置等の活用について当該利用者等の同意を

得なければならない。）をいう。）等を通じて、

利用者の心身の状況、その置かれている環

境、他の保健医療サービス又は福祉サービス

の利用状況等の把握に努めなければならな

い。 

護支援専門員。以下この条及び第９３条にお

いて同じ。）が開催するサービス担当者会議

（介護支援専門員が居宅サービス計画の作

成のために居宅サービス計画の原案に位置

付けた指定居宅サービス等（法第８条第２３

項第８条第２４項に規定する指定居宅サー

ビス等をいう。以下同じ。）の担当者を招集し

て行う会議をいう。）等を通じて、利用者の心

身の状況、その置かれている環境、他の保健

医療サービス又は福祉サービスの利用状況

等の把握に努めなければならない。 

（運営規程）  （運営規程） 

第１００条 指定小規模多機能型居宅介護事

業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所

ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

第１００条 指定小規模多機能型居宅介護事

業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所

ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

(1)～(9) （略）  (1)～(9) （略） 

 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (11) （略）  (10) （略） 

（定員の遵守）  （定員の遵守） 

第１０１条 （略） 第１０１条 （略） 

２ 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域そ

の他これに類する地域において、地域の実情

により当該地域における指定小規模多機能

型居宅介護の効率的運営に必要であると市

が認めた場合は、指定小規模多機能型居宅介

護事業者は、市が認めた日から市介護保険事

業計画（法第１１７条第１項に規定する市町

村介護保険事業計画をいう。以下この項にお
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いて同じ。）の終期まで（市が次期の市介護保

険事業計画を作成するに当たって、新規に代

替サービスを整備するよりも既存の指定小

規模多機能型居宅介護事業所を活用するこ

とがより効率的であると認めた場合にあっ

ては、次期の市介護保険事業計画の終期ま

で）に限り、登録定員並びに通いサービス及

び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小

規模多機能型居宅介護の提供を行うことが

できる。 

（準用）  （準用） 

第１０８条 第９条から第１３条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３２条の２、第

３４条から第３８条まで、第４０条から第４

１条まで、第５９条の１１、第５９条の１３、

第５９条の１６及び第５９条の１７の規定

は、指定小規模多機能型居宅介護の事業につ

いて準用する。この場合において、第９条第

１項中「第３１条に規定する運営規程」とあ

るのは「第１００条に規定する重要事項に関

する規程」と、同項、第３２条の２第２項、

第３４条第１項並びに第４０条の２第１号

及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型

居宅介護従業者」と、第５９条の１１第２項

中「この節」とあるのは「第５章第４節」と、

第５９条の１３第３項及び第４項並びに第

５９条の１６第２項第１号及び第３号中「地

域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規

模多機能型居宅介護従業者」と、第５９条の

１７第１項中「地域密着型通所介護について

知見を有する者」とあるのは「小規模多機能

型居宅介護について知見を有する者」と、「６

月」とあるのは「２月」と、「活動状況」とあ

るのは「通いサービス及び宿泊サービスの提

供回数等の活動状況」と読み替えるものとす

第１０８条 第９条から第１３条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３４条から第３

８条まで、第４０条、第４１条第５９条の１

１、第５９条の１３、第５９条の１６及び第

５９条の１７までの規定は、指定小規模多機

能型居宅介護の事業について準用する。この

場合において、第９条第１項中「第３１条に

規定する運営規程」とあるのは「第１００条

に規定する重要事項に関する規程」と、「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、

第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居

宅介護従業者」と、第５９条の１１第２項中

「この節」とあるのは「第５章第４節」と、

第５９条の１３第３項中「地域密着型通所介

護従業者」とあるのは、「小規模多機能型居宅

介護従業者」と、第５９条の１７第１項中「地

域密着型通所介護について知見を有する者」

とあるのは「小規模多機能型居宅介護につい

て知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２

月」と、「活動状況」とあるのは、「通いサー

ビス及び宿泊サービスの提供回数等の活動

状況」と読み替えるものとする。 
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る。 

（従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１１０条 指定認知症対応型共同生活介護

の事業を行う者（以下「指定認知症対応型共

同生活介護事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「指定認知症対応型共同生活

介護事業所」という。）ごとに置くべき指定認

知症対応型共同生活介護の提供に当たる従

業者（以下「介護従業者」という。）の員数は、

当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、

夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定

認知症対応型共同生活介護の提供に当たる

介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生

活住居の利用者（当該指定認知症対応型共同

生活介護事業者が指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業者（指定地域密着型介護

予防サービス基準条例第７１条第１項に規

定する指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せ

て受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介

護の事業と指定介護予防認知症対応型共同

生活介護（指定地域密着型介護予防サービス

基準条例第７０条に規定する指定介護予防

認知症対応型共同生活介護をいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合にあっては、当該事

業所における指定認知症対応型共同生活介

護又は指定介護予防認知症対応型共同生活

介護の利用者。以下この条及び第１１３条に

おいて同じ。）の数が３又はその端数を増す

ごとに１以上とするほか、夜間及び深夜の時

間帯を通じて１以上の介護従業者に夜間及

び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行わ

れる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。以下こ

の項において同じ。）を行わせるために必要

な数以上とする。ただし、当該指定認知症対

第１１０条 指定認知症対応型共同生活介護

の事業を行う者（以下「指定認知症対応型共

同生活介護事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「指定認知症対応型共同生活

介護事業所」という。）ごとに置くべき指定認

知症対応型共同生活介護の提供に当たる従

業者（以下「介護従業者」という。）の員数は、

当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、

夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定

認知症対応型共同生活介護の提供に当たる

介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生

活住居の利用者（当該指定認知症対応型共同

生活介護事業者が指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業者（指定地域密着型介護

予防サービス基準条例第７１条第１項に規

定する指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せ

て受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介

護の事業と指定介護予防認知症対応型共同

生活介護（指定地域密着型介護予防サービス

基準条例第７０条に規定する指定介護予防

認知症対応型共同生活介護をいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合にあっては、当該事

業所における指定認知症対応型共同生活介

護又は指定介護予防認知症対応型共同生活

介護の利用者。以下この条及び第１１３条に

おいて同じ。）の数が３又はその端数を増す

ごとに１以上とするほか、夜間及び深夜の時

間帯を通じて１以上の介護従業者に夜間及

び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行わ

れる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。）を行

わせるために必要な数以上とする。 
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応型共同生活介護事業所の有する共同生活

住居の数が３である場合において、当該共同

生活住居がすべて同一の階において隣接し、

介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び

速やかな対応を行うことが可能な構造であ

る場合であって、当該指定認知症対応型共同

生活介護事業者による安全対策が講じられ、

利用者の安全性が確保されていると認めら

れるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定認

知症対応型共同生活介護事業所ごとに置く

べき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時

間帯を通じて２以上の介護従業者に夜間及

び深夜の勤務を行わせるために必要な数以

上とすることができる。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

指定認知症対応型共同生活介護事業所ごと

に、保健医療サービス又は福祉サービスの利

用に係る計画の作成に関し知識及び経験を

有する者であって認知症対応型共同生活介

護計画の作成を担当させるのに適当と認め

られるものを専らその職務に従事する計画

作成担当者としなければならない。ただし、

利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定

認知症対応型共同生活介護事業所における

他の職務に従事することができるものとす

る。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

共同生活住居ごとに、保健医療サービス又は

福祉サービスの利用に係る計画の作成に関

し知識及び経験を有する者であって認知症

対応型共同生活介護計画の作成を担当させ

るのに適当と認められるものを専らその職

務に従事する計画作成担当者としなければ

ならない。ただし、利用者の処遇に支障がな

い場合は、当該共同生活住居における他の職

務に従事することができるものとする。 

６～８ （略） ６～８ （略） 

９ 第７項本文の規定にかかわらず、サテライ

ト型指定認知症対応型共同生活介護事業所

（指定認知症対応型共同生活介護事業所で

あって、指定居宅サービス事業等その他の保

健医療又は福祉に関する事業について３年

以上の経験を有する指定認知症対応型共同

生活介護事業者により設置される当該指定

認知症対応型共同生活介護事業所以外の指
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定認知症対応型共同生活介護事業所であっ

て当該指定認知症対応型共同生活介護事業

所に対して指定認知症対応型共同生活介護

の提供に係る支援を行うもの（以下この章に

おいて「本体事業所」という。）との密接な連

携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）

については、介護支援専門員である計画作成

担当者に代えて、第６項の別に厚生労働大臣

が定める研修を修了している者を置くこと

ができる。 

１０・１１ （略） ９・１０ （略） 

（管理者）  （管理者） 

第１１１条 （略） 第１１１条 （略） 

２ 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住

居の管理上支障がない場合は、サテライト型

指定認知症対応型共同生活介護事業所にお

ける共同生活住居の管理者は、本体事業所に

おける共同生活住居の管理者をもって充て

ることができる。 

３ （略） ２ （略） 

（設備）  （設備） 

第１１３条 指定認知症対応型共同生活介護

事業所は、共同生活住居を有するものとし、

その数は１以上３以下（サテライト型指定認

知症対応型共同生活介護事業所にあっては、

１又は２）とする。 

第１１３条 指定認知症対応型共同生活介護

事業所は、共同生活住居を有するものとし、

その数は１又は２とする。ただし、指定認知

症対応型共同生活介護事業所に係る用地の

確保が困難であることその他地域の実情に

より指定認知症対応型共同生活介護事業所

の効率的運営に必要と認められる場合は、一

の事業所における共同生活住居の数を３と

することができる。 

２～７ （略） ２～７ （略） 

 （指定認知症対応型共同生活介護の取扱方

針） 

 （指定認知症対応型共同生活介護の取扱方

針） 

第１１７条 （略） 第１１７条 （略） 
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２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）を３月

に１回以上開催するとともに、その結果に

ついて、介護従事者その他の従事者に周知

徹底を図ること。 

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催する

とともに、その結果について、介護従事者

その他の従事者に周知徹底を図ること。 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

８ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

自らその提供する指定認知症対応型共同生

活介護の質の評価を行うとともに、定期的に

次に掲げるいずれかの評価を受けて、それら

の結果を公表し、常にその改善を図らなけれ

ばならない。 

８ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

自らその提供する指定認知症対応型共同生

活介護の質の評価を行うとともに、定期的に

外部の者による評価を受けて、それらの結果

を公表し、常にその改善を図らなければなら

ない。 

(1) 外部の者による評価 

(2) 第１２８条において準用する第５９条

の１７第１項に規定する運営推進会議に

おける評価 

（管理者による管理）  （管理者による管理） 

第１２１条 共同生活住居の管理者は、同時に

介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域

密着型サービス（サテライト型指定認知症対

応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業

所が提供する指定認知症対応型共同生活介

護を除く。）、指定介護予防サービス若しくは

指定地域密着型介護予防サービスの事業を

行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設

を管理する者であってはならない。ただし、

これらの事業所、施設等が同一敷地内にある

こと等により当該共同生活住居の管理上支

障がない場合は、この限りでない。 

第１２１条 共同生活住居の管理者は、同時に

介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域

密着型サービス、指定介護予防サービス若し

くは指定地域密着型介護予防サービスの事

業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉

施設を管理する者であってはならない。ただ

し、これらの事業所、施設等が同一敷地内に

あること等により当該共同生活住居の管理

上支障がない場合は、この限りでない。 
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（運営規程）  （運営規程） 

第１２２条 指定認知症対応型共同生活介護

事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。 

第１２２条 指定認知症対応型共同生活介護

事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。 

 (1)～(6) （略）  (1)～(6) （略） 

 (7) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (8) （略）  (7) （略） 

（勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１２３条 （略） 第１２３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

介護従業者の資質の向上のために、その研修

の機会を確保しなければならない。その際、

当該指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、全ての介護従業者（看護師、准看護師、

介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２

項に規定する政令で定める者等の資格を有

する者その他これに類する者を除く。）に対

し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講さ

せるために必要な措置を講じなければなら

ない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

介護従業者の資質の向上のために、その研修

の機会を確保しなければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

適切な指定認知症対応型共同生活介護の提

供を確保する観点から、職場において行われ

る性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範囲

を超えたものにより介護従業者の就業環境

が害されることを防止するための方針の明

確化等の必要な措置を講じなければならな

い。 

（準用）  （準用） 

第１２８条 第９条、第１０条、第１２条、第

１３条、第２２条、第２８条、第３２条の２、

第１２８条 第９条、第１０条、第１２条、第

１３条、第２２条、第２８条、第３４条から

- 128  -



第３４条から第３６条まで、第３８条、第４

０条から第４１条まで、第５９条の１１、第

５９条の１６、第５９条の１７第１項から第

４項まで、第９９条、第１０２条及び第１０

４条の規定は、指定認知症対応型共同生活介

護の事業について準用する。この場合におい

て、第９条第１項中「第３１条に規定する運

営規程」とあるのは「第１２２条に規定する

重要事項に関する規程」と、同項、第３２条

の２第２項、第３４条第１項並びに第４０条

の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護

従業者」と、第５９条の１１第２項中「この

節」とあるのは「第６章第４節」と、第５９

条の１６第２項第１号及び第３号中「地域密

着型通所介護従業者」とあるのは「介護従業

者」と、第５９条の１７第１項中「地域密着

型通所介護について知見を有する者」とある

のは「認知症対応型共同生活介護について知

見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」

と、第９９条中「小規模多機能型居宅介護従

業者」とあるのは「介護従業者」と、第１０

２条中「指定小規模多機能型居宅介護事業

者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活

介護事業者」と読み替えるものとする。 

第３６条まで、第３８条、第４０条、第４１

条、第５９条の１１、第５９条の１６、第５

９条の１７第１項から第４項まで、第９９

条、第１０２条及び第１０４条の規定は、指

定認知症対応型共同生活介護の事業につい

て準用する。この場合において、第９条第１

項中「第３１条に規定する運営規程」とある

のは「第１２２条に規定する重要事項に関す

る規程」と、同項及び第３４条中「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「介護従業者」と第５９条の１１第２項中

「この節」とあるのは「第６章第４節」と、

第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介

護について知見を有する者」とあるのは「認

知症対応型共同生活介護について知見を有

する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、

第９９条中「小規模多機能型居宅介護従業

者」とあるのは「介護従業者」と、第１０２

条中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」

とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護

事業者」と読み替えるものとする。 

（指定地域密着型特定施設入居者生活介護

の取扱方針） 

（指定地域密着型特定施設入居者生活介護

の取扱方針） 

第１３８条 （略） 第１３８条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会を３月に１回以上開催す
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して行うことができるものとする。）を３

月に１回以上開催するとともに、その結果

について、介護職員その他の従業者に周知

徹底を図ること。 

るとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2)・(3) （略）  (2)・(3) （略） 

７ （略） ７ （略） 

（運営規程）  （運営規程） 

第１４５条 指定地域密着型特定施設入居者

生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設

ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

第１４５条 指定地域密着型特定施設入居者

生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設

ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

(1)～(8) （略）  (1)～(8) （略） 

 (9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) （略）  (9) （略） 

（勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１４６条 （略） 第１４６条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、地域密着型特定施設従業者の資質

の向上のために、その研修の機会を確保しな

ければならない。その際、当該指定地域密着

型特定施設入居者生活介護事業者は、全ての

地域密着型特定施設従業者（看護師、准看護

師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条

第２項に規定する政令で定める者等の資格

を有する者その他これに類する者を除く。）

に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受

講させるために必要な措置を講じなければ

ならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、地域密着型特定施設従業者の資質

の向上のために、その研修の機会を確保しな

ければならない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者は、適切な指定地域密着型特定施設入

居者生活介護の提供を確保する観点から、職

場において行われる性的な言動又は優越的
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な関係を背景とした言動であって業務上必

要かつ相当な範囲を超えたものにより地域

密着型特定施設従業者の就業環境が害され

ることを防止するための方針の明確化等の

必要な措置を講じなければならない。 

（準用）  （準用） 

第１４９条 第１２条、第１３条、第２２条、

第２８条、第３２条の２、第３４条から第３

８条まで、第４０条から第４１条まで、第５

９条の１１、第５９条の１５、第５９条の１

６、第５９条の１７第１項から第４項まで及

び第９９条の規定は、指定地域密着型特定施

設入居者生活介護の事業について準用する。

この場合において、第３２条の２第２項、第

３４条第１項並びに第４０条の２第１号及

び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施

設従業者」と、第５９条の１１第２項中「こ

の節」とあるのは「第７章第４節」と、第５

９条の１６第２項第１号及び第３号中「地域

密着型通所介護従業者」とあるのは「地域密

着型特定施設従業者」と、第５９条の１７第

１項中「地域密着型通所介護について知見を

有する者」とあるのは「地域密着型特定施設

入居者生活介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「２月」と読み替える

ものとする。 

第１４９条 第１２条、第１３条、第２２条、

第２８条、第３４条から第３８条まで、第４

０条、第４１条、第５９条の１１、第５９条

の１５、第５９条の１６、第５９条の１７第

１項から第４項まで及び第９９条の規定は、

指定地域密着型特定施設入居者生活介護の

事業について準用する。この場合において、

第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施

設従業者」と、第５９条の１１第２項中「こ

の節」とあるのは「第７章第４節」と、第５

９条の１７第１項中「地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「地域密

着型特定施設入居者生活介護について知見

を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」

と読み替えるものとする。 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１５１条 指定地域密着型介護老人福祉施

設に置くべき従業者の員数は、次のとおりと

する。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士

又は管理栄養士との連携を図ることにより

当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効

果的な運営を期待することができる場合で

あって、入所者の処遇に支障がないときは、

第４号の栄養士又は管理栄養士を置かない

第１５１条 指定地域密着型介護老人福祉施

設に置くべき従業者の員数は、次のとおりと

する。 
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ことができる。 

 (1)～(3) （略）  (1)～(3) （略） 

 (4) 栄養士又は管理栄養士 １以上  (4) 栄養士 １以上 

 (5)・(6) （略）  (5)・(6) （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業

者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉

施設の職務に従事する者でなければならな

い。ただし、入所者の処遇に支障がない場合

は、この限りでない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業

者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉

施設の職務に従事する者でなければならな

い。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施

設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設(第１７８条に規定するユニット型指定

地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下こ

の項において同じ。)を除く。以下この項にお

いて同じ。)にユニット型指定介護老人福祉

施設(指定介護老人福祉施設の人員、設備及

び運営に関する基準(平成１１年厚生省令第

３９号。以下「指定介護老人福祉施設基準」

という。)第３８条に規定するユニット型指

定介護老人福祉施設をいう。以下この項にお

いて同じ)を併設する場合の指定地域密着型

介護老人施設及びユニット型指定介護老人

福祉施設の介護職員及び看護職員（指定介護

老人福祉施設基準第４７条第２項の規定に

基づき配置される看護職員の限る。）又は指

定地域密着型介護老人福祉施設にユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設

する場合の指定地域密着型介護老人福祉施

設及びユニット型指定地域密着型介護老人

福祉施設の介護職員及び看護職員(第１８７

条第２項の規定に基づき配置される看護職

員に限る。)を除き、入所者の処遇に支障がな

い場合は、この限りでない。 

４～７ （略） ４～７ （略） 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号まで

の規定にかかわらず、サテライト型居住施設

８ 第１項第２号及び第４号から第６号まで

の規定にかかわらず、サテライト型居住施設
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の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、

機能訓練指導員又は介護支援専門員につい

ては、次に掲げる本体施設の場合には、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

職員により当該サテライト型居住施設の入

所者の処遇が適切に行われると認められる

ときは、これを置かないことができる。 

の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は

介護支援専門員については、次に掲げる本体

施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める職員により当該サテラ

イト型居住施設の入所者の処遇が適切に行

われると認められるときは、これを置かない

ことができる。 

(1) 指定介護老人福祉施設又は指定地域密

着型介護老人福祉施設 生活相談員、栄養

士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又

は介護支援専門員 

(1) 指定介護老人福祉施設又は指定地域密

着型介護老人福祉施設 栄養士、機能訓練

指導員又は介護支援専門員 

(2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士

若しくは管理栄養士、理学療法士、作業療

法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専

門員 

(2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養

士、理学療法士、作業療法士若しくは言語

聴覚士又は介護支援専門員 

(3) 病院 栄養士若しくは管理栄養士（病床

数１００以上の病院に限る。）又は介護支

援専門員 

(3) 病院 栄養士（病床数１００以上の病院

に限る。）又は介護支援専門員 

(4) 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養

士又は介護支援専門員 

(4) 介護医療院 栄養士又は介護支援専門

員 

９～１２ （略） ９～１２ （略） 

１３ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指

定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準

第９３条第１項に規定する指定通所介護事

業所をいう。以下同じ。）、指定短期入所生活

介護事業所等、指定地域密着型通所介護事業

所又は併設型指定認知症対応型通所介護の

事業を行う事業所若しくは指定地域密着型

介護予防サービス基準条例第５条第１項に

規定する併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護の事業を行う事業所が併設される

場合においては、当該併設される事業所の生

活相談員、栄養士又は機能訓練指導員につい

ては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設

の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又

１３ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指

定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準

第９３条第１項に規定する指定通所介護事

業所をいう。以下同じ。）、指定短期入所生活

介護事業所等、指定地域密着型通所介護事業

所又は併設型指定認知症対応型通所介護の

事業を行う事業所若しくは指定地域密着型

介護予防サービス基準条例第５条第１項に

規定する併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護の事業を行う事業所が併設される

場合においては、当該併設される事業所の生

活相談員、栄養士又は機能訓練指導員につい

ては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設

の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員に
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は機能訓練指導員により当該事業所の利用

者の処遇が適切に行われると認められると

きは、これを置かないことができる。  

より当該事業所の利用者の処遇が適切に行

われると認められるときは、これを置かない

ことができる。  

１４～１７ （略） １４～１７ （略） 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護の取扱方針） 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護の取扱方針） 

第１５７条 （略） 第１５７条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体

的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体

的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を３

月に１回以上開催するとともに、その結果

について、介護職員その他の従業者に周知

徹底を図ること。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

７ （略） ７ （略） 

 （地域密着型施設サービス計画の作成） （地域密着型施設サービス計画の作成） 

第１５８条 （略） 第１５８条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当

者会議（入所者に対する指定地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護の提供に当た

る他の担当者（以下この条において「担当者」

という。）を招集して行う会議（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとす

る。ただし、入所者又はその家族（以下この

項において「入所者等」という。）が参加する

場合にあっては、テレビ電話装置等の活用に

ついて当該入所者等の同意を得なければな

らない。）をいう。以下この章において同じ。）

の開催、担当者に対する照会等により、当該

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当

者会議（入所者に対する指定地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護の提供に当た

る他の担当者（以下この条において「担当者」

という。）を招集して行う会議をいう。以下こ

の章において同じ。）の開催、担当者に対する

照会等により、当該地域密着型施設サービス

計画の原案の内容について、担当者から、専

門的な見地からの意見を求めるものとする。
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地域密着型施設サービス計画の原案の内容

について、担当者から、専門的な見地からの

意見を求めるものとする。 

７～１２ （略） ７～１２ （略） 

 （機能訓練）  （機能訓練） 

第１６３条 （略） 第１６３条 （略） 

（栄養管理） 

第１６３条の２ 指定地域密着型介護老人福

祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善

を図り、自立した日常生活を営むことができ

るよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を

計画的に行わなければならない。 

 （口腔
くう

衛生の管理） 

第１６３条の３ 指定地域密着型介護老人福

祉施設は、入所者の口腔
くう

の健康の保持を図

り、自立した日常生活を営むことができるよ

う、口腔
くう

衛生の管理体制を整備し、各入所者

の状態に応じた口腔
くう

衛生の管理を計画的に

行わなければならない。 

 （健康管理）  （健康管理） 

第１６４条 （略） 第１６４条 （略） 

 （運営規程）  （運営規程） 

第１６８条 指定地域密着型介護老人福祉施

設は、次に掲げる施設の運営についての重要

事項に関する規定を定めておかなければな

らない。 

第１６８条 指定地域密着型介護老人福祉施

設は、次に掲げる施設の運営についての重要

事項に関する規定を定めておかなければな

らない。 

 (1)～(7) （略）  (1)～(7) （略） 

 (8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (9) （略）  (8) （略） 

（勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１６９条 （略） 第１６９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業 ３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業
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者に対し、その資質の向上のための研修の機

会を確保しなければならない。その際、当該

指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての

従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介

護支援専門員、法第８条第２項に規定する政

令で定める者等の資格を有する者その他こ

れに類する者を除く。）に対し、認知症介護に

係る基礎的な研修を受講させるために必要

な措置を講じなければならない。 

者に対し、その資質の向上のための研修の機

会を確保しなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切

な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護の提供を確保する観点から、職場に

おいて行われる性的な言動又は優越的な関

係を背景とした言動であって業務上必要か

つ相当な範囲を超えたものにより従業者の

就業環境が害されることを防止するための

方針の明確化等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第１７１条 （略） 第１７１条 （略） 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該

指定地域密着型介護老人福祉施設において

感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しな

いように、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該

指定地域密着型介護老人福祉施設において

感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しな

いように、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

(1) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設

における感染症及び食中毒の予防及びま

ん延の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）をおおむね３月に

１回以上開催するとともに、その結果につ

いて、介護職員その他の従業者に周知徹底

を図ること。 

(1) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設

における感染症及び食中毒の予防及びま

ん延の防止のための対策を検討する委員

会をおおむね３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設 (3) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設
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において、介護職員その他の従業者に対

し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための研修並びに感染症の予防及

びまん延の防止のための訓練を定期的に

実施すること。 

において、介護職員その他の従業者に対

し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための研修を定期的に実施するこ

と。 

(4) （略） (4) （略） 

（事故発生の防止及び発生時の対応）  （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第１７５条 指定地域密着型介護老人福祉施

設は、事故の発生又はその再発を防止するた

め、次に定める措置を講じなければならな

い。 

第１７５条 指定地域密着型介護老人福祉施

設は、事故の発生又はその再発を防止するた

め、次に定める措置を講じなければならな

い。 

 (1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 事故発生の防止のための委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）及び従業者に対する研修を

定期的に行うこと。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び従

業者に対する研修を定期的に行うこと。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施する

ための担当者を置くこと。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（準用）  （準用） 

第１７７条 第９条、第１０条、第１２条、第

１３条、第２２条、第２８条、第３２条の２、

第３４条、第３６条、第３８条、第４０条の

２、第４１条、第５９条の１１、第５９条の

１５及び第５９条の１７第１項から第４項

までの規定は、指定地域密着型介護老人福祉

施設について準用する。この場合において、

第９条第１項中「第３１条に規定する運営規

程」とあるのは「第１６８条に規定する重要

事項に関する規程」と、同項、第３２条の２

第２項、第３４条第１項並びに第４０条の２

第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」

と、第１３条第１項中「指定定期巡回・随時

第１７７条 第９条、第１０条、第１２条、第

１３条、第２２条、第２８条、第３４条、第

３６条、第３８条、第４１条、第５９条の１

１、第５９条の１５及び第５９条の１７第１

項から第４項までの規定は、指定地域密着型

介護老人福祉施設について準用する。この場

合において、第９条第１項中「第３１条に規

定する運営規程」とあるのは「第１６８条に

規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とある

のは「従業者」と、第１３条第１項中「指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の

開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、

同条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に
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対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」

とあるのは「入所の際に」と、同条第２項中

「指定居宅介護支援が利用者に対して行わ

れていない等の場合であって必要と認める

ときは、要介護認定」とあるのは「要介護認

定」と、第５９条の１１第２項中「この節」

とあるのは「第８章第４節」と、第５９条の

１７第１項中「地域密着型通所介護について

知見を有する者」とあるのは「地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護について知

見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」

と読み替えるものとする。 

対して行われていない等の場合であって必

要と認めるときは、要介護認定」とあるのは

「要介護認定」と、第３４条中「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「従業者」と、第５９条の１１第２項中「こ

の節」とあるのは「第８章第４節」と、第５

９条の１７第１項中「地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護につ

いて知見を有する者」と、「６月」とあるのは

「２月」と読み替えるものとする。 

 （設備）  （設備） 

第１８０条 ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりと

する。  

第１８０条 ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりと

する。  

(1) ユニット  (1) ユニット 

  ア 居室   ア 居室 

   （ア） （略）    （ア） （略） 

（イ） 居室は、いずれかのユニットに

属するものとし、当該ユニットの共同

生活室に近接して一体的に設けるこ

と。ただし、一のユニットの入居定員

は、原則としておおむね１０人以下と

し、１５人を超えないものとする。 

（イ） 居室は、いずれかのユニットに

属するものとし、当該ユニットの共同

生活室に近接して一体的に設けるこ

と。ただし、一のユニットの入居定員

は、おおむね１０人以下としなければ

ならない。 

（ウ） 一の居室の床面積等は、１０．

６５平方メートル以上とすること。た

だし、（ア）ただし書の場合にあって

は、２１．３平方メートル以上とする

こと。 

（ウ） 一の居室の床面積等は、次のい

ずれかを満たすこと。 

 ａ １０．６５平方メートル以上とす

ること。ただし、（ア）ただし書の場

合にあっては、２１．３平方メート

ル以上とすること。 
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 ｂ ユニットに属さない居室を改修

したものについては、入居者同士の

視線の遮断の確保を前提にした上

で、居室を隔てる壁について、天井

との間に一定の隙間が生じていて

も差し支えない。 

   （エ） （略） （エ） （略） 

  イ～エ （略） イ～エ （略） 

 (2)～(5) （略） (2)～(5) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護の取扱方針） 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護の取扱方針） 

第１８２条 （略） 第１８２条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を３

月に１回以上開催するとともに、その結果

について、介護職員その他の従業者に周知

徹底を図ること。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

９ （略） ９ （略） 

 （運営規程）  （運営規程） 

第１８６条 ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営につ

いての重要事項に関する規定を定めておか

なければならない。 

第１８６条 ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営につ

いての重要事項に関する規定を定めておか

なければならない。 

 (1)～(8) （略） (1)～(8) （略） 

 (9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) （略）  (9) （略） 
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 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１８７条 （略） 第１８７条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設は、従業者に対し、その資質の向上のた

めの研修の機会を確保しなければならない。

その際、当該ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設は、全ての従業者（看護師、准

看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第

８条第２項に規定する政令で定める者等の

資格を有する者その他これに類する者を除

く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修

を受講させるために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設は、従業者に対し、その資質の向上のた

めの研修の機会を確保しなければならない。

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の提供を確保する観点

から、職場において行われる性的な言動又は

優越的な関係を背景とした言動であって業

務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

り従業者の就業環境が害されることを防止

するための方針の明確化等の必要な措置を

講じなければならない。 

 （準用）  （準用） 

第１８９条 第９条、第１０条、第１２条、第

１３条、第２２条、第２８条、第３２条の２、

第３４条、第３６条、第３８条、第４０条の

２、第４１条、第５９条の１１、第５９条の

１５、第５９条の１７第１項から第４項ま

で、第１５３条から第１５５条まで、第１５

８条、第１６１条、第１６３条から第１６７

条まで及び第１７１条から第１７６条まで

の規定は、ユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設について準用する。この場合にお

いて、第９条第１項中「第３１条に規定する

第１８９条 第９条、第１０条、第１２条、第

１３条、第２２条、第２８条、第３４条、第

３６条、第３８条、第４１条、第５９条の１

１、第５９条の１５、第５９条の１７第１項

から第４項まで、第１５３条から第１５５条

まで、第１５８条、第１６１条、第１６３条

から第１６７条まで及び第１７１条から第

１７６条までの規定は、ユニット型指定地域

密着型介護老人福祉施設について準用する。

この場合において、第９条第１項中「第３１

条に規定する運営規程」とあるのは「第１８
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運営規程」とあるのは「第１８６条に規定す

る重要事項に関する規程」と、同項、第３２

条の２第２項、第３４条第１項並びに第４０

条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従

業者」と、第１３条第１項中「指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際

し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第２

項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行

われていない等の場合であって必要と認め

るときは、要介護認定」とあるのは「要介護

認定」と、第５９条の１１第２項中「この節」

とあるのは「第８章第５節」と、第５９条の

１７第１項中「地域密着型通所介護について

知見を有する者」とあるのは「地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護について知

見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」

と、第１６７条中「第１５８条」とあるのは

「第１８９条において準用する第１５８条」

と、同条第５号中「第１５７条第５項」とあ

るのは「第１８２条第７項」と、同条第６号

中「第１７７条」とあるのは「第１８９条」

と、同条第７号中「第１７５条第３項」とあ

るのは「第１８９条において準用する第１７

５条第３項」と、第１７６条第２項第２号中

「第１５５条第２項」とあるのは「第１８９

条において準用する第１５５条第２項」と、

同項第３号中「第１５７条第５項」とあるの

は「第１８２条第７項」と、同項第４号及び

第５号中「次条」とあるのは「第１８９条」

と、同項第６号中「前条第３項」とあるのは

「第１８９条において準用する前条第３項」

と読み替えるものとする。 

６条に規定する重要事項に関する規程」と、

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「従業者」と、第１３条第１

項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の

際に」と、同条第２項中「指定居宅介護支援

が利用者に対して行われていない等の場合

であって必要と認めるときは、要介護認定」

とあるのは「要介護認定」と、第３４条中「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と

あるのは「従業者」と、第５９条の１１第２

項中「この節」とあるのは「第８章第５節」

と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通

所介護について知見を有する者」とあるのは

「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護について知見を有する者」と、「６月」と

あるのは「２月」と、第１６７条中「第１５

８条」とあるのは「第１８９条において準用

する第１５８条」と、同条第５号中「第１５

７条第５項」とあるのは「第１８２条第７項」

と、同条第６号中「第１７７条」とあるのは

「第１８９条」と、同条第７号中「第１７５

条第３項」とあるのは「第１８９条において

準用する第１７５条第３項」と、第１７６条

第２項第２号中「第１５５条第２項」とある

のは「第１８９条において準用する第１５５

条第２項」と、同項第３号中「第１５７条第

５項」とあるのは「第１８２条第７項」と、

同項第４号及び第５号中「次条」とあるのは

「第１８９条」と、同項第６号中「前条第３

項」とあるのは「第１８９条において準用す

る前条第３項」と読み替えるものとする。 

 （従業員の員数等）  （従業員の員数等） 

第１９１条 （略） 第１９１条 （略） 

２～１０ （略） ２～１０ （略） 
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１１ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

者は、登録者に係る居宅サービス計画及び看

護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専

ら従事する介護支援専門員を置かなければ

ならない。ただし、当該介護支援専門員は、

利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の

職務に従事し、又は当該指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所に併設する第７項各号

に掲げる施設等の職務に従事することがで

きる。 

１１ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

者は、登録者に係る居宅サービス計画及び看

護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専

ら従事する介護支援専門員を置かなければ

ならない。ただし、当該介護支援専門員は、

利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の

職務に従事し、又は当該指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所に併設する前項各号に

掲げる施設等の職務に従事することができ

る。 

 （準用）  （準用） 

第２０２条 第９条から第１３条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３２条の２、第

３４条から第３８条まで、第４０条から第４

１条まで、第５９条の１１、第５９条の１３、

第５９条の１６、第５９条の１７、第８７条

から第９０条まで、第９３条から第９５条ま

で、第９７条、第９８条、第１００条から第

１０４条まで及び第１０６条の規定は、指定

看護小規模多機能型居宅介護の事業につい

て準用する。この場合において、第９条第１

項中「第３１条に規定する運営規程」とある

のは「第２０２条において準用する第１００

条に規定する重要事項に関する規程」と、同

項、第３２条の２第２項、第３４条第１項並

びに第４０条の２第１号及び第３号中「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「看護小規模多機能型居宅介護従業

者」と、第５９条の１１第２項中「この節」

とあるのは「第９章第４節」と、第５９条の

１３第３項及び第４項並びに第５９条の１

６第２項第１号及び第３号中「地域密着型通

所介護従事者」とあるのは「看護小規模多機

能型居宅介護従事者」と、第５９条の１７第

１項中「地域密着型通所介護について知見を

第２０２条 第９条から第１３条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３４条から第３

８条まで、第４０条、第４１条、第５９条の

１１、第５９条の１３、第５９条の１６、第

５９条の１７、第８７条から第９０条まで、

第９３条から第９５条まで、第９７条、第９

８条、第１００条から第１０４条まで及び第

１０６条の規定は、指定看護小規模多機能型

居宅介護の事業について準用する。この場合

において、第９条第１項中「第３１条に規定

する運営規程」とあるのは「第２０２条にお

いて準用する第１００条に規定する重要事

項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規

模多機能型居宅介護従業者」と、第３４条中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介

護従業者」と、第５９条の１１第２項中「こ

の節」とあるのは「第９章第４節」と、第５

９条の１３中「地域密着型通所介護従事者」

とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従

事者」と、第５９条の１７第１項中「地域密

着型通所介護について知見を有する者」とあ

るのは「看護小規模多機能型居宅介護につい
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有する者」とあるのは「看護小規模多機能型

居宅介護について知見を有する者」と、「６

月」とあるのは「２月」と、「活動状況」とあ

るのは「通いサービス及び宿泊サービスの提

供回数等の活動状況」と、第８７条中「第８

２条第１２項」とあるのは「第１９１条第１

３項」と、第８９条及び第９７条中「小規模

多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護

小規模多機能型居宅介護従業者」と、第１０

６条中「第８２条第６項」とあるのは「第１

９１条第７項各号」と読み替えるものとす

る。 

て知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２

月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービ

ス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状

況」と、第８７条中「第８２条第１２項」と

あるのは「第１９１条第１３項」と、第８９

条及び第９７条中「小規模多機能型居宅介護

従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居

宅介護従業者」と、第１０６条中「第８２条

第６項」とあるのは「第１９１条第７項各号」

と読み替えるものとする。 

   第１０章 雑則 

 （電磁的記録等） 

第２０３条 指定地域密着型サービス事業者

及び指定地域密着型サービスの提供に当た

る者は、作成、保存その他これらに類するも

ののうち、この条例の規定において書面（書

面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の知覚によって認

識することができる情報が記載された紙そ

の他の有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定されている又は想定

されるもの（第１２条第１項（第５９条、第

５９条の２０、第５９条の２０の３、第５９

条の３８、第８０条、第１０８条、第１２８

条、第１４９条、第１７７条、第１８９条及

び第２０２条において準用する場合を含

む。）、第１１５条第１項、第１３６条第１項

及び１５５条第１項（第１８９条において準

用する場合を含む。）並びに次項に規定する

ものを除く。）については、書面に代えて、当

該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供され
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るものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定地域密着型サービス事業者及び指定

地域密着型サービスの提供に当たる者は、交

付、説明、同意、承諾、締結その他これらに

類するもの（以下「交付等」という。）のうち、

この条例の規定において書面で行うことが

規定されている又は想定されるものについ

ては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書

面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気

的方法その他人の知覚によって認識するこ

とができない方法をいう。）によることがで

きる。 

   附 則    附 則 

第６条 平成１７年改正法附則第１０条第３

項の規定により指定地域密着型介護老人福

祉施設とみなされた指定介護老人福祉施設

（以下「みなし指定地域密着型介護老人福祉

施設」という。）であって、基準省令施行日の

前日において指定介護老人福祉施設の人員、

設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生

省令第３９号。以下「指定介護老人福祉施設

基準」という。）附則第４条第１項の規定の適

用を受けていたものに係る第１５２条第１

項第１号の規定の適用については、同号ア中

「４人以下」とあるのは「原則として４人」

と、同号イ中「１０．６５平方メートル」と

あるのは「収納設備等を除き、４．９５平方

メートル」とする。 

第６条 平成１７年改正法附則第１０条第３

項の規定により指定地域密着型介護老人福

祉施設とみなされた指定介護老人福祉施設

（以下「みなし指定地域密着型介護老人福祉

施設」という。）であって、基準省令施行日の

前日において指定介護老人福祉施設基準附

則第４条第１項の規定の適用を受けていた

ものに係る第１５２条第１項第１号の規定

の適用については、同号ア中「４人以下」と

あるのは「原則として４人」と、同号イ中「１

０．６５平方メートル」とあるのは「収納設

備等を除き、４．９５平方メートル」とする。

２ （略） ２ （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１

日から施行する。 
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議第９号 

美濃加茂市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び 

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための 

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

について 

美濃加茂市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和３年２月２４日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  

 （美濃加茂市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例（平成２４年美濃加茂市条例第３０号）の一部

を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第５条 単独型指定介護予防認知症対応型通

所介護（特別養護老人ホーム等（特別養護老

人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１

３３号）第２０条の５に規定する特別養護老

人ホームをいう。以下同じ。）、同法第２０条

の４に規定する養護老人ホーム、病院、診療

所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福

第５条 単独型指定介護予防認知症対応型通

所介護（特別養護老人ホーム等（特別養護老

人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１

３３号）第２０条の５に規定する特別養護老

人ホームをいう。以下同じ。）、同法第２０条

の４に規定する養護老人ホーム、病院、診療

所、介護老人保健施設、社会福祉施設又は特
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祉施設又は特定施設をいう。以下この項にお

いて同じ。）に併設されていない事業所にお

いて行われる指定介護予防認知症対応型通

所介護をいう。）の事業を行う者及び併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護（特別養

護老人ホーム等に併設されている事業所に

おいて行われる指定介護予防認知症対応型

通所介護をいう。）の事業を行う者（以下「単

独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「単独型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所」という。）ごとに置

くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

定施設をいう。以下この項において同じ。）に

併設されていない事業所において行われる

指定介護予防認知症対応型通所介護をい

う。）の事業を行う者及び併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護（特別養護老人ホー

ム等に併設されている事業所において行わ

れる指定介護予防認知症対応型通所介護を

いう。）の事業を行う者（以下「単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従

業者の員数は、次のとおりとする。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

（利用定員等） （利用定員等） 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の利用定員(当該共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護事業所におい

て同時に共用型指定介護予防認知症対応型

通所介護の提供を受けることができる利用

者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応型

共同生活介護事業所又は指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所においては共

同生活住居(第８条第２０項又は法第８条の

２第１５項に規定する共同生活を営むべき

住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特定施

設又は指定地域密着型介護老人福祉施設（ユ

ニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

（指定地域密着型サービス基準条例第１７

８条に規定するユニット型指定地域密着型

介護老人福祉施設をいう。以下この項におい

て同じ。）を除く。）においては施設ごとに１

日当たり３人以下とし、ユニット型指定地域

密着型介護老人福祉施設においてはユニッ

トごとに当該ユニット型指定地域密着型介

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の利用定員(当該共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護事業所におい

て同時に共用型指定介護予防認知症対応型

通所介護の提供を受けることができる利用

者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応

型共同生活介護事業所又は指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業所においては

共同生活住居(第８条第２０項又は法第８条

の２第１５項に規定する共同生活を営むべ

き住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特

定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施

設においては施設ごとに１日当たり３人以

下とする。 
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護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護の利用

者の数の合計が１日当たり１２人以下とな

る数とする。 

２ （略） ２ （略） 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第４４条 （略） 第４４条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各

項に定める人員に関する基準を満たす介護

予防小規模多機能型居宅介護従業者を置く

ほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関

する基準を満たす従業者を置いているとき

は、同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲

げる施設等の職務に従事することができる。

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各

項に定める人員に関する基準を満たす介護

予防小規模多機能型居宅介護従業者を置く

ほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関

する基準を満たす従業者を置いているとき

は、同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲

げる施設等の職務に従事することができる。

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所に中欄

に掲げる施

設等のいず

れかが併設

されている

場合 

指定認知症

対応型共同

生活介護事

業所、指定地

域密着型特

定施設、指定

地域密着型

介護老人福

祉施設、指定

介護療養型

医療施設（医

療法（昭和２

３年法律第

２０５号）第

７条第２項

第４号に規

定する療養

病床を有す

る診療所で

介護職員 当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所に中欄

に掲げる施

設等のいず

れかが併設

されている

場合 

指定認知症

対応型共同

生活介護事

業所、指定地

域密着型特

定施設、指定

地域密着型

介護老人福

祉施設又は

指定介護療

養型医療施

設（医療法

（昭和２３

年法律第２

０５号）第７

条第２項第

４号に規定

する療養病

床を有する

介護職員 
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あるものに

限る。）又は

介護医療院 

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所の同一

敷地内に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかがあ

る場合 

前項中欄に

掲げる施設

等、指定居宅

サービスの

事業を行う

事業所、指定

定期巡回・随

時対応型訪

問介護看護

事業所、指定

地域密着型

通所介護事

業所、指定認

知症対応型

通所介護事

業所、指定介

護老人福祉

施設又は介

護老人保健

施設 

看護師又は

准看護師 

診療所であ

るものに限

る。） 

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所の同一

敷地内に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかがあ

る場合 

前項中欄に

掲げる施設

等、指定居宅

サービスの

事業を行う

事業所、指定

定期巡回・随

時対応型訪

問介護看護

事業所、指定

認知症対応

型通所介護

事業所、指定

介護老人福

祉施設又は

介護老人保

健施設 

看護師又は

准看護師 

７～１３ （略） ７～１３ （略） 

（管理者） （管理者） 

第４５条 （略） 第４５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター（老人福祉法第２

０条の２の２に規定する老人デイサービス

センターをいう。以下同じ。）、介護老人保健

施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生

活介護事業所、指定複合型サービス事業所

（指定地域密着型サービス基準条例第１９

１条第１０項に規定する指定複合型サービ

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター（老人福祉法第２

０条の２の２に規定する老人デイサービス

センターをいう。以下同じ。）、介護老人保健

施設、指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定複合型サービス事業所（指定地域密

着型サービス基準条例第１９１条第１０項

に規定する指定複合型サービス事業所をい
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ス事業所をいう。次条において同じ。）、指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等

の従業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は

法第８条第２項に規定する政令で定める者

をいう。次条、第７２条第２項及び第７３条

において同じ。）として３年以上認知症であ

る者の介護に従事した経験を有する者であ

って、別に厚生労働大臣が定める研修を修了

しているものでなければならない。 

う。次条において同じ。）、指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は

訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第２

項に規定する政令で定める者をいう。次条、

第７２条第２項及び第７３条において同

じ。）として３年以上認知症である者の介護

に従事した経験を有する者であって、別に厚

生労働大臣が定める研修を修了しているも

のでなければならない。 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者の代表者） 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者の代表者） 

第４６条 指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者の代表者は、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター、介護老人保

健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同

生活介護事業所、指定複合型サービス事業

所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所等の従業者若しくは訪問介護員等とし

て認知症である者の介護に従事した経験を

有する者又は保健医療サービス若しくは福

祉サービスの経営に携わった経験を有する

者であって、別に厚生労働大臣が定める研修

を修了しているものでなければならない 

第４６条 指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者の代表者は、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター、介護老人保

健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定複合型サービス事業所、指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業

者若しくは訪問介護員等として認知症であ

る者の介護に従事した経験を有する者又は

保健医療サービス若しくは福祉サービスの

経営に携わった経験を有する者であって、別

に厚生労働大臣が定める研修を修了してい

るものでなければならない 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第６０条 （略） 第６０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者は、サービスの提供体制の確保、夜間に

おける緊急時の対応等のため、介護老人福祉

施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院

等との間の連携及び支援の体制を整えなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者は、サービスの提供体制の確保、夜間に

おける緊急時の対応等のため、介護老人福祉

施設、介護老人保健施設、病院等との間の連

携及び支援の体制を整えなければならない。

（管理者） （管理者） 

第７２条 （略） 第７２条 （略） 
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２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護

予防認知症対応型共同生活介護を提供する

ために必要な知識及び経験を有し、特別養護

老人ホーム、老人デイサービスセンター、介

護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対

応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪

問介護員等として、３年以上認知症である者

の介護に従事した経験を有する者であって、

別に厚生労働大臣が定める研修を修了して

いるものでなければならない。 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護

予防認知症対応型共同生活介護を提供する

ために必要な知識及び経験を有し、特別養護

老人ホーム、老人デイサービスセンター、介

護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活

介護事業所等の従業者又は訪問介護員等と

して、３年以上認知症である者の介護に従事

した経験を有する者であって、別に厚生労働

大臣が定める研修を修了しているものでな

ければならない。 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者の代表者） 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者の代表者） 

第７３条 指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター、介護老人保

健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同

生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介

護員等として、認知症である者の介護に従事

した経験を有する者又は保健医療サービス

若しくは福祉サービスの提供を行う事業の

経営に携わった経験を有する者であって、別

に厚生労働大臣が定める研修を修了してい

るものでなければならない。 

第７３条 指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター、介護老人保

健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業

所等の従業者若しくは訪問介護員等として、

認知症である者の介護に従事した経験を有

する者又は保健医療サービス若しくは福祉

サービスの提供を行う事業の経営に携わっ

た経験を有する者であって、別に厚生労働大

臣が定める研修を修了しているものでなけ

ればならない。 

（身体拘束の禁止） （身体拘束の禁止） 

第７８条 （略） 第７８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護従業

者その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を
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整備すること。 

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第８３条 （略） 第８３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間

における緊急時の対応等のため、介護老人福

祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病

院等との間の連携及び支援の体制を整えな

ければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間

における緊急時の対応等のため、介護老人福

祉施設、介護老人保健施設、病院等との間の

連携及び支援の体制を整えなければならな

い。 

（準用） （準用） 

第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第

１５条、第２３条、第２４条、第２６条、第

３１条から第３４条まで、第３６条、第３７

条（第４項を除く。）、第３８条、第３９条（第

５項を除く。）、第５６条、第５９条及び第６

１条の規定は、指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の事業について準用する。この場

合において、第１１条第１項中「第２７条に

規定する運営規程」とあるのは「第８０条に

規定する重要事項に関する規程」と、「介護予

防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは

「介護従業者」と、第２６条第２項中「この

節」とあるのは「第４章第４節」と、第３２

条中「介護予防認知症対応型通所介護従業

者」とあるのは「介護従業者」と、第３９条

第１項中「介護予防認知症対応型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「介護予

防認知症対応型共同生活介護について知見

を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」

と、第５６条中「介護予防小規模多機能型居

宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、

第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第

１５条、第２３条、第２４条、第２６条、第

３１条から第３４条まで、第３６条、第３７

条（第４項を除く。）、第３８条、第３９条、

第５６条、第５９条及び第６１条の規定は、

指定介護予防認知症対応型共同生活介護の

事業について準用する。この場合において、

第１１条第１項中「第２７条に規定する運営

規程」とあるのは「第８０条に規定する重要

事項に関する規程」と、「介護予防認知症対応

型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第２６条第２項中「この節」とあるのは

「第４章第４節」と、第３２条中「介護予防

認知症対応型通所介護従業者」とあるのは

「介護従業者」と、第３９条第１項中「介護

予防認知症対応型通所介護について知見を

有する者」とあるのは「介護予防認知症対応

型共同生活介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「２月」と、第５６条

中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業

者」とあるのは「介護従業者」と、第５９条
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第５９条中「指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業者」とあるのは「指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業者」と読み替え

るものとする。 

中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業者」と読み替えるものと

する。 

第２条 美濃加茂市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章～第４章 （略） 第１章～第４章 （略） 

第５章 雑則（第９１条） 

附則 附則 

（指定地域密着型介護予防サービスの事業

の一般原則） 

（指定地域密着型介護予防サービスの事業

の一般原則） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定地域密着型介護予防サービス事業者

は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のた

め、必要な体制の整備を行うとともに、その

従業者に対し、研修を実施する等の措置を講

じなければならない。 

４ 指定地域密着型介護予防サービス事業者

は、指定地域密着型介護予防サービスを提供

するに当たっては、法１１８条の２第１項に

規定する介護保険等関連情報その他必要な

情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努め

なければならない。 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第８条 指定認知症対応型共同生活介護事業所

（指定地域密着型サービス基準条例第１１０

条第１項に規定する指定認知症対応型共同生

活介護事業所をいう。以下同じ。）若しくは指

定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

（第７１条第１項に規定する指定介護予防認

第８条 指定認知症対応型共同生活介護事業所

（指定地域密着型サービス基準条例第１１０

条第１項に規定する指定認知症対応型共同生

活介護事業所をいう。以下同じ。）若しくは指

定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

（第７１条第１項に規定する指定介護予防認
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知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条

第１項において同じ。）の居間若しくは食堂又

は指定地域密着型特定施設（指定地域密着型

サービス基準条例第１２９条第１項に規定す

る指定地域密着型特定施設をいう。次条第１

項及び第４４条第６項において同じ。）若しく

は指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地

域密着型サービス基準条例第１５０条第１項

に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設

をいう。次条第１項及び第４４条第６項にお

いて同じ。）の食堂若しくは共同生活室におい

て、これらの事業所又は施設（第１０条第１項

において「本体事業所等」という。）の利用者、

入居者又は入所者とともに行う指定介護予防

認知症対応型通所介護（以下「共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護」という。）の事業

を行う者（以下「共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者」という。）が当該事業を

行う事業所（以下「共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所」という。）に置くべき

従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は

当該入所者の数と当該共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護の利用者（当該共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共

用型指定認知症対応型通所介護事業者（指定

地域密着型サービス基準条例第６４条第１項

に規定する共用型指定認知症対応型通所介護

事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受

け、かつ、共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所

介護（同項に規定する共用型指定認知症対応

型通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されている

場合にあっては、当該事業所における共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護又は共用

型指定認知症対応型通所介護の利用者。次条

知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条

第１項において同じ。）の居間若しくは食堂又

は指定地域密着型特定施設（指定地域密着型

サービス基準条例第１２９条第１項に規定す

る指定地域密着型特定施設をいう。次条第１

項及び第４４条第６項において同じ。）若しく

は指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地

域密着型サービス基準条例第１５０条第１項

に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設

をいう。次条第１項及び第４４条第６項にお

いて同じ。）の食堂若しくは共同生活室におい

て、これらの事業所又は施設の利用者、入居

者又は入所者とともに行う指定介護予防認知

症対応型通所介護（以下「共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護」という。）の事業を

行う者（以下「共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者」という。）が当該事業を

行う事業所（以下「共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所」という。）に置くべ

き従業者の員数は、当該利用者、当該入居者

又は当該入所者の数と当該共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護の利用者（当該共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

が共用型指定認知症対応型通所介護事業者

（指定地域密着型サービス基準条例第６４条

第１項に規定する共用型指定認知症対応型通

所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併

せて受け、かつ、共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対

応型通所介護（同項に規定する共用型指定認

知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事

業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合にあっては、当該事業所におけ

る共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

又は共用型指定認知症対応型通所介護の利用

者。次条第１項において同じ。）の数を合計し
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第１項において同じ。）の数を合計した数につ

いて、第７１条又は指定地域密着型サービス

基準条例第１１０条、第１３０条若しくは第

１５１条の規定を満たすために必要な数以上

とする。 

た数について、第７１条又は指定地域密着型

サービス基準条例第１１０条、第１３０条若

しくは第１５１条の規定を満たすために必要

な数以上とする。 

２ （略） ２ （略） 

（利用定員等） （利用定員等） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者は、指定居宅サービス（法第４１条

第１項に規定する指定居宅サービスをい

う。）、指定地域密着型サービス（法第４２条

の２第１項に規定する指定地域密着型サー

ビスをいう。）、指定居宅介護支援（法第４６

条第１項に規定する指定居宅介護支援をい

う。）、指定介護予防サービス（法第５３条第

１項に規定する指定介護予防サービスをい

う。）、指定地域密着型介護予防サービス若し

くは指定介護予防支援（法第５８条第１項に

規定する指定介護予防支援をいう。）の事業

又は介護保険施設（法第８条第２５項に規定

する介護保険施設をいう。）若しくは指定介

護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改

正する法律（平成１８年法律第８３号）附則

第１３０条の２第１項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされた同法第２６条

の規定による改正前の法第４８条第１項第

３号に規定する指定介護療養型医療施設を

いう。第４４条第６項において同じ。）の運営

（同条第７項及び第７１条第９項において

「指定居宅サービス事業等」という。）につい

て３年以上の経験を有する者でなければな

らない。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者は、指定居宅サービス（法第４１条

第１項に規定する指定居宅サービスをい

う。）、指定地域密着型サービス（法第４２条

の２第１項に規定する指定地域密着型サービ

スをいう。）、指定居宅介護支援（法第４６条

第１項に規定する指定居宅介護支援をい

う。）、指定介護予防サービス（法第５３条第

１項に規定する指定介護予防サービスをい

う。）、指定地域密着型介護予防サービス若し

くは指定介護予防支援（法第５８条第１項に

規定する指定介護予防支援をいう。）の事業又

は介護保険施設（法第８条第２５項に規定す

る介護保険施設をいう。）若しくは指定介護療

養型医療施設（健康保険法等の一部を改正す

る法律（平成１８年法律第８３号）附則第１

３０条の２第１項の規定によりなおその効力

を有するものとされた同法第２６条の規定に

よる改正前の法第４８条第１項第３号に規定

する指定介護療養型医療施設をいう。第４４

条第６項において同じ。）の運営（同条第７項

において「指定居宅サービス事業等」という。）

について３年以上の経験を有する者でなけれ

ばならない。 

 （管理者）  （管理者） 

第１０条 共用型指定介護予防認知症対応型 第１０条 共用型指定介護予防認知症対応型
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通所介護事業者は、共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、当該管理者は、共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業所の

管理上支障がない場合は、当該共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護事業所の他の

職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事

業所、施設等の職務に従事することができる

ものとする。なお、共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所の管理上支障がな

い場合は、当該共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所の他の職務に従事し、か

つ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職

務に従事することとしても差し支えない。 

通所介護事業者は、共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、当該管理者は、共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業所の

管理上支障がない場合は、当該共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護事業所の他の

職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事

業所、施設等の職務に従事することができる

ものとする。 

２ （略） ２ （略） 

 （運営規程）  （運営規程） 

第２７条 指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程(以下この章

において「運営規程」という。)を定めておか

なければならない。 

第２７条 指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程(以下この章

において「運営規程」という。)を定めておか

なければならない。 

 (1)～(9) （略） (1)～(9) （略） 

 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (11) （略）  (10) （略） 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第２８条 （略） 第２８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者

の資質の向上のために、その研修の機会を確

保しなければならない。その際、当該指定介

護予防認知症対応型通所介護事業者は、全て

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者

の資質の向上のために、その研修の機会を確

保しなければならない。 
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の介護予防認知症対応型通所介護従業者（看

護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門

員、法第８条第２項に規定する政令で定める

者等の資格を有する者その他これに類する

者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的

な研修を受講させるために必要な措置を講

じなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、適切な指定介護予防認知症対応型通所

介護の提供を確保する観点から、職場におい

て行われる性的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって業務上必要かつ相

当な範囲を超えたものにより介護予防認知

症対応型通所介護従業者の就業環境が害さ

れることを防止するための方針の明確化等

の必要な措置を講じなければならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

第２８条の２ 指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者は、感染症や非常災害の発生時

において、利用者に対する指定介護予防認知

症対応型通所介護の提供を継続的に実施す

るための、及び非常時の体制で早期の業務再

開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し、当該業務継続計画に従い

必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者

に対し、業務継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し

なければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、定期的に業務継続計画の見直しを行

い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う

ものとする。 

（定員の遵守）  （定員の遵守） 
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第２９条 （略） 第２９条 （略） 

（非常災害対策）  （非常災害対策） 

第３０条 （略） 第３０条 （略） 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、前項に規定する訓練の実施に当たっ

て、地域住民の参加が得られるよう連携に努

めなければならない。 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第３１条 （略） 第３１条 （略） 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所において感染症が発生し、又はまん

延しないように、次の各号に掲げる措置を講

じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所において感染症が発生し、又はまん

延しないように必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。 

 (1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所における感染症の予防及びまん延

の防止のための対策を検討する委員会（テ

レビ電話装置その他の情報通信機器（以下

「テレビ電話装置等」という。）を活用して

行うことができるものとする。）をおおむね

６月に１回以上開催するとともに、その結

果について、介護予防認知症対応型通所介

護従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所における感染症の予防及びまん延

の防止のための指針を整備すること。 

 (3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所において、介護予防認知症対応型

通所介護従業者に対し、感染症の予防及び

まん延の防止のための研修及び訓練を定期

的に実施すること。 

 （掲示）  （掲示） 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業
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者は、前項に規定する事項を記載した書面を

当該指定介護予防認知症対応型通所介護事

業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係

者に自由に閲覧させることにより、同項の規

定による掲示に代えることができる。 

 （事故発生時の対応）  （事故発生時の対応） 

第３７条 （略） 第３７条 （略） 

（虐待の防止） 

第３７条の２ 指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者は、虐待の発生又はその再発を

防止するため、次の各号に掲げる措置を講じ

なければならない。 

 (1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所における虐待の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて、介護予防認知症対応型通所介護従

業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所における虐待の防止のための指

針を整備すること。 

 (3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所において、介護予防認知症対応型

通所介護従業者に対し、虐待の防止のため

の研修を定期的に実施すること。 

 (4) 前３号掲げる措置を適切に実施するた

めの担当者を置くこと。 

 （会計の区分）  （会計の区分） 

第３８条 （略） 第３８条 （略） 

 （地域との連携等）  （地域との連携等） 

第３９条 指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所

介護の提供に当たっては、利用者、利用者の

第３９条 指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所

介護の提供に当たっては、利用者、利用者の
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家族、地域住民の代表者、指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所が所在する市町村

の職員又は当該指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所が所在する区域を管轄する

法第１１５条の４６第１項に規定する地域

包括支援センターの職員、介護予防認知症対

応型通所介護について知見を有する者等に

より構成される協議会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。ただ

し、利用者又はその家族（以下この項及び第

４９条において「利用者等」という。）が参加

する場合にあっては、テレビ電話装置等の活

用について当該利用者等の同意を得なけれ

ばならない。（以下この項において「運営推進

会議」という。）を設置し、おおむね６月に１

回以上、運営推進会議に対し指定介護予防認

知症対応型通所介護の活動状況を報告し、運

営推進会議による評価を受けるとともに、運

営推進会議から必要な要望、助言等を聞く機

会を設けなければならない。 

家族、地域住民の代表者、指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所が所在する市町村

の職員又は当該指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所が所在する区域を管轄する

法第１１５条の４６第１項に規定する地域

包括支援センターの職員、介護予防認知症対

応型通所介護について知見を有する者等に

より構成される協議会（以下この項において

「運営推進会議」という。）を設置し、おおむ

ね６月に１回以上、運営推進会議に対し指定

介護予防認知症対応型通所介護の活動状況

を報告し、運営推進会議による評価を受ける

とともに、運営推進会議から必要な要望、助

言等を聞く機会を設けなければならない。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

 （従業者の員数等）  （従業者の員数等） 

第４４条 （略） 第４４条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各

項に定める人員に関する基準を満たす介護

予防小規模多機能型居宅介護従業者を置く

ほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関

する基準を満たす従業者を置いているとき

は、同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲

げる施設等の職務に従事することができる。

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各

項に定める人員に関する基準を満たす介護

予防小規模多機能型居宅介護従業者を置く

ほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関

する基準を満たす従業者を置いているとき

は、同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲

げる施設等の職務に従事することができる。
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当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所に中欄

に掲げる施

設等のいず

れかが併設

されている

場合 

指定認知症

対応型共同

生活介護事

業所、指定地

域密着型特

定施設、指定

地域密着型

介護老人福

祉施設、指定

介護老人福

祉施設、介護

老人保健施

設、指定介護

療養型医療

施設（医療法

（昭和２３

年法律第２

０５号）第７

条第２項第

４号に規定

する療養病

床を有する

診療所であ

るものに限

る。）又は介

護医療院 

介護職員 

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所の同一

敷地内に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかがあ

る場合 

前項中欄に

掲げる施設

等、指定居宅

サービスの

事業を行う

事業所、指定

定期巡回・随

時対応型訪

問介護看護

事業所、指定

看護師又は

准看護師 

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所に中欄

に掲げる施

設等のいず

れかが併設

されている

場合 

指定認知症

対応型共同

生活介護事

業所、指定地

域密着型特

定施設、指定

地域密着型

介護老人福

祉施設、指定

介護療養型

医療施設（医

療法（昭和２

３年法律第

２０５号）第

７条第２項

第４号に規

定する療養

病床を有す

る診療所で

あるものに

限る。）又は

介護医療院 

介護職員 

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所の同一

敷地内に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかがあ

る場合 

前項中欄に

掲げる施設

等、指定居宅

サービスの

事業を行う

事業所、指定

定期巡回・随

時対応型訪

問介護看護

事業所、指定

看護師又は

准看護師 
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地域密着型

通所介護事

業所又は指

定認知症対

応型通所介

護事業所 

地域密着型

通所介護事

業所、指定認

知症対応型

通所介護事

業所、指定介

護老人福祉

施設又は介

護老人保健

施設 

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所であって、指定居宅サービス事業等その

他の保健医療又は福祉に関する事業につい

て３年以上の経験を有する指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護

小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密

着型サービス基準条例第１９１条第１項に

規定する指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者をいう。）により設置される当該指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以

外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所（同項に規定する指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所をいう。）であって当

該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所に対して指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下

この章において「本体事業所」という。）との

密接な連携の下に運営されるものをいう。以

下同じ。）に置くべき訪問サービスの提供に

当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従

業者については、本体事業所の職員により当

該サテライト型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所であって、指定居宅サービス事業等その

他の保健医療又は福祉に関する事業につい

て３年以上の経験を有する指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護

小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密

着型サービス基準条例第１９１条第１項に

規定する指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者をいう。）により設置される当該指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以

外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所（同項に規定する指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所をいう。）であって当

該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所に対して指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下

「本体事業所」という。）との密接な連携の下

に運営されるものをいう。以下同じ。）に置く

べき訪問サービスの提供に当たる介護予防

小規模多機能型居宅介護従業者については、

本体事業所の職員により当該サテライト型

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所の登録者の処遇が適切に行われると認め
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行われると認められるときは、１人以上とす

ることができる。 

られるときは、１人以上とすることができ

る。 

８～１３ （略） ８～１３ （略） 

（管理者）  （管理者） 

第４５条 （略） 第４５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター（老人福祉法第２

０条の２の２に規定する老人デイサービス

センターをいう。以下同じ。）、介護老人保健

施設、介護医療院、指定認知症対応型共同 

生活介護事業所、指定複合型サービス事業所

（指定地域密着型サービス基準条例第１９

１条第１０項に規定する指定複合型サービ

ス事業所をいう。次条において同じ。）、指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等

の従業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は

法第８条第２項に規定する政令で定める者

をいう。次条、第７２条第３項及び第７３条

において同じ。）として３年以上認知症であ

る者の介護に従事した経験を有する者であ

って、別に厚生労働大臣が定める研修を修了

しているものでなければならない 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター（老人福祉法第２

０条の２の２に規定する老人デイサービス

センターをいう。以下同じ。）、介護老人保健

施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生

活介護事業所、指定複合型サービス事業所

（指定地域密着型サービス基準条例第１９

１条第１０項に規定する指定複合型サービ

ス事業所をいう。次条において同じ。）、指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等

の従業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は

法第８条第２項に規定する政令で定める者

をいう。次条、第７２条第２項及び第７３条

において同じ。）として３年以上認知症であ

る者の介護に従事した経験を有する者であ

って、別に厚生労働大臣が定める研修を修了

しているものでなければならない 

 （心身の状況等の把握）  （心身の状況等の把握） 

第４９条 指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門

員（第４４条第１２項の規定により、介護支

援専門員を配置していないサテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

にあっては、本体事業所の介護支援専門員。

以下この条及び第６７条において同じ。）が

開催するサービス担当者会議（介護支援専門

員が指定介護予防サービス等の利用に係る

計画の作成のために指定介護予防サービス

第４９条 指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門

員（第４４条第１２項の規定により、介護支

援専門員を配置していないサテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

にあっては、本体事業所の介護支援専門員。

以下この条及び第６７条において同じ。）が

開催するサービス担当者会議（介護支援専門

員が指定介護予防サービス等の利用に係る

計画の作成のために指定介護予防サービス
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等の利用に係る計画の原案に位置付けた指

定介護予防サービス等の担当者を招集して

行う会議（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。ただし、利用者等

が参加する場合にあっては、テレビ電話装置

等の活用について当該利用者等の同意を得

なければならない。）をいう。）等を通じて、

利用者の心身の状況、その置かれている環

境、他の保健医療サービス又は福祉サービス

の利用状況等の把握に努めなければならな

い。 

等の利用に係る計画の原案に位置付けた指

定介護予防サービス等の担当者を招集して

行う会議をいう。）等を通じて、利用者の心身

の状況、その置かれている環境、他の保健医

療サービス又は福祉サービスの利用状況等

の把握に努めなければならない。 

（運営規程） （運営規程） 

第５７条 指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する規程を定め

ておかなければならない。 

第５７条 指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する規程を定め

ておかなければならない。 

 (1)～(9) （略） (1)～(9) （略） 

 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (11) （略）  (10) （略） 

 （定員の遵守）  （定員の遵守） 

第５８条 （略） 第５８条 （略） 

２ 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域そ

の他これに類する地域において、地域の実情

により当該地域における指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の効率的運営に必要で

あると市が認めた場合は、指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者は、市が認めた日

から市介護保険事業計画（法第１１７条第１

項に規定する市町村介護保険事業計画をい

う。以下この項において同じ。）の終期まで

（市が次期の市介護保険事業計画を作成す

るに当たって、新規に代替サービスを整備す

るよりも既存の指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所を活用することがより効

- 163  -



率的であると認めた場合にあっては、次期の

市介護保険事業計画の終期まで）に限り、登

録定員並びに通いサービス及び宿泊サービ

スの利用定員を超えて指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の提供を行うことができ

る。 

（準用）  （準用） 

第６５条 第１１条から第１５条まで、第２１

条、第２３条、第２４条、第２６条、第２８

条、第２８条の２、第３１条から第３９条ま

で（第３７条第４項を除く。）の規定は、指定

介護予防小規模多機能型居宅介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第１１

条第１項中「第２７条に規定する運営規程」

とあるのは「第５７条に規定する重要事項に

関する規程」と、同項、第２８条第３項及び

第４項、第２８条の２第２項、第３１条第２

項第１号及び第３号、第３２条第１項並びに

第３７条の２第１号及び第３号中「介護予防

認知症対応型通所介護従業者」とあるのは

「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」

と、第２６条第２項中「この節」とあるのは

「第３章第４節」と、第３９条第１項中「介

護予防認知症対応型通所介護について知見

を有する者」とあるのは「介護予防小規模多

機能型居宅介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動状

況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サー

ビスの提供回数等の活動状況」と読み替える

ものとする。 

第６５条 第１１条から第１５条まで、第２１

条、第２３条、第２４条、第２６条、第２８

条、第３１条から第３６条まで、第３７条（第

４項を除く。）から第３９条までの規定は、指

定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業

について準用する。この場合において、第１

１条第１項中「第２７条に規定する運営規

程」とあるのは「第５７条に規定する重要事

項に関する規程」と、「介護予防認知症対応型

通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者」と、第２６条第

２項中「この節」とあるのは「第３章第４節」

と、第２８条第３項及び第３２条中「介護予

防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは

「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」

と、第３９条第１項中「介護予防認知症対応

型通所介護について知見を有する者」とある

のは「介護予防小規模多機能型居宅介護につ

いて知見を有する者」と、「６月」とあるのは

「２月」と、「活動状況」とあるのは「通いサ

ービス及び宿泊サービスの提供回数等の活

動状況」と読み替えるものとする。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第７１条 指定介護予防認知症対応型共同生

活介護の事業を行う者（以下「指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予

防認知症対応型共同生活介護事業所」とい

第７１条 指定介護予防認知症対応型共同生

活介護の事業を行う者（以下「指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予

防認知症対応型共同生活介護事業所」とい
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う。）ごとに置くべき指定介護予防認知症対

応型共同生活介護の提供に当たる従業者（以

下「介護従業者」という。）の員数は、事業所

を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深

夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の提供に当たる介

護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活

住居の利用者（当該指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業者が指定認知症対応型

共同生活介護事業者（指定地域密着型サービ

ス基準条例第１１０条第１項に規定する指

定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。

以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定

介護予防認知症対応型共同生活介護の事業

と指定認知症対応型共同生活介護（指定地域

密着型サービス基準条例第１０９条に規定

する指定認知症対応型共同生活介護をいう。

以下同じ。）の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合にあっては、

当該事業所における指定介護予防認知症対

応型共同生活介護又は指定認知症対応型共

同生活介護の利用者。以下この条及び第７４

条において同じ。）の数が３又はその端数を

増すごとに１以上とするほか、夜間及び深夜

の時間帯を通じて１以上の介護従業者に夜

間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に

行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。以

下この項において同じ。）を行わせるために

必要な数以上とする。ただし、当該指定介護

予防認知症対応型共同生活介護事業所の有

する共同生活住居の数が３である場合にお

いて、当該共同生活住居がすべて同一の階に

おいて隣接し、介護従業者が円滑な利用者の

状況把握及び速やかな対応を行うことが可

能な構造である場合であって、当該指定介護

予防認知症対応型共同生活介護事業者によ

う。）ごとに置くべき指定介護予防認知症対

応型共同生活介護の提供に当たる従業者（以

下「介護従業者」という。）の員数は、事業所

を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深

夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の提供に当たる介

護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活

住居の利用者（当該指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業者が指定認知症対応型

共同生活介護事業者（指定地域密着型サービ

ス基準条例第１１０条第１項に規定する指

定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。

以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定

介護予防認知症対応型共同生活介護の事業

と指定認知症対応型共同生活介護（指定地域

密着型サービス基準条例第１０９条に規定

する指定認知症対応型共同生活介護をいう。

以下同じ。）の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合にあっては、

当該事業所における指定介護予防認知症対

応型共同生活介護又は指定認知症対応型共

同生活介護の利用者。以下この条及び第７４

条において同じ。）の数が３又はその端数を

増すごとに１以上とするほか、夜間及び深夜

の時間帯を通じて１以上の介護従業者に夜

間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に

行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。）

を行わせるために必要な数以上とする。 
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る安全対策が講じられ、利用者の安全性が確

保されていると認められるときは、夜間及び

深夜の時間帯に指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従

業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じ

て２以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤

務を行わせるために必要な数以上とするこ

とができる。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所ごとに、保健医療サービス又は

福祉サービスの利用に係る計画の作成に関

し知識及び経験を有する者であって介護予

防認知症対応型共同生活介護計画の作成を

担当させるのに適当と認められるものを専

らその職務に従事する計画作成担当者とし

なければならない。ただし、当該計画作成者

は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業所における他の職務に従事することがで

きるものとする。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、共同生活住居ごとに、保健医療サ

ービス又は福祉サービスの利用に係る計画

の作成に関し知識及び経験を有する者であ

って介護予防認知症対応型共同生活介護計

画の作成を担当させるのに適当と認められ

るものを専らその職務に従事する計画作成

担当者としなければならない。ただし、当該

計画作成者は、利用者の処遇に支障がない場

合は、当該共同生活住居における他の職務に

従事することができるものとする。 

６～８ （略） ６～８ （略） 

９ 第７項本文の規定にかかわらず、サテライ

ト型指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業所（指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所であって、指定居宅サービス事

業等その他の保険医療又は福祉に関する事

業について３年以上の経験を有する指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業者に

より設置される該当指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所以外の指定介護予

防認知症対応型共同生活介護事業所であっ

て当該指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業所に対して指定介護予防認知症対

応型共同生活介護の提供に係る支援を行う
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もの（以下この章において「本体事業所」と

いう。）との密接な連携の下に運営されるも

のをいう。以下同じ。）については、介護支援

専門員である計画作成担当者に代えて、第６

項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了

している者を置くことができる。 

１０・１１ （略） ９・１０ （略） 

（管理者） （管理者） 

第７２条 （略） 第７２条 （略） 

２ 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住

居の管理上支障がない場合は、サテライト型

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

所における共同生活住居の管理者は、本体事

業所における共同生活住居の管理者をもって

充てることができる。 

３ (略) ２ （略） 

（設備） （設備） 

第７４条 指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所は、共同生活住居を有するもの

とし、その数は１以上３以下（サテライト型

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業所にあっては、１又は２）とする。 

第７４条 指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所は、共同生活住居を有するもの

とし、その数は１又は２とする。ただし、指

定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

所に係る用地の確保が困難であることその

他地域の実情により指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所の効率的運営に必

要と認められる場合は、一の事業所における

共同生活住居の数を３とすることができる。

２～７ （略） ２～７ （略） 

（身体的拘束等の禁止）  （身体的拘束等の禁止） 

第７８条 （略） 第７８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 
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(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を３

か月に１回以上開催するとともに、その結

果について、介護従業者その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会を３か月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護従

業者その他の従業者に周知徹底を図るこ

と。 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

（管理者による管理） （管理者による管理） 

第７９条 共同生活住居の管理者は、同時に介

護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密

着型サービス、指定介護予防サービス若しく

は地域密着型介護予防サービス（サテライト

型指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所の場合は、本体事業所が提供する指定

介護予防認知症対応型共同生活介護を除

く。）の事業を行う事業所、病院、診療所又は

社会福祉施設を管理する者であってはなら

ない。ただし、これらの事業所、施設等が同

一敷地内にあること等により当該共同生活

住居の管理上支障がない場合は、この限りで

ない。 

第７９条 共同生活住居の管理者は、同時に介

護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密

着型サービス、指定介護予防サービス若しく

は地域密着型介護予防サービスの事業を行

う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を

管理する者であってはならない。ただし、こ

れらの事業所、施設等が同一敷地内にあるこ

と等により当該共同生活住居の管理上支障

がない場合は、この限りでない。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第８０条 指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に

掲げる事業の運営についての重要事項に関

する規程を定めておかなければならない。 

第８０条 指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に

掲げる事業の運営についての重要事項に関

する規程を定めておかなければならない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(8) （略） (7) （略） 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第８１条 （略） 第８１条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、介護従業者の資質の向上のため

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、介護従業者の資質の向上のため

- 168  -



に、その研修の機会を確保しなければならな

い。その際、当該指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、全ての介護従業者

（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援

専門員、法第８条第２項に規定する政令で定

める者等の資格を有する者その他これに類

する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基

礎的な研修を受講させるために必要な措置

を講じなければならない。 

に、その研修の機会を確保しなければならな

い。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、適切な指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の提供を確保する観点から、職

場において行われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であって業務上必

要かつ相当な範囲を超えたものにより介護

従業者の就業環境が害されることを防止す

るための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。 

 （準用）  （準用） 

第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第

１５条、第２３条、第２４条、第２６条、第

２８条の２、第３１条から第３４条まで、第

３６条から第３９条まで（第３７条第４項及

び第３９条第５項を除く。）、第５６条、第５

９条及び第６１条の規定は、指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の事業について準

用する。この場合において、第１１条第１項

中「第２７条に規定する運営規程」とあるの

は「第８０条に規定する重要事項に関する規

程」と、同項、第２８条の２第２項、第３１

条第２項第１号及び第３号、第３２条第１項

並びに第３７条の２第１号及び第３号中「介

護予防認知症対応型通所介護従業者」とある

のは「介護従業者」と、第２６条第２項中「こ

の節」とあるのは「第４章第４節」と、第３

９条第１項中「介護予防認知症対応型通所介

第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第

１５条、第２３条、第２４条、第２６条、第

３１条から第３４条まで、第３６条、第３７

条(第４項を除く。)、第３８条、第３９条（第

５項を除く。）、第５６条、第５９条及び第６

１条の規定は、指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の事業について準用する。この場

合において、第１１条第１項中「第２７条に

規定する運営規程」とあるのは「第８０条に

規定する重要事項に関する規程」と、「介護予

防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは

「介護従業者」と、第２６条第２項中「この

節」とあるのは「第４章第４節」と、第３２

条中「介護予防認知症対応型通所介護従業

者」とあるのは「介護従業者」と、第３９条

第１項中「介護予防認知症対応型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「介護予
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護について知見を有する者」とあるのは「介

護予防認知症対応型共同生活介護について

知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２

月」と、第５６条中「介護予防小規模多機能

型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第５９条中「指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護予

防認知症対応型共同生活介護事業者」と読み

替えるものとする。 

防認知症対応型共同生活介護について知見

を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」

と、第５６条中「介護予防小規模多機能型居

宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、

第５９条中「指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業者」とあるのは「指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業者」と読み替え

るものとする。 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護

の基本取扱方針） 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護

の基本取扱方針） 

第８７条 （略） 第８７条 （略） 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、自らその提供する指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の質の評価を行う

とともに、定期的に次に掲げるいずれかの評

価を受けて、それらの結果を公表し、常にそ

の改善を図らなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、自らその提供する指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の質の評価を行う

とともに、定期的に外部の者による評価を受

けて、それらの結果を公表し、常にその改善

を図らなければならない。 

(1) 外部の者による評価 

(2) 前条において準用する第３９条第１項

に規定する運営推進会議における評価 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（社会生活上の便宜の提供等） （社会生活上の便宜の提供等） 

第９０条 （略） 第９０条 （略） 

第５章 雑則 

  （電磁的記録等） 

第９１条 指定地域密着型介護予防サービス

事業者及び指定地域密着型介護予防サービ

スの提供に当たる者は、作成、保存その他こ

れらに類するもののうち、この条例の規定に

おいて書面（書面、書類、文章、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知

覚によって認識することができる情報が記

載された紙その他の有体物をいう。以下この
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条において同じ。）で行うことが規定されて

いる又は想定されるもの（第１４条第１項

（第６５条及び第８６条において準用する

場合を含む。）及び第７６条第１項並びに次

項に規定するものを除く。）については、書面

に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。）により行うこと

ができる。 

２ 指定地域密着型介護予防サービス事業者

及び指定地域密着型介護予防サービスの提

供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾そ

の他これらに類するもの（以下「交付等」と

いう。）のうち、この条例の規定において書

面で行うことが規定されている又は想定さ

れるものについては、当該交付等の相手方の

承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電

子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっ

て認識することができない方法をいう。）に

よることができる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１

日から施行する。 
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議第１０号 

美濃加茂市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護 

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和３年２月２４日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

（美濃加茂市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部

改正） 

第１条 美濃加茂市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

（平成２７年美濃加茂市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（基本方針） （基本方針） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防

支援の提供に当たっては、利用者の意思及び

人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、

利用者に提供される指定介護予防サービス

等（法第８条の２第１６項に規定する指定介

護予防サービス等をいう。以下同じ。）が特定

の種類又は特定の介護予防サービス事業者

若しくは地域密着型介護予防サービス事業

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防

支援の提供に当たっては、利用者の意思及び

人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、

利用者に提供される指定介護予防サービス

等（法第８条の２第１８項に規定する指定介

護予防サービス等をいう。以下同じ。）が特定

の種類又は特定の介護予防サービス事業者

若しくは地域密着型介護予防サービス事業
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者（以下「介護予防サービス事業者等」とい

う。）に不当に偏することのないよう、公正中

立に行わなければならない。 

者（以下「介護予防サービス事業者等」とい

う。）に不当に偏することのないよう、公正中

立に行わなければならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に

当たっては、市、地域包括支援センター（法

第１１５条の４６第１項に規定する地域包

括支援センターをいう。以下同じ。）、老人福

祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条

の７の２に規定する老人介護支援センター、

指定居宅介護支援事業者（法第４６条第１項

に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。

以下同じ。）、他の指定介護予防支援事業者、

介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第

１号に規定する指定特定相談支援事業者、住

民による自発的な活動によるサービスを含

めた地域における様々な取組を行う者等と

の連携に努めなければならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に

当たっては、市、地域包括支援センター（法

第１１５条の４６第１項に規定する地域包

括支援センターをいう。以下同じ。）、老人福

祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条

の７の２に規定する老人介護支援センター、

指定居宅介護支援事業者（法第４６条第１項

に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。

以下同じ。）、他の指定介護予防支援事業者、

介護保険施設、住民による自発的な活動によ

るサービスを含めた地域における様々な取

組を行う者等との連携に努めなければなら

ない。 

 （内容及び手続の説明及び同意）  （内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、介護

予防サービス計画が第４条に規定する基本

方針及び利用者の希望に基づき作成される

ものであり、利用者は複数の指定介護予防サ

ービス事業者（法第５３条第１項に規定する

指定介護予防サービス事業者をいう。以下同

じ。）等を紹介するよう求めることができる

こと等につき説明を行い、理解を得なければ

ならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、介護

予防サービス計画が第４条に規定する基本

方針及び利用者の希望に基づき作成される

ものであること等につき説明を行い、理解を

得なければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、利用者について、病

院又は診療所に入院する必要が生じた場合

には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院
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又は診療所に伝えるよう求めなければなら

ない。 

４ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又

はその家族から申出があった場合には、第１

項の規定による文書の交付に代えて、第７項

に定めるところにより、当該利用申込者又は

その家族の承諾を得て、当該文書に記すべき

重要事項を電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を使用する方法

であって次に掲げるもの（以下この条におい

て「電磁的方法」という。）により提供するこ

とができる。この場合において、当該指定介

護予防支援事業者は、当該文書を交付したも

のとみなす。 

３ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又

はその家族から申出があった場合には、第１

項の規定による文書の交付に代えて、第６項

に定めるところにより、当該利用申込者又は

その家族の承諾を得て、当該文書に記すべき

重要事項を電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を使用する方法

であって次に掲げるもの（以下この条におい

て「電磁的方法」という。）により提供するこ

とができる。この場合において、当該指定介

護予防支援事業者は、当該文書を交付したも

のとみなす。 

 (1)・(2) （略）  (1)・(2) （略） 

５ （略） ４ （略） 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、

指定介護予防支援事業者の使用に係る電子

計算機と、利用申込者又はその家族の使用に

係る電子計算機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。 

５ 第３項第１号の「電子情報処理組織」とは、

指定介護予防支援事業者の使用に係る電子

計算機と、利用申込者又はその家族の使用に

係る電子計算機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。 

７ 指定介護予防支援事業者は、第４項の規定

により第１項に規定する重要事項を提供し

ようとするときは、あらかじめ、当該利用申

込者又はその家族に対し、その用いる次に掲

げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書

又は電磁的方法による承諾を得なければな

らない。 

６ 指定介護予防支援事業者は、第３項の規定

により第１項に規定する重要事項を提供し

ようとするときは、あらかじめ、当該利用申

込者又はその家族に対し、その用いる次に掲

げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書

又は電磁的方法による承諾を得なければな

らない。 

(1) 第４項各号に規定する方法のうち指定

介護予防支援事業者が使用するもの 

(1) 第３項各号に規定する方法のうち指定

介護予防支援事業者が使用するもの 

(2) （略）  (2) （略） 

８ （略） ７ （略） 

 （身分を証する書類の携行）  （身分を証する書類の携行） 

第１２条 指定介護予防支援事業者は、当該指 第１２条 指定介護予防支援事業者は、当該指
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定介護予防支援事業所の担当職員に身分を

証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用

者又はその家族から求められたときは、これ

を提示すべき旨を指導しなければならない。

定介護予防支援事業所の担当職員に身分を

証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用

者若しくはその家族から求められたときは、

これを提示すべき旨を指導しなければなら

ない。 

 （利用料等の受領）  （利用料等の受領） 

第１３条 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援（法第５８条第４項の規定に基づ

き介護予防サービス計画費（同条第２項に規

定する介護予防サービス計画費をいう。以下

同じ。）が当該指定介護予防支援事業者に支

払われる場合に係るものを除く。）を提供し

た際にその利用者から支払を受ける利用料

（介護予防サービス計画費の支給の対象と

なる費用に係る対価をいう。以下同じ。）と、

介護予防サービス計画費の額との間に、不合

理な差額が生じないようにしなければなら

ない。 

第１３条 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援（法第５８条第４項の規定に基づ

き介護予防サービス計画費（同条第１項に規

定する介護予防サービス計画費をいう。以下

同じ。）が当該指定介護予防支援事業者に支

払われる場合に係るものを除く。）を提供し

た際にその利用者から支払を受ける利用料

（介護予防サービス計画費の支給の対象と

なる費用に係る対価をいう。以下同じ。）と、

介護予防サービス計画費の額との間に、不合

理な差額が生じないようにしなければなら

ない。 

（指定介護予防支援の業務の委託） （指定介護予防支援の業務の委託） 

第１５条 指定介護予防支援事業者は、法第１

１５条の２３第３項の規定により指定介護

予防支援の一部を委託する場合には、次に掲

げる事項を遵守しなければならない。 

第１５条 指定介護予防支援事業者は、法第１

１５条の２３第３項の規定により指定介護

予防支援の一部を委託する場合には、次に掲

げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 委託に当たっては、中立性及び公正性の

確保を図るため美濃加茂市高齢者施策等

運営協議会（介護保険法施行規則（平成１

１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６

第１号ロ（２）に規定する地域包括支援セ

ンター運営協議会として設置する美濃加

茂市附属機関の設置に関する条例（平成２

３年美濃加茂市条例第２号）に定める美濃

加茂市高齢者施策等運営協議会をいう。）

の議を経なければならないこと。 

(1) 委託に当たっては、中立性及び公正性の

確保を図るため美濃加茂市高齢者施策等

運営協議会（介護保険法施行規則（平成１

１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６

第１号ロ（２）に規定する地域包括支援セ

ンター運営協議会として美濃加茂市附属

機関の設置に関する条例（平成２３年美濃

加茂市条例第２号）に定める美濃加茂市高

齢者施策等運営協議会をいう。）の議を経

なければならないこと。 

 (2)・(3) （略）  (2)・(3) （略） 

（記録の整備）  （記録の整備） 
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第３１条 （略） 第３１条 （略） 

２ 指定介護予防支援事業者は、利用者に対す

る指定介護予防支援の提供に関する次に掲

げる記録を整備し、当該指定介護予防支援を

提供した日から５年間保存しなければなら

ない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、利用者に対す

る指定介護予防支援の提供に関する次に掲

げる記録を整備し、当該指定介護予防支援を

提供した日から５年間保存しなければなら

ない。 

 (1) 第３３条第１４号に規定する指定介護

予防サービス事業者等との連絡調整に関

する記録 

 (1) 第３３条第１３号に規定する指定介護

予防サービス事業者等との連絡調整に関

する記録 

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を

記載した介護予防支援台帳 

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を

記載した介護予防支援台帳 

ア～ウ （略） ア～ウ （略） 

エ 第３３条第１５号に規定する評価 

の結果の記録 

エ 第３３条第１４号に規定する評価 

の結果の記録 

オ 第３３条第１６号に規定するモニ 

タリングの結果の記録 

オ 第３３条第１５号に規定するモニ 

タリングの結果の記録 

３～５ （略） ３～５ （略） 

 （指定介護予防支援の具体的取扱方針）  （指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第３３条 （略） 第３３条 （略） 

 (1)～(8) （略）  (1)～(8) （略） 

 (9) 担当職員は、サービス担当者会議（担当

職員が介護予防サービス計画の作成のた

めに、利用者及びその家族の参加を基本と

しつつ、介護予防サービス計画の原案に位

置付けた指定介護予防サービス等の担当

者（以下この条において「担当者」という。）

を招集して行う会議をいう。以下同じ。）の

開催により、利用者の状況等に関する情報

を担当者と共有するとともに、当該介護予

防サービス計画の原案の内容について、担

当者から、専門的な見地からの意見を求め

るものとする。ただし、やむを得ない理由

がある場合については、担当者に対する照

会等により意見を求めることができるも

 (9) 担当職員は、サービス担当者会議（担当

職員が介護予防サービス計画の作成のた

めに介護予防サービス計画の原案に位置

付けた指定介護予防サービス等の担当者

（以下この条において「担当者」という。）

を招集して行う会議をいう。以下同じ。）の

開催により、利用者の状況等に関する情報

を担当者と共有するとともに、当該介護予

防サービス計画の原案の内容について、担

当者から、専門的な見地からの意見を求め

るものとする。ただし、やむを得ない理由

がある場合については、担当者に対する照

会等により意見を求めることができるも

のとする。 
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のとする。 

 (10)・(11) （略）  (10)・(11) （略） 

 (12) 担当職員は、介護予防サービス計画に

位置付けた指定介護予防サービス事業者

等に対して、介護予防訪問看護計画書（指

定介護予防サービス等の事業の人員、設備

及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準（平成１８年厚生労働省

令第３５号。以下「指定介護予防サービス

等基準」という。）第７６条第２号に規定す

る介護予防訪問看護計画書をいう。次号に

おいて同じ。）等指定介護予防サービス等

基準において位置付けられている計画の

提出を求めるものとする。 

 (13) 担当職員は、指定介護予防サービス事

業者等に対して、介護予防サービス計画に

基づき、介護予防訪問看護計画書等指定介

護予防サービス等基準において位置付け

られている計画の作成を指導するととも

に、サービスの提供状況や利用者の状態等

に関する報告を少なくとも１月に１回、聴

取しなければならない。 

 (12) 担当職員は、指定介護予防サービス事

業者等に対して、介護予防サービス計画に

基づき、介護予防訪問介護計画（指定介護

予防サービス等の事業の人員、設備及び運

営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準（平成１８年厚生労働省令第３

５号。以下「指定介護予防サービス等基準」

という。）第３９条第２号に規定する介護

予防訪問介護計画をいう。）等指定介護予

防サービス等基準において位置付けられ

ている計画の作成を指導するとともに、サ

ービスの提供状況や利用者の状態等に関

する報告を少なくとも１月に１回、聴取し

なければならない。 

 (14) (略)  (13) (略) 

 (14)の２ 担当職員は、指定介護予防サービ

ス事業者等から利用者に係る情報の提供

を受けたときその他必要と認めるときは、

利用者の服薬状況、口腔
くう

機能その他の利用
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者の心身又は生活の状況に係る情報のう

ち必要と認めるものを、利用者の同意を得

て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤

師に提供するものとする。 

 (15) （略）  (14) （略） 

 (16) 担当職員は、第１４号に規定する実施

状況の把握（以下「モニタリング」という。）

に当たっては、利用者及びその家族、指定

介護予防サービス事業者等との連絡を継

続的に行うこととし、特段の事情のない限

り、次に定めるところにより行わなければ

ならない。 

 (15) 担当職員は、第１３号に規定する実施

状況の把握（以下「モニタリング」という。）

に当たっては、利用者及びその家族、指定

介護予防サービス事業者等との連絡を継

続的に行うこととし、特段の事情のない限

り、次に定めるところにより行わなければ

ならない。 

  ア （略）   ア （略） 

  イ 利用者の居宅を訪問しない月におい

ては、可能な限り、指定介護予防通所リ

ハビリテーション事業所（指定介護予防

サービス等基準第１１７条第１項に規

定する指定介護予防通所リハビリテー

ション事業所をいう。）を訪問する等の

方法により利用者に面接するよう努め

るとともに、当該面接ができない場合に

あっては、電話等により利用者との連絡

を実施すること。 

  イ 利用者の居宅を訪問しない月におい

ては、可能な限り、指定介護予防通所介

護事業所（指定介護予防サービス等基準

第９７条第１項に規定する指定介護予

防通所介護事業所をいう。）又は指定介

護予防通所リハビリテーション事業所

（指定介護予防サービス等基準第１１

７条第１項に規定する指定介護予防通

所リハビリテーション事業所をいう。）

を訪問する等の方法により利用者に面

接するよう努めるとともに、当該面接が

できない場合にあっては、電話等により

利用者との連絡を実施すること。 

  ウ （略）   ウ （略） 

 (17) （略）  (16) （略） 

 (18) 第３号から第１３号までの規定は、第

１４号に規定する介護予防サービス計画

の変更について準用する。 

 (17) 第３号から第１２号までの規定は、第

１３号に規定する介護予防サービス計画

の変更について準用する。 

 (19)・(20) （略）  (18)・(19) （略） 

 (21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看

護、介護予防通所リハビリテーション等の

 (20) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看

護、介護予防通所リハビリテーション等の
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医療サービスの利用を希望している場合

その他必要な場合には、利用者の同意を得

て主治の医師又は歯科医師（次号及び第２

２号において「主治の医師等」という。）の

意見を求めなければならない。 

医療サービスの利用を希望している場合

その他必要な場合には、利用者の同意を得

て主治の医師又は歯科医師（以下「主治の

医師等」という。）の意見を求めなければな

らない。 

 (21)の２ 前号の場合において、担当職員は、

介護予防サービス計画を作成した際には、

当該介護予防サービス計画を主治の医師

等に公布しなければならない。 

 (22)～(27) （略）  (21)～(26) （略） 

 (28) 指定介護予防支援事業者は、法第１１

５条の４８第４項の規定に基づき、同条第

１項に規定する会議から、同条第２項の検

討を行うための資料又は情報の提供、意見

の開陳その他必要な協力の求めがあった

場合には、これに協力するよう努めなけれ

ばならない。 

第２条 美濃加茂市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の

一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

目次 目次 

 第１章～第６章 （略）  第１章～第６章 （略） 

 第７章 雑則（第３６条） 

 附則  附則 

 （基本方針）  （基本方針） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権

の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の

整備を行うとともに、その従業者に対し、研

修を実施する等の措置を講じなければなら

ない。 

６ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防
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支援を提供するに当たっては、法第１１８条

の２第１項に規定する介護保険等関連情報

その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に

行うよう努めなければならない。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第２０条 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程（以下

「運営規程」という。）として次に掲げる事項

を定めるものとする。 

第２０条 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程（以下

「運営規程」という。）として次に掲げる事項

を定めるものとする。 

 (1)～(5) （略）  (1)～(5) （略） 

 (6) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (7) （略）  (6) （略） 

 （勤務体制の確保）  （勤務体制の確保） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定介護予防支援事業者は、適切な指定介

護予防支援の提供を確保する観点から、職場

において行われる性的な言動又は優越的な

関係を背景とした言動であって業務上必要

かつ相当な範囲を超えたものにより担当職

員の就業環境が害されることを防止するた

めの方針の明確化等の必要な措置を講じな

ければならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

第２１条の２ 指定介護予防支援事業者は、感

染症や非常災害の発生時において、利用者に

対する指定介護予防支援の提供を継続的に

実施するための、及び非常時の体制で早期の

業務再開を図るための計画（以下「業務継続

計画」という。）を策定し、当該業務継続計画

に従い必要な措置を講じなければならない。

２ 指定介護予防支援事業者は、担当職員に対

し、業務継続計画について周知するととも

- 180  -



に、必要な研修及び訓練を定期的に実施しな

ければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、定期的に業務

継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務

継続計画の変更を行うものとする。 

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第２２条 （略） 第２２条 （略） 

 （従業者の健康管理）  （従業者の健康管理） 

第２３条 （略） 第２３条 （略） 

 （感染症の予防及びまん延の防止のための措

置） 

第２３条の２ 指定介護予防支援事業者は、当

該指定介護予防支援事業所において感染症

が発生し、又はまん延しないように、次の各

号に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護予防支援事業所における

感染症の予防及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会（テレビ電話装置そ

の他の情報通信機器（以下「テレビ電話装

置等」という。）を活用して行うことができ

るものとする。）をおおむね６月に１回以

上開催するとともに、その結果について、

担当職員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防支援事業所における

感染症の予防及びまん延の防止のための

指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護予防支援事業所において、

担当職員に対し、感染症の予防及びまん延

の防止のための研修及び訓練を定期的に

実施すること。 

 （掲示）  （掲示） 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

２ 指定介護予防支援事業者は、前項に規定す

る事項を記載した書面を当該指定介護予防

- 181  -



支援事業所に備え付け、かつ、これをいつで

も関係者に自由に閲覧させることにより、同

項の規定による掲示に代えることができる。

 （事故発生時の対応）  （事故発生時の対応） 

第２９条 （略） 第２９条 （略） 

 （虐待の防止） 

第２９条の２ 指定介護予防支援事業者は、虐

待の発生又はその再発を防止するため、次の

各号に掲げる措置を講じなければならない。

 (1) 当該指定介護予防支援事業所における

虐待の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、担当職員

に周知徹底を図ること。 

 (2) 当該指定介護予防支援事業所における

虐待の防止のための指針を整備すること。

 (3) 当該指定介護予防支援事業所において、

担当職員に対し、虐待の防止のための研修

を定期的に実施すること。 

 (4) 前３号に掲げる措置を適切に実施する

ための担当者を置くこと。 

 （会計の区分）  （会計の区分） 

第３０条 （略） 第３０条 （略） 

 （指定介護予防支援の具体的取扱方針）  （指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第３３条 指定介護予防支援の方針は、第４条

に規定する基本方針及び前条に規定する基

本取扱方針に基づき、次に掲げるところによ

るものとする。 

第３３条 指定介護予防支援の方針は、第４条

に規定する基本方針及び前条に規定する基

本取扱方針に基づき、次に掲げるところによ

るものとする。 

 (1)～(8) （略）  (1)～(8) （略） 

(9) 担当職員は、サービス担当者会議（担当

職員が介護予防サービス計画の作成のた

めに、利用者及びその家族の参加を基本と

 (9) 担当職員は、サービス担当者会議（担当

職員が介護予防サービス計画の作成のた

めに、利用者及びその家族の参加を基本と
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しつつ、介護予防サービス計画の原案に位

置付けた指定介護予防サービス等の担当

者（以下この条において「担当者」という。）

を招集して行う会議（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。た

だし、利用者又はその家族（以下この号に

おいて「利用者等」という。）が参加する場

合にあっては、テレビ電話装置等の活用に

ついて当該利用者等の同意を得なければ

ならない。）をいう。以下同じ。）の開催に

より、利用者の状況等に関する情報を担当

者と共有するとともに、当該介護予防サー

ビス計画の原案の内容について、担当者か

ら、専門的な見地からの意見を求めるもの

とする。ただし、やむを得ない理由がある

場合については、担当者に対する照会等に

より意見を求めることができるものとす

る。 

しつつ、介護予防サービス計画の原案に位

置付けた指定介護予防サービス等の担当

者（以下この条において「担当者」という。）

を招集して行う会議をいう。以下同じ。）の

開催により、利用者の状況等に関する情報

を担当者と共有するとともに、当該介護予

防サービス計画の原案の内容について、担

当者から、専門的な見地からの意見を求め

るものとする。ただし、やむを得ない理由

がある場合については、担当者に対する照

会等により意見を求めることができるも

のとする。 

 (10)～(28) (略)  (10)～(28) (略) 

 （準用）  （準用） 

第３５条 （略） 第３５条 （略） 

   第７章 雑則 

 （電磁的記録等） 

第３６条 指定介護予防支援事業者及び指定

介護予防支援の提供に当たる者は、作成、保

存その他これらに類するもののうち、この条

例の規定において書面（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。）で行うこと

が規定されている又は想定されるもの（第１

０条（第３５条において準用する場合を含

む。）及び第３３条第２６号（第３５条におい

て準用する場合を含む。）並びに次項に規定
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するものを除く。）については、書面に代え

て、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録で

あって、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。）により行うことができ

る。 

２ 指定介護予防支援事業者及び指定介護予

防支援の提供に当たる者は、交付、説明、同

意、承諾その他これらに類するもの（以下「交

付等」という。）のうち、この条例の規定にお

いて書面で行うことが規定されている又は

想定されるものについては、当該交付等の相

手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方

法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚

によって認識することができない方法をい

う。）によることができる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１

日から施行する。 
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議第１１号 

美濃加茂市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和３年２月２４日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条 

例（平成３０年美濃加茂市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（基本方針） （基本方針） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権

の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の

整備を行うとともに、その従業者に対し、研

修を実施する等の措置を講じなければなら

ない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護

支援を提供するに当たっては、法第１１８条

の２第１項に規定する介護保険等関連情報

その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に

行うよう努めなければならない。 

（管理者） （管理者） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行 ２ 前項の管理者は、介護保険法施行規則（平
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規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４

０条の６６第１号イ（３）に規定する主任介

護支援専門員（以下この項において「主任介

護支援専門員」という。）でなければならな

い。ただし、主任介護支援専門員の確保が著

しく困難である等やむを得ない理由がある

場合については、介護支援専門員（主任介護

支援専門員を除く。）を前項に規定する管理

者とすることができる。 

成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６

６第１号イ（３）に規定する主任介護支援専

門員でなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 （略） 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅

サービス計画が第３条に規定する基本方針

及び利用者の希望に基づき作成されるもの

であり、利用者は複数の指定居宅サービス事

業者等を紹介するよう求めることができる

こと、前６月間に当該指定居宅介護支援事業

所において作成された居宅サービス計画の

総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具

貸与及び地域密着型通所介護（以下この項に

おいて「訪問介護等」という。）がそれぞれ位

置付けられた居宅サービス計画の数が占め

る割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事

業所において作成された居宅サービス計画

に位置付けられた訪問介護等ごとの回数の

うちに同一の指定居宅サービス事業者又は

指定地域密着型サービス事業者によって提

供されたものが占める割合等につき説明を

行い、理解を得なければならない。 

第７条 （略） 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅

サービス計画が第３条に規定する基本方針

及び利用者の希望に基づき作成されるもの

であり、利用者は複数の指定居宅サービス事

業者等を紹介するよう求めることができる

こと等につき説明を行い、理解を得なければ

ならない。 

３～７ （略） ３～７ （略） 

 （指定居宅介護支援の具体的取扱方針）  （指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第１６条 指定居宅介護支援の方針は、第３条

に規定する基本方針及び前条に規定する基

第１６条 指定居宅介護支援の方針は、第３条

に規定する基本方針及び前条に規定する基
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本取扱方針に基づき、次に掲げるところによ

るものとする。 

本取扱方針に基づき、次に掲げるところによ

るものとする。 

(1)～（8） （略） (1)～（8） （略） 

(9) 介護支援専門員は、サービス担当者会議

（介護支援専門員が居宅サービス計画の

作成のために、利用者及びその家族の参加

を基本としつつ、居宅サービス計画の原案

に位置付けた指定居宅サービス等の担当

者（以下この条において「担当者」という。）

を招集して行う会議（テレビ電話装置その

他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置

等」という。）を活用して行うことができる

ものとする。ただし、利用者又はその家族

（以下この号において「利用者等」とい

う。）が参加する場合にあっては、テレビ電

話装置等の活用について当該利用者等の

同意を得なければならない。）をいう。以下

同じ。）の開催により、利用者の状況等に関

する情報を担当者と共有するとともに、当

該居宅サービス計画の原案の内容につい

て、担当者から、専門的な見地からの意見

を求めるものとする。ただし、利用者（末

期の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身の状

況等により、主治の医師又は歯科医師（以

下この条において「主治の医師等」とい

う。）の意見を勘案して必要と認める場合

その他やむを得ない理由がある場合につ

いては、担当者に対する照会等により意見

を求めることができるものとする。 

(9) 介護支援専門員は、サービス担当者会議

（介護支援専門員が居宅サービス計画の

作成のために、利用者及びその家族の参

加を基本としつつ、居宅サービス等の担

当者（以下この条において「担当者」とい

う。）を招集して行う会議をいう。以下同

じ。）の開催により、利用者の状況等に関

する情報を担当者と共有するとともに、

当該居宅サービス計画の原案の内容につ

いて、担当者から、専門的な見地からの意

見を求めるものとする。ただし、利用者

（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身

の状況等により、主治の医師又は歯科医

師（以下この条において「主治の医師等」

という。）の意見を勘案して必要と認める

場合その他やむを得ない理由がある場合

については、担当者に対する照会等によ

り意見を求めることができるものとす

る。 

 (10)～(20) （略）  (10)～(20) （略） 

(20)の２ 介護支援専門員は、その勤務する

指定居宅介護支援事業所において作成さ

れた居宅サービス計画に位置付けられた

指定居宅サービス等に係る居宅介護サー

ビス費、特例居宅介護サービス費、地域密

着型介護サービス費及び特例地域密着型
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介護サービス費（以下この号において「サ

ービス費」という。）の総額が法第４３条

第２項に規定する居宅介護サービス費等

区分支給限度基準額に占める割合及び訪

問介護に係る居宅介護サービス費がサー

ビス費の総額に占める割合が厚生労働大

臣が定める基準に該当する場合であっ

て、かつ、市からの求めがあった場合に

は、当該指定居宅介護支援事業所の居宅

サービス計画の利用の妥当性を検討し、

当該居宅サービス計画に訪問介護が必要

な理由等を記載するとともに、当該居宅

サービス計画を市に届け出なければなら

ない。 

 (21)～(30) （略） (21)～(30) （略） 

（運営規程） （運営規程） 

第２１条 指定居宅介護支援事業者は、指定居

宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規定（以下

「運営規程」という。）として次の各号に掲

げる事項を定めるものとする。 

第２１条 指定居宅介護支援事業者は、指定居

宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規定（以下

「運営規程」という。）として次の各号に掲

げる事項を定めるものとする。 

 (1)～(6) （略）  (1)～(6) （略） 

 (7) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (8) （略）  (7) (略) 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第２２条 （略） 第２２条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居

宅介護支援の提供を確保する観点から、職場

において行われる性的な言動又は優越的な

関係を背景とした言動であって業務上必要

かつ相当な範囲を超えたものにより介護支

援専門員の就業環境が害されることを防止

するための方針の明確化等の必要な措置を

- 188  -



講じなければならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

第２２条の２ 指定居宅介護支援事業者は、感

染症や非常災害の発生時において、利用者に

対する指定居宅介護支援の提供を継続的に

実施するための、及び非常時の体制で早期の

業務再開を図るための計画（以下「業務継続

計画」という。）を策定し、当該業務継続計

画に従い必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門

員に対し、業務継続計画について周知すると

ともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施

しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務

継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務

継続計画の変更を行うものとする。 

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第２３条 （略） 第２３条 （略） 

 （従業者の健康管理）  （従業者の健康管理） 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

（感染症の予防及びまん延の防止のための

措置） 

第２４条の２ 指定居宅介護支援事業者は、当

該指定居宅介護支援事業所において感染症

が発生し、又はまん延しないように、次の各

号に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定居宅介護支援事業所における

感染症の予防及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとす

る。）をおおむね６月に１回以上開催する

とともに、その結果について、介護支援専

門員に周知徹底を図ること。 
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(2) 当該指定居宅介護支援事業所における

感染症の予防及びまん延の防止のための

指針を整備すること。 

(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、

介護支援専門員に対し、感染症の予防及び

まん延の防止のための研修及び訓練を定

期的に実施すること。 

 （掲示）  （掲示） 

第２５条 （略） 第２５条 （略） 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定す

る事項を記載した書面を当該指定居宅介護

支援事業所に備え付け、かつ、これをいつで

も関係者に自由に閲覧させることにより、同

項の規定による掲示に代えることができる。

 （事故発生時の対応）  （事故発生時の対応） 

第３０条 （略） 第３０条 （略） 

 （虐待の防止） 

第３０条の２ 指定居宅介護支援事業者は、虐

待の発生又はその再発を防止するため、次の

各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定居宅介護支援事業所における

虐待の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、介護支援

専門員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定居宅介護支援事業所における

虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、

介護支援専門員に対し、虐待の防止のため

の研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施する

ための担当者を置くこと。 

 （会計の区分）  （会計の区分） 

- 190  -



第３１条 （略） 第３１条 （略） 

 （準用）  （準用） 

第３３条 （略） 第３３条 （略） 

 （電磁的記録等） 

第３４条 指定居宅介護支援事業者及び指定

居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保

存その他これらに類するもののうち、この条

例の規定において書面（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。）で行うこ

とが規定されている又は想定されるもの（第

１０条（第３３条において準用する場合を含

む。）及び第１６条第２７号（第３３条にお

いて準用する場合を含む。）並びに次項に規

定するものを除く。）については、書面に代

えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録

であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。）により行うことがで

きる。 

２ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護

支援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、

承諾その他これらに類するもの（以下「交付

等」という。）のうち、この条例の規定におい

て書面で行うことが規定されている又は想定

されるものについては、当該交付等の相手方

の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電

子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっ

て認識することができない方法をいう。）によ

ることができる。 

附 則 附 則 

 （施行期日） （施行期日） 
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１ （略） １ （略） 

（管理者に係る経過措置）  （管理者に係る経過措置） 

２ 令和９年３月３１日までの間は、第６条第

２項の規定に関わらず、介護支援専門員（主

任介護支援専門員を除く。）を同条第１項に

規定する管理者とすることができる。 

２ 平成３０年４月１日から平成３３年３月

３１日までの間は、第６条第２項の規定に

関わらず、介護支援専門員を第６条第１項

に規定する管理者とすることができる。 

３ 令和３年４月１日以後における前項の規

定の適用については、同項中「、第６条第２

項」とあるのは「、令和３年３月３１日まで

に法第４６条第１項の指定を受けている事

業所（同日において当該事業所における同条

第１項に規定する管理者（以下「管理者」と

いう。）が主任介護支援専門員でないものに

限る。）については、第６条第２項」と、「介

護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）

を同条第１項に規定する」とあるのは「引き

続き、令和３年３月３１日における管理者で

ある介護支援専門員を」とする。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、

当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第６条本文及び附則第２項の改正並びに同項の次に１項を加える改正 公布

の日 

 (2) 第１６条第２０号の次に１号を加える改正 令和３年１０月１日 
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議第１２号

   美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

 美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。

  令和３年２月２４日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

記

   美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例

 美濃加茂市国民健康保険条例（平成１２年美濃加茂市条例第９号）の一部を次の

ように改正する。 

改正後 改正前 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割

額の算定） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割

額の算定） 

第１３条 前条の所得割額は、一般被保険者に

係る賦課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

３１４条の２第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額（同法附則第３３条

の２第５項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６

第１１項又は第１５項の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）、同法附則第

３３条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額、同法附則第３４条第４項

に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の

４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、

第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３

５条の３第１項又は第３６条の規定の適用

第１３条 前条の所得割額は、一般被保険者に

係る賦課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

３１４条の２第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額（同法附則第３３条

の２第５項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６

第１１項又は第１５項の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）、同法附則第

３３条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額、同法附則第３４条第４項

に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の

４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、

第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第

３６条の規定の適用がある場合には、これら
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がある場合には、これらの規定の適用により

同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所

得の金額から控除する金額を控除した金

額）、地方税法附則第３５条第５項に規定す

る短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第３

３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第

１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第

１項、第３５条第１項又は第３６条の規定の

適用がある場合には、これらの規定の適用に

より同法第３２条第１項に規定する短期譲

渡所得の金額から控除する金額を控除した

金額）、地方税法附則第３５条の２第５項に

規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の２の２第５項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法

附則第３５条の２の６第１５項又は第３５

条の３第１３項若しくは第１５項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３

５条の４の２第７項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）、外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１

４４号）第８条第２項（同法第１２条第５項

及び第１６条第２項において準用する場合

を含む。第３２条第１項第１号において同

じ。）に規定する特例適用利子等の額、同法

第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１

６項第３項において準用する場合を含む。同

号において同じ。）に規定する特例適用配当

等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律（昭和４４年法律第４６号。第３２条にお

の規定の適用により同法第３１条第１項に

規定する長期譲渡所得の金額から控除する

金額を控除した金額）、地方税法附則第３５

条第５項に規定する短期譲渡所得の金額（租

税特別措置法第３３条の４第１項若しくは

第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１項、第３５条第１項又

は第３６条の規定の適用がある場合には、こ

れらの規定の適用により同法第３２条第１

項に規定する短期譲渡所得の金額から控除

する金額を控除した金額）、地方税法附則第

３５条の２第５項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の

３第１５項の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）、同法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡

所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第

１５項又は第３５条の３第１３項若しくは

第１５項の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額）、同法附則第３５条の４第４

項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額（同法附則第３５条の４の２第７項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）、

外国居住者等の所得に対する相互主義によ

る所得税等の非課税等に関する法律（昭和３

７年法律第１４４号）第８条第２項（同法第

１２条第５項及び第１６条第２項において

準用する場合を含む。第３２条第１項第１号

において同じ。）に規定する特例適用利子等

の額、同法第８条第４項（同法第１２条第６

項及び第１６項第３項において準用する場

合を含む。同号において同じ。）に規定する

特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴

う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等

に関する法律（昭和４４年法律第４６号。第

３２条において「租税条約等実施特例法」と
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いて「租税条約等実施特例法」という。）第

３条の２の２第１０項に規定する条約適用

利子等の額及び同条第１２項に規定する条

約適用配当等の額をいう。以下この条におい

て同じ。）の合計額から地方税法第３１４条

の２第２項の規定による控除をした後の総

所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合計額

（以下「基礎控除後の総所得金額等」とい

う。）に、第１５条の所得割の保険料率を乗

じて算定する。 

いう。）第３条の２の２第１０項に規定する

条約適用利子等の額及び同条第１２項に規

定する条約適用配当等の額をいう。以下この

条において同じ。）の合計額から地方税法第

３１４条の２第２項の規定による控除をし

た後の総所得金額及び山林所得金額並びに

他の所得と区分して計算される所得の金額

の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」

という。）に、第１５条の所得割の保険料率

を乗じて算定する。 

２ （略） ２ （略） 

（保険料の減額） （保険料の減額） 

第３２条 次の各号に該当する納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦

課額は、第１２条又は第１６条の基礎賦課額

から、それぞれ、当該各号に定める額を減額

して得た額（当該減額して得た額が６３万円

を超える場合には、６３万円）とする。 

第３２条 次の各号に該当する納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦

課額は、第１２条又は第１６条の基礎賦課額

から、それぞれ、当該各号に定める額を減額

して得た額（当該減額して得た額が６３万円

を超える場合には、６３万円）とする。 

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した

場合には、その発生した日とする。）現在

においてその世帯に属する被保険者及び

特定同一世帯所属者につき算定した地方

税法第３１４条の２第１項に規定する総

所得金額（青色専従者給与額又は事業専従

者控除額については、同法第３１３条第３

項、第４項又は第５項の規定を適用せず、

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第５

７条第１項、第３項又は第４項の規定の例

によらないものとし、山林所得金額並びに

他の所得と区分して計算される所得の金

額（地方税法附則第３３条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金

額（同法附則第３５条の２の６第１１項又

は第１５項の規定の適用がある場合には、

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した

場合には、その発生した日とする。）現在

においてその世帯に属する被保険者及び

特定同一世帯所属者につき算定した地方

税法第３１４条の２第１項に規定する総

所得金額（青色専従者給与額又は事業専従

者控除額については、同法第３１３条第３

項、第４項又は第５項の規定を適用せず、

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第５

７条第１項、第３項又は第４項の規定の例

によらないものとし、山林所得金額並びに

他の所得と区分して計算される所得の金

額（地方税法附則第３３条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金

額（同法附則第３５条の２の６第１１項又

は第１５項の規定の適用がある場合には、
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その適用後の金額）、同法附則第３３条の

３第５項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額、同法附則第３４条第４項に規

定する長期譲渡所得の金額、同法附則第３

５条第５項に規定する短期譲渡所得の金

額、同法附則第３５条の２第５項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同

法附則第３５条の３第１５項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の２の２第５項に規定

する上場株式に係る譲渡所得等の金額（同

法附則第３５条の２の６第１５項又は第

３５条の３第１３項若しくは第１５項の

規定の適用がある場合には、その適用後の

金額）、同法附則第３５条の４第４項に規

定する先物取引に係る雑所得等の金額（同

法附則第３５条の４の２第７項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、

外国居住者等の所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税等に関する法律第

８条第２項に規定する特例適用利子等の

額、同法第８条第４項に規定する特例適用

配当等の額、租税条約等実施特例法第３条

の２の２第１０項に規定する条約適用利

子等の額及び同条第１２項に規定する条

約適用配当等の額をいう。以下この項にお

いて同じ。）の算定についても同様とする。

以下同じ。）及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の金額の

合算額が、地方税法第３１４条の２第２項

第１号に定める金額（世帯主並びに当該世

帯主の世帯に属する被保険者及び特定同

一世帯所属者（次号及び第３号において

「世帯主等」という。）のうち給与所得を

有する者（前年中に同条第１項に規定する

総所得金額に係る所得税法第２８条第１

その適用後の金額）、同法附則第３３条の

３第５項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額、同法附則第３４条第４項に規

定する長期譲渡所得の金額、同法附則第３

５条第５項に規定する短期譲渡所得の金

額、同法附則第３５条の２第５項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同

法附則第３５条の３第１５項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の２の２第５項に規定

する上場株式に係る譲渡所得等の金額（同

法附則第３５条の２の６第１５項又は第

３５条の３第１３項若しくは第１５項の

規定の適用がある場合には、その適用後の

金額）、同法附則第３５条の４第４項に規

定する先物取引に係る雑所得等の金額（同

法附則第３５条の４の２第７項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、

外国居住者等の所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税等に関する法律第

８条第２項に規定する特例適用利子等の

額、同法第８条第４項に規定する特例適用

配当等の額、租税条約等実施特例法第３条

の２の２第１０項に規定する条約適用利

子等の額及び同条第１２項に規定する条

約適用配当等の額をいう。以下この項にお

いて同じ。）の算定についても同様とする。

以下同じ。）及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の金額の

合算額が、地方税法第３１４条の２第２項

に掲げる金額を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者 
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項に規定する給与所得について同条第３

項に規定する給与所得控除額の控除を受

けた者（同条第１項に規定する給与等の収

入金額が５５万円を超える者に限る。）を

いう。以下この号において同じ。）の数及

び公的年金等に係る所得を有する者（前年

中に地方税法第３１４条の２第１項に規

定する総所得金額に係る所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所

得について同条第４項に規定する公的年

金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳

未満の者にあっては当該公的年金等の収

入金額が６０万円を超える者に限り、年齢

６５歳以上の者にあっては当該公的年金

等の収入金額が１１０万円を超える者に

限る。）をいい、給与所得を有する者を除

く。）の数の合計数（次号及び第３号にお

いて「給与所得者等の数」という。）が２

以上の場合にあっては、地方税法第３１４

条の２第２項第１号に定める金額に当該

給与所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加えた金額）を

超えない世帯に係る保険料の納付義務者 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とロに掲げる額と

を合算した額 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とロに掲げる額と

を合算した額 

イ・ロ （略）  イ・ロ （略）  

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法第３

１４条の２第２項第１号に定める金額（世

帯主のうち給与所得者等の数が２以上の

場合にあっては、同号に定める金額に当該

給与所得者等の数から１を減じた数に１

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法第３

１４条の２第２項に掲げる金額に、２８万

５千円に当該年度の保険料賦課期日（賦課

期日後に保険料の納付義務が発生した場

合には、その発生した日とする。）現在に

- 197  -



０万円を乗じて得た金額を加えた金額）

に、２８万５千円に当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発

生した場合には、その発生した日とする。）

現在において当該世帯に属する被保険者

の数と特定同一世帯所属者の数の合計数

を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者であっ

て前号に該当する者以外のもの 

おいて当該世帯に属する被保険者の数と

特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じ

て得た額を加算した金額を超えない世帯

に係る保険料の納付義務者であって前号

に該当する者以外のもの 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とロに掲げる額と

を合算した額 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とロに掲げる額と

を合算した額 

イ・ロ （略）  イ・ロ （略）  

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合計額が、地方税法第

３１４条の２第２項第１号に定める金額

（世帯主等のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、同号に定める金額

に当該給与所得者等の数から１を減じた

数に１０万円を乗じて得た金額を加えた

金額）に、５２万円に当該年度の賦課期日

（賦課期日後に保険料の納付義務が発生

した場合には、その発生した日とする。）

現在において当該世帯の属する被保険者

の数と特定同一世帯所属者の数の合計数

を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者であっ

て前各号に該当する者以外のもの 

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合計額が、地方税法第

３１４条の２第２項に掲げる金額に、５２

万円に当該年度の賦課期日（賦課期日後に

保険料の納付義務が発生した場合には、そ

の発生した日とする。）現在において当該

世帯の属する被保険者の数と特定同一世

帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を

加算した金額を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者であって前各号に該当す

る者以外のもの 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とロに掲げる額と

を合算した額 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とロに掲げる額と

を合算した額 
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イ・ロ （略）  イ・ロ （略）  

２～４ （略） ２～４ （略） 

附 則 附 則 

（公的年金等所得に係る保険料の減額賦課

の特例） 

（公的年金等所得に係る保険料の減額賦課

の特例） 

４ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年

中に所得税法第３５条第３項に規定する公

的年金等に係る所得（以下「公的年金等所得」

という。）について同条第４項に規定する公

的年金等控除額（年齢６５歳以上である者に

係るものに限る。）の控除を受けた場合にお

ける第３２条の規定の適用については、同条

第１項第１号中「第３１４条の２第１項に規

定する総所得金額（」とあるのは「第３１４

条の２第１項に規定する総所得金額（所得税

法（昭和４０年法律第３３号）第３５条第３

項に規定する公的年金等に係る所得につい

ては、同条第２項第１号の規定によって計算

した金額から１５万円を控除した金額によ

るものとし、」と、「同法第３１３条第３項」

とあるのは「地方税法第３１３条第３項」と、

「１１０万円」とあるのは「１２５万円」と

する。 

４ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年

中に所得税法第３５条第３項に規定する公

的年金等に係る所得（以下「公的年金等所得」

という。）について同条第４項に規定する公

的年金等控除額（年齢６５歳以上である者に

係るものに限る。）の控除を受けた場合にお

ける第３２条の規定の適用については、同条

第１項第１号中「第３１４条の２第１項に規

定する総所得金額（」とあるのは「第３１４

条の２第１項に規定する総所得金額（所得税

法（昭和４０年法律第３３号）第３５条第３

項に規定する公的年金等に係る所得につい

ては、同条第２項第１号の規定によって計算

した金額から１５万円を控除した金額によ

るものとし、」と、「同法第３１３条第３項」

とあるのは「地方税法第３１３条第３項」と

する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の美濃加茂市国民健康保険条例の規定は、令和３年度以

降の年度分の保険料について適用し、令和２年度分までの保険料については、な

お従前の例による。 
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議第１３号

美濃加茂市中部台地住居地域地区計画及び工業地域地区計画の区域内 

における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市中部台地住居地域地区計画及び工業地域地区計画の区域内における建

築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。

令和３年２月２４日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

記

美濃加茂市中部台地住居地域地区計画及び工業地域地区計画の区域内におけ

る建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市中部台地住居地域地区計画及び工業地域地区計画の区域内における建

築物の制限に関する条例（平成１３年美濃加茂市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

改正後 改正前 

（建築審議会） （建築審議会） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２～１２ （略） ２～１２ （略） 

１３ 建築審議会の庶務は、都市政策部都市

計画課において行う。 

１３ 建築審議会の庶務は、建設水道部都市

計画課において行う。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議第１４号  

美濃加茂市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改 

正する条例について

 美濃加茂市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

を下記のとおり制定する。 

令和３年２月２４日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例 

美濃加茂市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４２年美濃加茂

市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２

の２第８項の規定により水道事業及び下水道

事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除

について議会の同意を得なければならない場

合は、当該賠償責任に係る賠償額が５万円以

上である場合とする。 

第６条 法第３４条において準用する地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２

第４項の規定により水道事業及び下水道事業

の業務に従事する職員の賠償責任の免除につ

いて議会の同意を得なければならない場合

は、当該賠償責任に係る賠償額が５万円以上

である場合とする。 

別表第２（第２条関係） 

【別表第２（改正後）】 

別表第２（第２条関係） 

【別表第２（改正前）】 

【別表第２（改正前）】 

事業区分 処理区域 計画処理人口 計画一日最大汚

水量 

蜂屋川公共下水

道事業 

美濃加茂市山之上町の一

部、蜂屋町の一部、中部台

の一部、蜂屋台の一部及び

１１，８２０人 ８，６７２ 
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加茂野町の一部 

流域関連公共下

水道事業 

美濃加茂市深田町、加茂川

町、草笛町の一部、太田本

町、山手町、大手町、西町、

前平町、太田町、森山町、

本郷町、川合町、新池町、

野笹町、清水町、御門町、

田島町、中富町、島町、古

井町下古井、山之上町の一

部、蜂屋町の一部、中部台

の一部及び加茂野町の一部 

３２，１６１人 ２１，９４０ 

特定環境保全公

共下水道事業 

美濃加茂市下米田町の一部

及び牧野の一部 

５，０８９人

事業区分 処理区域 計画処理人口 計画一日平均汚

水量 

農業集落排水事

業 

美濃加茂市山之上町の一

部、蜂屋町の一部、加茂野

町稲辺の一部及び伊深町の

一部 

４，８６０人 １，３１４ 

【別表第２（改正後）】 

１ 公共下水道事業 

事業区分 処理区域 計画処理人口 計画一日最大汚

水量 

蜂屋川公共下水

道事業 

美濃加茂市山之上町の一

部、蜂屋町の一部、中部台

の一部、蜂屋台の一部、あ

じさいヶ丘及び加茂野町の

一部 

１３，１３０人 ８，１８４ 

流域関連公共下

水道事業 

美濃加茂市深田町、加茂川

町、草笛町の一部、太田本

町、山手町、大手町、西町、

前平町、太田町、森山町、

本郷町、川合町、新池町、

野笹町、清水町、御門町、

田島町、中富町、島町、古

３３，３００人 １７，９０７ 
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井町下古井、山之上町の一

部、蜂屋町の一部、健康の

まち、中部台の一部及び加

茂野町の一部 

特定環境保全公

共下水道事業 

美濃加茂市下米田町の一部

及び牧野の一部 

５，４００人

２ 農業集落排水事業 

事業区分 処理区域 計画処理人口 計画一日平均汚

水量 

農業集落排水事

業 

美濃加茂市山之上町の一

部、蜂屋町の一部、加茂野

町稲辺の一部及び伊深町の

一部 

４，８６０人 １，３１４ 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議第１５号 

令和２年度美濃加茂市一般会計補正予算（第１７号） 

令和２年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第１７号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７６５，７４２千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３３，３２８，０４７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 

令和３年２月２４日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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議第１６号 

令和２年度美濃加茂市国民健康保険会計補正予算（第２号） 

令和２年度美濃加茂市の国民健康保険会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，６２２千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，１３０，３７４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和３年２月２４日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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議第１７号 

令和２年度美濃加茂市介護保険会計補正予算（第２号） 

令和２年度美濃加茂市の介護保険会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９５，５３３千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，０４９，３４３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和３年２月２４日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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議第１８号 

令和２年度美濃加茂市下水道事業会計補正予算（第１号） 

（総則） 

第１条 令和２年度美濃加茂市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

（業務の予定量の補正） 

第２条 令和２年度美濃加茂市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条

に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

(4) 主な建設改良事業 

（ 事  項 ）    （既決予定額） （補正予定額）   （ 計 ） 

雨水管渠整備事業費   168,000 千円   66,480 千円   234,480 千円 

（資本的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第４条中「不足する額６３１，３１９千円」を「不足する額６３１，

４４９千円」に、「当年度分損益勘定留保資金５０９，７６０千円」を「当年度分

損益勘定留保資金５０９，８９０千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を

次のとおり補正する。 

収     入 

（ 科  目 ）    （既決予定額） （補正予定額）   （ 計 ） 

第１款 資本的収入  1,446,266 千円   66,350 千円  1,512,616 千円 

 第１項 企業債    812,160 千円    38,200 千円   850,360 千円 

  第４項 補助金    188,640 千円    28,150 千円   216,790 千円 

支     出 

（ 科  目 ）    （既決予定額） （補正予定額）   （ 計 ） 

第１款 資本的支出  2,077,585 千円   66,480 千円  2,144,065 千円 

  第１項 建設改良費  539,673 千円    66,480 千円   606,153 千円 

 （企業債の補正） 

第４条 予算第５条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。 

（ 起債の目的 ）  （既決限度額） （補正限度額）   （ 計 ） 

建設改良        262,160 千円   38,200 千円   300,360 千円 
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  令和３年２月２４日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   
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収　入 （単位：千円）

1 資本的収入 1,446,266 66,350 1,512,616

1 企 業 債 812,160 38,200 850,360

1 企 業 債 812,160 38,200 850,360

4 補 助 金 188,640 28,150 216,790

1 国 庫 補 助 金 145,460 28,150 173,610

支　出 （単位：千円）

1 資本的支出 2,077,585 66,480 2,144,065

1 建 設改良費 539,673 66,480 606,153

5
雨水管渠整備補助
事業費（流関公共）

2,520 3,000 5,520

7
雨水管渠整備単独
事業費（流関公共）

21,380 340 21,720

13
雨水管渠整備補助
事業費（下米田特環）

52,000 53,300 105,300

14
雨水管渠整備単独
事業費（下米田特環）

6,200 9,840 16,040

計

令和２年度美濃加茂市下水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

資本的収入及び支出

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

款 項 目 既決予定額 補正予定額
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（単位：千円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　当年度純利益 30,018

　　　減価償却費 1,115,331

　　　貸倒引当金の増減額（減少は△） 240

　　　賞与引当金の増減額（減少は△） △ 1,850

　　　退職給付引当金の増減額（減少は△） 6,010

　　　長期前受金戻入益 △ 608,354

　　　受取利息及び配当金 △ 5

　　　支払利息 300,420

　　　資産減耗費 3,290

　　　未収金の増減額（増加は△） △ 10,601

　　　たな卸資産の増減額（増加は△） 0

　　　未払金の増減額（減少は△） 71,359

　　　その他流動負債の増減額（減少は△） 4,291

　　　　　小計 910,149

　　　利息及び配当金の受取額 5

　　　利息の支払額 △ 300,420

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 609,734

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有形固定資産の取得による支出 △ 539,344

　　　国庫補助金等による収入 157,827

　　　一般会計等からの繰入金による収入 177,000

　　　工事負担金の受入による収入 20,025

　　　受益者負担金等の受入による収入 26,806

　　　他会計補助金による収入 39,255

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 118,431

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 850,360

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 1,537,912

　　　建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入 200,000

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 487,552

Ⅳ　資金増加額（又は減少額） 3,751

Ⅴ　資金期首残高 648,844

Ⅵ　資金期末残高 652,595

令和２年度美濃加茂市下水道事業予定キャッシュ･フロー計算書

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）
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（単位：千円） 

1

（１）

イ 2,387,364

ロ 1,675,049

△ 360,372 1,314,677

ハ 37,085,669

△ 8,217,913 28,867,756

ニ 2,003,966

△ 1,025,124 978,842

ホ 240

△ 228 12

ヘ 4,072

△ 2,990 1,082

ト 54,742

33,604,475

（２）

イ 1,813,235

1,813,235

（３）

イ 1,580

1,580

35,419,290

2

（１） 652,595

（２） 85,931

△ 3,353 82,578

（３） 4,018

（４） 14

739,205

36,158,495

資　　産　　の　　部

令和２年度美濃加茂市下水道事業予定貸借対照表
（令和３年３月３１日）

固 定 資 産

有形固定資産

土 地

建 物

減価償却累計額

構 築 物

減価償却累計額

機 械 及 び 装 置

減価償却累計額

車両及び運搬具

減価償却累計額

工具器具及び備品

減価償却累計額

建 設 仮 勘 定

有形固定資産合計

無形固定資産

施 設 利 用 権

無形固定資産合計

現 金 預 金

投 資

出 資 金

投 資 合 計

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

資 産 合 計

未 収 金

貸 倒 引 当 金

貯 蔵 品

その他流動資産

流 動 資 産 合 計
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3

（１）

イ 15,688,699

15,688,699

（２）

イ 200,000

200,000

（３）

イ 60,092

60,092

15,948,791

4

（１）

イ 1,556,408

1,556,408

（２）

イ 0

0

（３） 288,116

（４）

イ 1,190

1,190

（５） 9,291

1,855,005

5

（１） 21,416,880

（２） △ 5,492,935

15,923,945

33,727,741

6 1,291,357

7

（１）

イ 727,698

ロ 39,043

ハ 242,512

ニ 13,086

ホ 214

1,022,553

（２）

イ 116,844

116,844

1,139,397

2,430,754

36,158,495

建設改良費等の財源に充て
るための企業債

負　　債　　の　　部

固 定 負 債

企 業 債

企 業 債 合 計

他 会 計 借 入 金
建設改良費等の財源に充て
るための借入金

借 入 金 合 計

引 当 金

退職給付引当金

引 当 金 合 計

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債

企 業 債
建設改良費等の財源に充て
るための企業債

企 業 債 合 計

他 会 計 借 入 金
建設改良費等の財源に充て
るための借入金

借 入 金 合 計

未 払 金

引 当 金

賞 与 引 当 金

繰 延 収 益 合 計

引 当 金 合 計

その他流動負債

流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

収 益 化 累 計 額

受贈財産評価額

負 債 合 計

資　　本　　の　　部

資 本 金

剰 余 金

資 本 剰 余 金

国 庫 補 助 金

受 益 者 負 担 金

受 益 者 分 担 金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利 益 剰 余 金

当年度未処分利益剰余金

利益剰余金合計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計
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注記 

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１ 固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産 

    ・減価償却の方法 

     定額法 

    ・主な耐用年数 

     建物        １５年～５０年 

     構築物        ３０年～５０年 

     機械及び装置    １０年～２０年 

     車両及び運搬具     ４年～  ６年 

     工具器具及び備品   ３年～２０年 

 （２）無形固定資産 

    ・減価償却の方法 

     定額法 

    ・主な耐用年数 

     施設利用権  ５０年 

 ２ 重要なリース取引の処理方法 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会 

   計処理によっている。 

３ 引当金の計上方法 

 （１）貸倒引当金 

    債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。 

 （２）退職給付引当金 

    当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、岐阜県市町村職員退職手当組合に

おける積立金相当額を控除した金額を計上している。 

 （３）賞与引当金 

    職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度

末における支給見込額及び支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。 

４ その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項 

    消費税等の会計処理 

     消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 
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Ⅱ．予定貸借対照表等に関する注記 

 １ 企業債の償還に係る他会計の負担 

 （１）令和元年度予定 （令和２年３月３１日） 

    貸借対照表上に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負

担すると見込まれる額は１，９１０，９５３千円である。 

 （２）令和２年度予定 （令和３年３月３１日） 

    貸借対照表上に計上されている企業債（１年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負

担すると見込まれる額は１，７２９，７０４千円である。 

Ⅲ．セグメント情報に関する注記 

１ 報告セグメントの概要 

   下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業を運営し

ており、各事業で運営方針等を決定していること、及び公共下水道事業と特定環境保全公共下水道

事業では汚水処理と雨水処理を行っていることから、それらを報告セグメントとしている。 

   なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。 

セグメント区分 事業の内容 

公共下水道事業 
汚水処理 市街地における、し尿・生活雑排水等の処理。 

雨水処理 市街地における雨水排除。 

特定環境保全 

公共下水道事業 

汚水処理 市街地以外の区域における、し尿・生活雑排水等の処理。 

雨水処理 市街地以外の区域における雨水排除。 

農業集落排水事業 農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理。 

 ２ 報告セグメントごとの資産、負債、その他の項目の金額 

 （１）令和元年度予定                （単位：千円） 

公 共 下 水 道 事 業 

汚水処理 雨水処理 共 通 小 計 

セグメント資産 27,147,634 3,066,438 445,303 30,659,375 

セグメント負債 25,848,673 2,808,275 155,859 28,812,807 

その他の項目 

他会計繰入金 

減価償却費 

支払利息 

有形・無形固定資産の増加 

737,128 

787,394 

251,923 

181,580 

109,470 

144,362 

21,001 

59,179 

846,598 

931,756 

272,924 

240,759 
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特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 農業集落

排水事業 
合計 

汚水処理 雨水処理 共 通 小 計 

セグメント資産 3,488,204 138,725 172,185 3,799,114 2,245,405 36,703,894 

セグメント負債 3,358,208 134,693 30,485 3,523,386 1,966,965 34,303,158 

その他の項目 

他会計繰入金 

減価償却費 

支払利息 

有形・無形固定資産の増加 

119,168 

107,590 

32,681 

27,213 

1,210 

42 

117,091 

120,378 

107,590 

32,723 

144,304 

129,973 

76,901 

16,028 

1,485 

1,096,949 

1,116,247 

321,675 

386,548 

 （２）令和２年度予定                （単位：千円） 

 公 共 下 水 道 事 業 

汚水処理 雨水処理 共 通 小 計 

セグメント資産 26,507,925 3,160,669 443,051 30,111,645 

セグメント負債 25,210,553 2,848,969 181,252 28,240,774 

その他の項目 

他会計繰入金 

減価償却費 

支払利息 

他会計借入金 

有形・無形固定資産の増加 

726,987 

788,721 

234,394 

200,000 

153,877 

153,016 

143,352 

21,779 

0 

243,200 

250 

880,003 

932,073 

256,423 

200,000 

397,077 

特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 農業集落

排水事業 
合計 

汚水処理 雨水処理 共 通 小 計 

セグメント資産 3,424,893 309,976 134,301 3,869,170 2,177,680 36,158,495 

セグメント負債 3,254,679 309,849 25,842 3,590,370 1,896,597 33,727,741 

その他の項目 

他会計繰入金 

減価償却費 

支払利息 

他会計借入金 

有形・無形固定資産の増加 

97,963 

107,459 

29,262 

0 

45,503 

3,588 

2,108 

429 

0 

119,626 

101,551 

109,567 

29,691 

0 

165,129 

128,484 

73,691 

14,306 

0 

11,797 

1,110,038 

1,115,331 

300,420 

200,000 

574,003 

Ⅳ．その他の注記 

 １ 賞与引当金の取崩し 

    令和２年度において、期末手当・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として１４，８２０千円を

支払う予定であるため、賞与引当金３，０４０千円を取り崩すこととしている。 
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 ２ 貸倒引当金の取崩し 

    令和２年度において、不納欠損による損失を計上する予定であるため、貸倒引当金２，５３０千

円を取り崩すこととしている。  
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   令和３年度美濃加茂市一般会計、特別会計及び公営企業会計予算につ 

いて 

令和３年度美濃加茂市の一般会計及び特別会計の予算並びに水道事業会計及び下

水道事業会計の予算を、別冊のとおり定める。 

 令和３年２月２４日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

議第１９号 令和３年度美濃加茂市一般会計予算 

議第２０号 令和３年度美濃加茂市国民健康保険会計予算 

議第２１号 令和３年度美濃加茂市介護保険会計予算 

議第２２号 令和３年度美濃加茂市後期高齢者医療会計予算 

議第２３号 令和３年度美濃加茂市介護認定・障がい者自立支援認定審査会会計予

算 

議第２４号 令和３年度美濃加茂市古井財産区会計予算 

議第２５号 令和３年度美濃加茂市山之上財産区会計予算 

議第２６号 令和３年度美濃加茂市水道事業会計予算 

議第２７号 令和３年度美濃加茂市下水道事業会計予算 
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議第２８号

（仮称）美濃加茂市立新古井保育園整備事業設計・建設等の請負契約の変更

について

美濃加茂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和３９年美濃加茂市条例第４号）第２条の規定により、次のとおり請負契約の一部

を変更する契約を締結することについて、議会の議決を求める。

令和３年２月２４日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一

記

１ 契 約 名 （仮称）美濃加茂市立新古井保育園整備事業設計・建設等 

２ 契約金額 変更前 金１，１３４，９７１，２００円 

       変更後 金１，１６７，８８４，３００円 
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議第２９号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議会の議決を求める。

  令和３年２月２４日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
西町５２

６号線 

美濃加茂市西町八丁目２２５番６地先   

美濃加茂市西町八丁目２２５番８地先 

２ 
本郷７０

０号線 

美濃加茂市本郷町四丁目字下久手１７７８番２地先 

美濃加茂市本郷町四丁目字下久手１７７８番７地先 
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議第３０号 

美濃加茂市固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

 美濃加茂市固定資産評価審査委員会の委員に下記の者を選任したいから、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求

める。 

令和３年２月２４日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

                記 

住  所  美濃加茂市三和町川浦２５１０番地１ 

氏  名  大 谷 茂 樹 

生年月日  昭和２４年３月１９日 
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